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■��経営について��■

新中期経営計画（2021－2023年度）

新中期経営計画において目指す姿

生命保険は従来、社会保障制度の補完的役割としてマイ

ナスをゼロにする、経済的支援の機能を担ってきました。当

社は前中期経営計画より、お客さまを取り巻く環境の変化

に対応すべく、何かあってからの保障だけでなく、健康寿命

延伸をサポートし、ゼロをプラスにするウェルネスマネジメ

ントも含めた、今までにない新たな価値「Insurhealth®」を

提供しています。これを原動力として、新たなお客さまを創

造することで成長を確かなものにしていきます。

例えば、Insurhealth®第1弾となる『じぶんと家族のお守り

（2018年4月発売）』は、お客さまの健康改善などによって

保険料が安くなり、さらに過去の保険料差額相当額の還付

が受けられるメリットがあることで、現在は毎月230名程度

の新たなお客さまが健康改善に取り組まれています。

このような従来の保険を超えた、「保険が人を健康にす

る」という新たな価値を、デジタル活用でさらに高度化し、

Insurhealth®を進化させながら、成長を加速させます。

2016年から開始した前中期経営計画において、当社は「従来にない新たな価値（保険
機能＋健康応援機能＝Insurhealth®：インシュアヘルス）」を提供することにより、国民
が健康になることを応援する、「健康応援企業」への変革を進めてきました。2021年
から開始する新中期経営計画においてもこのビジョンは変えず、お客さまが健康になっ
たという「顧客体験」の構築を追求し、Insurhealth®による健康応援を実現することで、
「健康応援企業」の確立を目指します。

Mission
従来の「万が一」への備え（Insurance）に加え、「毎日」
に寄り添い健康を応援する機能（Healthcare）を組み合
わせた新たな価値「Insurhealth®（インシュアヘルス）」
をお客さまに提供していくこと。

健康応援企業の
確立

目指す姿の実現に向けた戦略

目指す姿

今までのリスク
マネジメント

お 客さまに「万
が一」があった
場合に保険金を
お支払いする。

プラスαのウェル
ネスマネジメント

健康活動・予防に
より「万が一」を回
避し、リスクを軽
減する。

保険が人を健康にする
インシュアヘルスの時代へ

新契約年換算保険料

500

400

300

200

100

0

2019年度 2020年度 2021年度 →→

Insurhealth®
商品占有率

2023年度

Insurhealth®商品 Insurhealth®商品以外

28%

59%

60%

80%

（億円）

１．Insurhealth®を原動力とした成長
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ローコストオペレーションにより事業構造を改革すること

で、生産性を高め、事業費率を引き下げていきます。商品・

サービスの価格を維持・低廉化することで、より多くのお客さ

まに選んでいただくことを目指します。

また、オンライン募集の全面展開やデジタル手続き拡大に

より、お客さまの利便性向上を進めるとともに、当社で多様な

人財を育成・創出することで、激動する事業環境下において

も、安定したサービスを提供します。

生命保険事業は長期契約が基本となるため、事業環境の

変化に関わらず、安定的かつ持続的にお客さまをお守りし

続けることができる事業構造を目指します。

そのために、超長期債の購入額を拡大することで、金利変

動によるリスクを削減していきます。

また、商品開発面でも保障性商品中心のポートフォリオと

することで、金利リスクの拡大をコントロールしていきます。

金利リスク量コントロール 保有契約年換算保険料（純増額）

生産性を重視した改革 多様な人財の育成・創出

営業店事務の本社集中化による時間創出

・営業店事務量削減

人事制度変革

・ジョブ型人事制度の導入

新たな業務オペレーションの確立

・オンライン募集の全面展開

・お客さまによるデジタル手続き拡大

経営リソース最適化

・本社ビルのスペース縮小、営業拠点統合

・フレックスタイム制
・シフト勤務の活用

・ リアルとデジタルを活用
したハイブリッド型営業
スタイル

・ ミドルシニア社員の活躍
推進

・フリーアドレス化
・ オンラインによる地方在

住者の本社勤務（どこで
も本社）

いつでも
（柔軟な時間）

どこでも
(場所を選ばない働き方)

だれでも
（多様な方法）

現場力の発揮、Ｄ＆Ｉ

2020年度末 2023年度末 中長期

5,300億円
グループ全体 +200

+100

+0

-100

保障性
貯蓄性

（億円）

2019年度末 2020年度末 2021年度末 2022年度末 2023年度末

保障性商品を中心に
保有拡大を加速

２．ローコストオペレーション

３．資本効率向上
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お客さまの最善の
利益の追求

お客さま本位の業務運営方針

お客さま本位の業務運営
経営について

・�当社は、コンプライアンス（法令等遵守）を事業の大前提としたうえで、お客さまの視点ですべての価値判断を行い、最高品質

の安心とサービスを提供することによって、お客さまの最善の利益を追求します。�

・当社は、お客さまからのご意見・ご要望等の「お客さまの声」を真摯に受け止め、事業活動の品質向上に活かしてまいります。

SOMPOひまわり生命保険株式会社（以下、「当社」）は、「お客さまの視点ですべての価値判断を行い、

保険を基盤としてさらに幅広い事業活動を通じ、お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、

社会に貢献します。」という経営理念を掲げています。

当社はこの実現に向け、「お客さま本位の業務運営方針」（以下、「本方針」）を定め、生命保険を基盤にお客さまが

健康になることを応援する「健康応援企業」としての存在意義を確立してまいります。

なお、本方針に基づく取組状況は定期的に確認し、業務の見直しを行うとともに、その結果を公表します。

また、本方針はお客さまの視点で定期的に見直しを行います。

1
お客さまの声を活かした業務改善
・お客さまの声を基点とした当社の取組状況は定期的に公表しています。

  ひまわりのコエ（年複数回発行）

お客さまから当社代理店･募集人に寄

せられた「感動・感謝の声」のうち参

考にしていただきたい好取組みを紹

介するブックレット

   お客さまの声を活かす取組み2020

お客さまの声を活かす態勢と改善サ

イクルや、お客さまの声を基点とし、

2019年度に実現した改善事例などを

まとめたブックレット

   お客さまの喜びの声ブック

200人の当社既契約者を対象に「お

客さまの声調査」を実施。その中から

Insurhealth®に関する喜びの声を実

例として紹介するブックレット
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・�2016年より開始したモバイル端末を利用したペーパーレスでのお申込手続きに加え、

すべてのお申込手続きをペーパーレスで完結できる「完全ペーパーレス※」などの機能

拡充と利用率向上に取り組み、募集品質の均一化および、ご契約の早期成立や保険証

券の早期お届けを実現しています。

※�保険料引落し金融機関口座の設定書類などを含むすべての手続きをペーパーレスで

完結できます。

・�新型コロナウイルス感染防止の観点から、お客さまに安心してお手続きいただけるよう、

2020年4月からテレビ電話などを使用したオンラインでの募集を開始しました。

ご契約手続き時の利便性向上と
オンライン募集の開始と拡充（ニューノーマルへの対応）

51%

● ペーパーレス申込手続きの利用率
（右：完全ペーパーレス利用率）

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

30%

63%

35%

75%

46%

81%

54%

79%

62%

お客さまニーズに合った手続き方法の提供
・�2020年11月よりマイリンククロス（Webサービス）に登録しているお

客さまが、インターネット上で保険料振替口座の変更ができる「ネット

口座振替受付サービス」を開始しました。

・�2021年3月から名義変更と解約のお手続きがインターネットで完結※1

できるようになりました。

・�インターネット申込専用商品の給付金※2を従来の受取方法（口座送

金）のほか、「セブン銀行ATM」と「セブン‐イレブンのレジ」等で受取

りができるようになりました。�

※１．ご利用には一定の条件があります。

※２．��対象の給付金は『リンククロス�ピンク』の「がん無事故給付金」およ

び、『糖尿病の方の医療保険�ブルー』の「HbA1c管理支援還付金」と

なります。

● ネット口座振替受付サービス 手続き件数

600

500

400

300

200

100

0

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

月別件数
累計件数

216

509

229
258

703

216

445

1,212

12月 1月 2月 3月

給付金請求手続きの簡素化
・�2019年5月より24時間・場所を問わずに給付金が請求

できる「ネット給付金請求」を開始しています。2020

年3月にはLINEで給付金が請求できるサービスも開始

しました。お客さまからの「利用対象範囲を拡大してほ

しい」との要望を受け2020年11月より、取扱いできる

保険契約や手術範囲を拡大し、より多くのお客さまに

ご利用いただけるよう制度を見直しました。

●

 

デジタル請求率

2.4%

3.1%

2.9%

3.5%
4.2%

4.0% 4.1%

8.6%

10.6%
11.6%

11.7%

4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
1
月

3
月

2
月

11.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%LINE請求画面の見本

・��「高いコンサルティング提案力」、「健康応援の実現（Insurhealth®推進）」、

「お客さま本位の業務運営」を兼ね備えた当社の最高品質の募集人を

「HLアドバイザー」と定義し、HLアドバイザーの育成を進めています。

・�営業社員の人財育成に特化したトレーニングセンター室を設置し、HLア

ドバイザーを輩出する社員の指導力を強化する研修を実施しています。

2020年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点からオンラインでの研

修を実施しました。

お客さまに安心と満足を提供できる
高品質な募集人の輩出

ひまわり生命公式ウェブサイトの

「HLアドバイザー」のページ

オンラインでの研修風景
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お客さま本位の業務運営
経営について

当社は、お客さまにとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、

提供する商品、サービスの特性に応じ、重要な情報をお客さまに適した方法でわかりやすく提供します。

お客さまへのわかりやすい
情報提供 2

・�従来の医療保険の役割に加えて「重症化を予防する」をコンセプト

に、2020年6月に『健康をサポートする医療保険�健康のお守り』を

発売しました。入院・手術の保障に加え「医療用健康回復支援給付特

約（特定投薬治療給付型）」により、今までになかった新しい価値を

提供します。

・�高血圧症、脂質異常症、高血糖症のいずれかの投薬が開始される段

階で、給付金をお受け取りいただけます。�

・�特約を付加したお客さまには、生活習慣病の予防・重症化予防のた

めの約2か月間の「生活習慣病重症化予防プログラム�Ship」のご提

供など、健康を支援する各種サービスをご用意しています。

保険+重症化予防という新たな価値
Insurhealth®（インシュアヘルス）の提供

お客さまにふさわしい
商品、サービスの提供3
・�当社は、お客さまの状況、知識や経験、加入目的および加入内容等を勘案し、�

お客さまのご意向に沿った適切な商品・サービスを提供します。

・�当社は、お客さまに万が一の際の保障に加え、健康の維持・増進という価値を提供します。�

契約前後においてもお客さまと「健康」を軸につながり続けることによって、�

お客さま一人ひとりに最適な商品・サービスを最適なタイミングで提供します。

・�年に1回、ご契約者さまに「ご契約内容のお知らせ」をお送りし、定期的にご契約内容などをご確認い

ただくとともに、各種お手続きやサービスのご案内を実施しています。「ご契約内容のお知らせ」は、

お客さまのご年齢や保障内容に応じたものを送付しています。

・�お客さま視点に基づくわかりやすい書類づくりやご案内を目指すため、お客さま向けのお手続き書

類や各種サービスなどについて、社外の消費生活相談員からご意見やアドバイスを受ける「FD社外

モニター会議」を月に１回開催し、業務品質の改善や向上に取り組んでいます。

お客さま視点に基づくわかりやすい情報提供

ご契約内容のお知らせ

例：��保険金・給付金請求の

お知らせ

「生活習慣病重症化予防プログラム　Ship」
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・�生活習慣病を予防するための健康活動として、ゲーム感覚で楽しく生活習慣

改善ができる健康サポートアプリ「リンククロス�健康トライ」を2020年7月に

リリースしました。

・�健康リスクの見える化で、お客さま一人ひとりに最適な健康活動を提案し、将

来にわたる心と体の健康を応援します。

生活習慣病予防のための行動へのサポート

・�お客さまの健康を応援する「健康チャレンジ制度※」を創設し、2020年4月か

ら健康チャレンジ制度の受付を開始しました。��

・�お手続き時に健康診断（または人間ドック）結果の特定項目の提示が必要な

ため、健康診断（または人間ドック）受診率アップや、お客さまにご自身の健康

状態について正確な知識を持っていただくことにつながっています。

・�この制度が、何度も挫折した禁煙に成功できたり、家族でウォーキングに励む

ようになったなど、生活習慣の見直しのきっかけになっています。

※�契約日から２年経過後〜５年以内に再査定を実施し、健康チャレンジが成

功（当社基準に適合）となった場合、

　①以降の適用保険料率を変更

　②健康チャレンジ祝金（保険料差額相当額）をお支払い

Insurhealth®の提供を通じた
お客さまの健康維持･増進の応援

（2021年 4月2日時点）

健康チャレンジ数 2,834 件�

チャレンジ成功数
2,375 件

（成功率：83.8%）�

成功後の保険料差額
（年間）

平均 12,212 円�

祝金 平均 27,768 円

利益相反取引の
適切な管理

当社は、お客さまの利益を害する恐れのある取引を適切に把握する態勢を整備し、管理します。

4

・�「認知症に備える・なってもその人らしく生きられる社会を」をスローガンに

認知機能低下予防の啓蒙活動をしています。�

・�活動の一環として認知機能の低下リスクを早期発見し、認知機能改善・維持

の支援をトータルで行う「ニューロトラック�脳ケア」アプリを提供しています。

手軽に認知機能チェックを行うことで認知症に興味・関心を持っていただき、

認知機能の状態を正しく理解、変化の早期発見、予防活動の支援をしていき

ます。

認知機能の低下リスクを早期発見し、
認知機能改善・維持の支援

「ニューロトラック　脳ケア」
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・�当社は、社員に対し、本方針の定着に向けた動機づけの枠組みを構築し、�

健康経営、ダイバーシティ推進、働き方改革に取り組みます。�

・�当社は、商品・サービスの提供を委託する代理店、募集人に対し、�

本方針の定着に向けた指導、教育を行うとともに動機づけの枠組みを構築します。

方針の定着に向けた取組み5
お客さま本位の業務運営
経営について

健康応援企業への変革・健康応援企業の
社員としての意識醸成と向上
・�当社は健康応援企業への変革を目指すための重要な経営戦

略の一つとして2016年度から健康経営に取り組んでいます。

2020年度は、「健康経営宣言」を発信しました。

・�2020年度から健康経営グループを新設し、体制を強化しまし

た。食事・睡眠･運動･ストレス・禁煙・女性の健康に関する施策

やセミナーの実施などを通じて、社員の健康リテラシー向上を

図っています。喫煙率は、これまでの取組みにより、2021年１

月末時点で目標である12％を達成しました。

徹底したお客さま視点を持った社員の育成
・�経営層よりFD※に関するメッセージを発信し、FDの定着・浸透に向けた統制環境の整備を行っています。全社員が本方針に基づいた行

動ができるように、職場単位で勉強会や目標を設定しています。また、社員が「感動・感謝」に対する理解を深め尊ぶ風土を醸成し、意

識や行動の変革につなげる取組みを実践しています。

※「FD（Fiduciary�duty：フィデューシャリー・デューティー）：顧客本位の業務運営

・�お客さまからの「感動・感謝の声」の取組みを、褒め合い・認め合い、その取組み（行動）を一人ひとりが繰り返すことで、「徹底したお客

さま視点を持った社員」へと成長しています。

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険の健康経営宣言

ＳＯＭＰＯひまわり生命は、社員一人ひとりが健康を実感し、お客さまの健康を

応援する「健康応援企業」として、健康経営を推進します。
そのために当社は以下の３つに取り組みます。

社員の健康指標
（KPI）の達成を
目指します

3

社員のさまざまな
ライフステージに
寄り添います

2

社員とその家族の
健康維持・増進を
支援します

1

・�感動・感謝総選挙の実施�

（2回/年）

お客さまのご期待を大きく

上回る対応をした社員・代

理店の活動をノミネートし

て、全社員で投票・表彰して

います。

【2020年度の取組み】

・�ありがとう通信の社内発信�

（月1回）

全国からいただいたお客さ

まからの感謝の声の中から、

特に優れている「お客さま

視点の取組み」をニュースと

して紹介しています。時勢に

合った対応を発信すること

で、お客さまにとって適時・

適切な対応が全国で展開す

ることにつながっています。

17　｜　SOMPOひまわり生命の現状�2021



※�お客さまアンケートは、当社に対する満足度
について10点を最高点とし、0点までの11
段階でお客さまにご回答いただいています。�
10点・9点を「満足」、8点・7点を「やや満足」、
6点〜4点を「普通」、3点・2点を「やや不満」、�
1点・0点を「不満」と定義しています。

25,820 件20,000 件

ご契約後

結果
目標

91.0%

91.1%
ご請求時

92.4%
ご契約時

お客さまの数
（保有契約件数） 

お客さまの声

「お客さま本位の業務運営方針」

の定着度を測る

成果指標
2020 年 4月〜 2021年 3月

調査期間

（2021年 3月末時点）

4,268,605 件

お客さま満足度
（満足層のお客さま（満足＋やや満足）の割合）

（2021年 3月末時点）
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健康経営の取組み
経営について

当社は、「健康応援企業」の確立を実現するために、

社員・代理店とその家族の健康維持・増進が不可欠であるとの考えのもと、健康経営の取組みを推進しています。

また、「健康応援企業」を実現するための両輪を「Insurhealth®」および「健康経営」と定義し、

2016年度から重要な経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいます。

主な取組み内容

女性の健康
・乳がん、子宮がん検診費用補助

・女性の健康セミナーの実施

・女性の健康検討会「ひまわり

LULUプロジェクト」

予防・治療
・一般定期健康診断 受診率100％

・インフルエンザ予防接種費用

補助

・ストレスチェックの実施

・健康応援セミナー、健康応援

ミーティングの実施

社員とその家族の
健康維持・増進を

支援

健康増進スペース
・「ひまわりラウンジ～サンテリエ～」

の活用

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険の健康経営宣言

ＳＯＭＰＯひまわり生命は、社員一人ひとりが健康を実感し、お客さまの健康を

応援する「健康応援企業」として、健康経営を推進します。
そのために当社は以下の３つに取り組みます。

社員の健康指標
（KPI）の達成を
目指します

3

社員のさまざまな
ライフステージに
寄り添います

2

社員とその家族の
健康維持・増進を
支援します

1
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睡眠
・本社ビルに仮眠可能スペースの

設置

・睡眠改善プロジェクト

ワークライフ・バランス
・早帰りの推奨

・休暇取得の必須化

・プレミアムフライデーズ

・レイト・アーリーワーク

・フレックスタイム制度（一部社員）

・生産性評価

・テレワークの推進

禁煙
・全社員就業時間内禁煙

・喫煙者向け個別サポートの実施

・新入社員の非喫煙者採用

運動
・ウェアラブル端末の活用

・クアオルトの実施※

※ ドイツ語で療養地の意味。当社は、
全国の日本クアオルト協議会加盟自
治体と連携し、クアオルトプログラム

（健康増進に向けたウォーキングの
実施や地場産食材を使った栄養バ
ランスの優れた料理の提供、温泉施
設との連携を利用した健康増進プロ
グラム）を全社員を対象に実施して
います。

社外からの認定
これらを含めたグループ全体の取組みが評価され、経済産業

省および東京証券取引所が共同で選定を行う「健康経営銘柄

2021」にSOMPOホールディングス株式会社が3年連続選定

されました。また、当社は、「健康経営優良法人2021大規模法

人部門（ホワイト500）」に5年連続で認定されました。

社員のさまざまな
ライフステージに
寄り添う

妊娠・育児
・短時間勤務制度

・シフト勤務

・週4勤務制度

・育産休マニュアルの公開
※男性社員の制度活用も推進

・転居転勤免除制度

介護
・短時間勤務制度

・シフト勤務

・週4勤務制度

・転居転勤免除制度

・仕事と介護のお役立ちサイトの

提供

治療
・治療と仕事の両立支援BOOK

の公開

シニア活躍
•再雇用制度

•ライフデザイン研修

● 全社員における喫煙率の推移

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2021年1月

18.3%

15.3%

11.9%

20.8% 20.6%
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■��経営について��■

財務の健全性

○ソルベンシー・マージン比率とは、大災害や株価の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているか
どうかを判断するための行政監督上の指標のひとつです。200%以上であれば、健全性のひとつの基準を満たしていることになります。

2020年度末のソルベンシー・マージン比率は、

1,460.4％となり、引き続き高水準を維持しています。 1,460.4%
2020年度末

（単位：百万円）

項　目 2019年度末 2020年度末

ソルベンシー・マージン総額（A） 382,291 422,651

リスクの合計額（B） 51,935 57,881

ソルベンシー・マージン比率

1,472.1％ 1,460.4％（A）

（1/2）×（B）
× 100

当社は国内外の権威ある格付機関であるS＆Pグローバル・レーティングおよび格付投資情報センターから格付けを取得してい

ます。（2021年7月1日現在）

○保険財務力格付けは、保険契約の諸条件にしたがって支払いを行う能力に関して保険会社の財務内容を評価したフォワードルッキングな意
見を表したものです。

○保険金支払能力は、保険会社の保険債務が約定どおりに履行される確実性についての意見を表したものです。

A+ S＆Pグローバル・レーティング
保険財務力格付け AA 格付投資情報センター

保険金支払能力

基礎利益とは、生命保険会社の基礎的な収益を表す指標

のひとつであり、経常利益から有価証券の売却損益などの

キャピタル損益、危険準備金繰入（戻入）などの臨時損益を

控除した損益として計算されます。

当社の2020年度の基礎利益は、2019年度実績272億

円に対して45億円増加し、318億円となりました。

318億円
2020年度

2020年度の逆ざや額は、2019年度実績24億円に対して1億円減少し、23億円となりました。当社では、この逆ざや額を全

体の収益でカバーし、基礎利益はプラスを確保しています。

※1 基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる一般勘定の運用収支から契約者配当金積立利息繰入額を控除したものの一
般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

※2 平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。
※3 一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について以下の方法で算出しています。
　　（期始責任準備金＋期末責任準備金－予定利息）×1/2

〈逆ざや額の算出方法〉

逆ざや額 基礎利益上の
運用収支等の利回り

［23億円］ ［1.61%］ ［1.69%］ ［2兆9,328億円］

※1 ※2 ※3

平均予定利率
一般勘定

責任準備金

実質資産負債差額とは、時価ベースの実質的な資産か

ら、危険準備金などの資本性の高い負債を除いた負債の合

計を差し引いたものであり、行政監督上の指標のひとつで

す。この実質資産負債差額がマイナスとなると実質的な債

務超過と判断され、監督当局による業務停止命令などの対

象となることがあります。

当社の2020年度末の実質資産負債差額は6,673億円

となりました。

＜ご参考＞2019年度末実質資産負債差額　7,188億円

6,673億円
2020年度末

生命保険会社では、将来の保険金・年金・給付金などの

支払いに備え、責任準備金の積立てが義務づけられてい

ます。この責任準備金の積立方式には、「平準純保険料式」、

「チルメル式」などがありますが、当社では積立水準が高い

「平準純保険料式」による積立てを実施しています。また、

2007年度から、第三分野保険に対しては、将来の給付金な

どの支払率の上昇を見込んだストレス・テストを実施し、そ

の結果により、さらに負債十分性テストを行い、各テストの

結果に応じ、責任準備金の積増しを行うことが義務づけら

れています。

なお、2020年度末はストレス・テストに基づく危険準備

金として491百万円、負債十分性テストに基づく保険料積

立金の追加積立てとして962百万円を積み立てています。

格付け

ソルベンシー・マージン比率

実質資産負債差額

基礎利益

逆ざやの状況

責任準備金の積立状況
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■��経営について��■

財務の健全性

○ソルベンシー・マージン比率とは、大災害や株価の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているか
どうかを判断するための行政監督上の指標のひとつです。200%以上であれば、健全性のひとつの基準を満たしていることになります。

2020年度末のソルベンシー・マージン比率は、

1,460.4％となり、引き続き高水準を維持しています。 1,460.4%
2020年度末

（単位：百万円）

項　目 2019年度末 2020年度末

ソルベンシー・マージン総額（A） 382,291 422,651

リスクの合計額（B） 51,935 57,881

ソルベンシー・マージン比率

1,472.1％ 1,460.4％（A）

（1/2）×（B）
× 100

当社は国内外の権威ある格付機関であるS＆Pグローバル・レーティングおよび格付投資情報センターから格付けを取得してい

ます。（2021年7月1日現在）

○保険財務力格付けは、保険契約の諸条件にしたがって支払いを行う能力に関して保険会社の財務内容を評価したフォワードルッキングな意
見を表したものです。

○保険金支払能力は、保険会社の保険債務が約定どおりに履行される確実性についての意見を表したものです。

A+ S＆Pグローバル・レーティング
保険財務力格付け AA 格付投資情報センター

保険金支払能力

基礎利益とは、生命保険会社の基礎的な収益を表す指標

のひとつであり、経常利益から有価証券の売却損益などの

キャピタル損益、危険準備金繰入（戻入）などの臨時損益を

控除した損益として計算されます。

当社の2020年度の基礎利益は、2019年度実績272億

円に対して45億円増加し、318億円となりました。

318億円
2020年度

2020年度の逆ざや額は、2019年度実績24億円に対して1億円減少し、23億円となりました。当社では、この逆ざや額を全

体の収益でカバーし、基礎利益はプラスを確保しています。

※1 基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる一般勘定の運用収支から契約者配当金積立利息繰入額を控除したものの一
般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

※2 平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。
※3 一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について以下の方法で算出しています。
　　（期始責任準備金＋期末責任準備金－予定利息）×1/2

〈逆ざや額の算出方法〉

逆ざや額 基礎利益上の
運用収支等の利回り

［23億円］ ［1.61%］ ［1.69%］ ［2兆9,328億円］

※1 ※2 ※3

平均予定利率
一般勘定

責任準備金

実質資産負債差額とは、時価ベースの実質的な資産か

ら、危険準備金などの資本性の高い負債を除いた負債の合

計を差し引いたものであり、行政監督上の指標のひとつで

す。この実質資産負債差額がマイナスとなると実質的な債

務超過と判断され、監督当局による業務停止命令などの対

象となることがあります。

当社の2020年度末の実質資産負債差額は6,673億円

となりました。

＜ご参考＞2019年度末実質資産負債差額　7,188億円

6,673億円
2020年度末

生命保険会社では、将来の保険金・年金・給付金などの

支払いに備え、責任準備金の積立てが義務づけられてい

ます。この責任準備金の積立方式には、「平準純保険料式」、

「チルメル式」などがありますが、当社では積立水準が高い

「平準純保険料式」による積立てを実施しています。また、

2007年度から、第三分野保険に対しては、将来の給付金な

どの支払率の上昇を見込んだストレス・テストを実施し、そ

の結果により、さらに負債十分性テストを行い、各テストの

結果に応じ、責任準備金の積増しを行うことが義務づけら

れています。

なお、2020年度末はストレス・テストに基づく危険準備

金として491百万円、負債十分性テストに基づく保険料積

立金の追加積立てとして962百万円を積み立てています。

格付け

ソルベンシー・マージン比率

実質資産負債差額

基礎利益

逆ざやの状況

責任準備金の積立状況
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■��経営について��■

財務の健全性

MCEVとは

MCEVとは、市場整合的エンベディッド・バリューの略称

であり、金融市場における金融商品の価格と整合的な評価

となる手法を用い、生命保険事業に係るリスクについて十

分な考慮をしたうえで、現在および将来の株主への分配可

能利益の現在価値を評価したものです。

MCEVは、企業の「純資産価値」と、保有契約からもたらさ

れる将来利益の現在価値である「保有契約価値」との合計

額です。

一般に生命保険契約は、新契約が成立してから会計上の

利益が計上されるまでに時間がかかるため、損益計算書な

どの法定の会計情報を補完するものとして、欧州やカナダ

では生命保険会社の価値・業績を評価する有力な指標であ

るエンベディッド・バリューが使用されています。

欧州では、主要保険会社のCFO（最高財務責任者）から

構成されるCFOフォーラムが2004年5月にEEV原則を公

開した後、EEV原則に準拠した開示が広く行われるようにな

り、その後、計算基準の統一性をさらに高めるという視点か

ら市場整合的な評価手法を用いることを定めたEuropean 

Insurance CFO Forum Market Consistent Embedded 

Value Principles©
※（以下「MCEV Principles」）が2008

年6月に公表されました。

当社においても、当社の現状をより一層ご理解いただくた

め、2010年3月末よりMCEV Principlesに基づいた開示を

行っています。

※Copyright©
 Stichting CFO Forum Foundation 2008

（単位：億円）

2019年度末 2020年度末 増減額

年度末MCEV 8,097 9,790 ＋  1,693

純資産価値 4,177 3,907 △     270

保有契約価値 3,919 5,883 ＋  1,963

新契約価値 238 261 ＋        23

・純資産価値は、計算基準日において対象事業に割り当てられた資産時価が法定責任準備金およびその他の負債を超過する額です。
具体的には貸借対照表の純資産の部の額に、価格変動準備金、危険準備金、一般貸倒引当金、契約者配当準備金中の未割当額、満期保有目
的の債券の含み損益、責任準備金対応債券の含み損益および金融派生商品の含み損益を加え、無形固定資産を控除した後、これら前8項目
に係る税効果相当額を差し引いたものです。
・保有契約価値は、保有契約から将来生じる株主への分配可能利益を評価日における現在価値に換算したものであり、確実性等価利益現価か
ら、オプションと保証の時間価値、フリクショナル・コストおよびヘッジ不能リスクに係る費用を差し引いた額です。
・新契約価値は、当年度に成立した新契約の評価日における価値を示したものであり、年度末MCEVの内数です。
・金額については億円未満を切り捨てて表示しています。

（億円）

■ 純資産価値　　■ 保有契約価値

〈MCEV推移〉

2020年度末

2018年度末

2019年度末

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

合計 9,790億円3,907 5,883

合計 8,144億円4,390 3,753

4,177 3,919 合計 8,097億円

〈MCEV推移〉

2020年度末MCEV

2020年度末MCEVは下表のとおりです。

（単位：億円）

変動要因 MCEV

2019年度末MCEV 8,097

A.2020年度新契約価値 ＋ 261

B.2019年度末保有契約価値の割り戻し 
　（リスクフリーレート分） ＋ 175

C.2019年度末保有契約価値の割り戻し 
　（期待超過収益分） ＋ 46

D.保険関係の前提条件と実績の差異 △ 127

E.保険関係の前提条件の変更 ＋ 372

F.保険事業に係るその他の要因に基づく差異 ＋ 240

G.保険事業活動によるMCEV増減（A ～ F） ＋ 968

H.経済前提条件と実績の差異 ＋ 812

I.その他の要因に基づく差異 －

MCEV増減総計（G ～ I） ＋ 1,780

株主配当支払 △ 87

2020年度末MCEV 9,790

2019年度末から2020年度末への変動要因

2019年度末から2020年度末へのMCEVの変動要因は

下表のとおりです。

増加要因として2020年度新契約価値（A）、2019年度末

保有契約価値の割り戻し（B、C）、保険関係の前提条件の変更

（E）、保険事業に係るその他の要因に基づく差異（F）、経済

前提条件と実績の差異（H）があげられる一方、減少要因とし

て保険関係の前提条件と実績の差異（D）があげられます。

これらの要因によるMCEV増減総計は1,780億円の増加

となり、株主配当支払の実施により、結果として2020年度末

のMCEVは1,693億円増加しました。

その他

●保険数理に関する専門的知識を有する第三者機関（ア

クチュアリー・ファーム）であるミリマン・インクに、MCEV

算出手法、前提条件および算出結果の妥当性につ

いて検証を依頼し、意見書を受領しています。 

意見書およびMCEVに関する詳細については当社の公

式ウェブサイトでご参照いただけます。

●MCEVの計算は、経済・事業環境、税制、その他多くの前

提に依存します。適用された計算手法および前提条件

は、MCEV Principlesに準拠していますが、一般に、前提

条件と将来の実現値とは異なるものです。前提条件と将

来の実現値との乖離は、計算結果に重大な影響を及ぼす

場合があります。    

また、実際の市場価値は、投資家がさまざまな情報に基づ

いて行う判断により決定されるため、MCEVから著しく乖

離することがあります。    

これらの理由により、MCEVは生命保険会社の企業価値

を評価する唯一の指標ではありませんので、ご注意くださ

い。
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■��経営について��■

財務の健全性

MCEVとは

MCEVとは、市場整合的エンベディッド・バリューの略称

であり、金融市場における金融商品の価格と整合的な評価

となる手法を用い、生命保険事業に係るリスクについて十

分な考慮をしたうえで、現在および将来の株主への分配可

能利益の現在価値を評価したものです。

MCEVは、企業の「純資産価値」と、保有契約からもたらさ

れる将来利益の現在価値である「保有契約価値」との合計

額です。

一般に生命保険契約は、新契約が成立してから会計上の

利益が計上されるまでに時間がかかるため、損益計算書な

どの法定の会計情報を補完するものとして、欧州やカナダ

では生命保険会社の価値・業績を評価する有力な指標であ

るエンベディッド・バリューが使用されています。

欧州では、主要保険会社のCFO（最高財務責任者）から

構成されるCFOフォーラムが2004年5月にEEV原則を公

開した後、EEV原則に準拠した開示が広く行われるようにな

り、その後、計算基準の統一性をさらに高めるという視点か

ら市場整合的な評価手法を用いることを定めたEuropean 

Insurance CFO Forum Market Consistent Embedded 

Value Principles©
※（以下「MCEV Principles」）が2008

年6月に公表されました。

当社においても、当社の現状をより一層ご理解いただくた

め、2010年3月末よりMCEV Principlesに基づいた開示を

行っています。

※Copyright©
 Stichting CFO Forum Foundation 2008

（単位：億円）

2019年度末 2020年度末 増減額

年度末MCEV 8,097 9,790 ＋  1,693

純資産価値 4,177 3,907 △     270

保有契約価値 3,919 5,883 ＋  1,963

新契約価値 238 261 ＋        23

・純資産価値は、計算基準日において対象事業に割り当てられた資産時価が法定責任準備金およびその他の負債を超過する額です。
具体的には貸借対照表の純資産の部の額に、価格変動準備金、危険準備金、一般貸倒引当金、契約者配当準備金中の未割当額、満期保有目
的の債券の含み損益、責任準備金対応債券の含み損益および金融派生商品の含み損益を加え、無形固定資産を控除した後、これら前8項目
に係る税効果相当額を差し引いたものです。
・保有契約価値は、保有契約から将来生じる株主への分配可能利益を評価日における現在価値に換算したものであり、確実性等価利益現価か
ら、オプションと保証の時間価値、フリクショナル・コストおよびヘッジ不能リスクに係る費用を差し引いた額です。
・新契約価値は、当年度に成立した新契約の評価日における価値を示したものであり、年度末MCEVの内数です。
・金額については億円未満を切り捨てて表示しています。

（億円）

■ 純資産価値　　■ 保有契約価値

〈MCEV推移〉

2020年度末

2018年度末

2019年度末

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

合計 9,790億円3,907 5,883

合計 8,144億円4,390 3,753

4,177 3,919 合計 8,097億円

〈MCEV推移〉

2020年度末MCEV

2020年度末MCEVは下表のとおりです。

（単位：億円）

変動要因 MCEV

2019年度末MCEV 8,097

A.2020年度新契約価値 ＋ 261

B.2019年度末保有契約価値の割り戻し 
　（リスクフリーレート分） ＋ 175

C.2019年度末保有契約価値の割り戻し 
　（期待超過収益分） ＋ 46

D.保険関係の前提条件と実績の差異 △ 127

E.保険関係の前提条件の変更 ＋ 372

F.保険事業に係るその他の要因に基づく差異 ＋ 240

G.保険事業活動によるMCEV増減（A ～ F） ＋ 968

H.経済前提条件と実績の差異 ＋ 812

I.その他の要因に基づく差異 －

MCEV増減総計（G ～ I） ＋ 1,780

株主配当支払 △ 87

2020年度末MCEV 9,790

2019年度末から2020年度末への変動要因

2019年度末から2020年度末へのMCEVの変動要因は

下表のとおりです。

増加要因として2020年度新契約価値（A）、2019年度末

保有契約価値の割り戻し（B、C）、保険関係の前提条件の変更

（E）、保険事業に係るその他の要因に基づく差異（F）、経済

前提条件と実績の差異（H）があげられる一方、減少要因とし

て保険関係の前提条件と実績の差異（D）があげられます。

これらの要因によるMCEV増減総計は1,780億円の増加

となり、株主配当支払の実施により、結果として2020年度末

のMCEVは1,693億円増加しました。

その他

●保険数理に関する専門的知識を有する第三者機関（ア

クチュアリー・ファーム）であるミリマン・インクに、MCEV

算出手法、前提条件および算出結果の妥当性につ

いて検証を依頼し、意見書を受領しています。 

意見書およびMCEVに関する詳細については当社の公

式ウェブサイトでご参照いただけます。

●MCEVの計算は、経済・事業環境、税制、その他多くの前

提に依存します。適用された計算手法および前提条件

は、MCEV Principlesに準拠していますが、一般に、前提

条件と将来の実現値とは異なるものです。前提条件と将

来の実現値との乖離は、計算結果に重大な影響を及ぼす

場合があります。    

また、実際の市場価値は、投資家がさまざまな情報に基づ

いて行う判断により決定されるため、MCEVから著しく乖

離することがあります。    

これらの理由により、MCEVは生命保険会社の企業価値

を評価する唯一の指標ではありませんので、ご注意くださ

い。
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■��経営について��■

主要業績の推移

〈総資産の推移〉

総資産は3,347億円増加し、

3兆5,524億円になりました。2016年度末

2017年度末

2018年度末

2019年度末

2020年度末

（単位：億円）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 40,00035,00025,000

30,060

32,177

35,524

27,962

25,890

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,5004,000

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（単位：億円）

4,4444,444

4,4654,465

4,1954,195

4,3844,384

4,4154,415

〈保険料等収入の推移〉

保険料等収入は一般事業会

社の売上高に相当します。2020

年度は前年度比1.1%の減少と

なりました。

保有契約高は個々の被保険

者さまに対して当社が保障する

金額の総合計額です。

2020年度末は前年度末比

0.5％の増加となりました。

〈保有契約高の推移（個人保険と個人年金保険の合計）〉

2016年度末

2017年度末

2018年度末

2019年度末

2020年度末

（単位：億円）

0 40,000 80,000 120,000 200,000160,000 240,000

233,110

221,258

223,255

236,588

237,663

〈主要業績の状況〉

2019年度（末） 2020年度（末） 前年度（末）比

新 契 約 高 2兆4,755億円 2兆1,410億円 86.5％

保 有 契 約 高 23兆6,588億円 23兆7,663億円 100.5％

保 険 料 等 収 入 4,465億円 4,415億円 98.9％

総 資 産 3兆2,177億円 3兆5,524億円 110.4％

2020年度の新契約高は前年度比86.5％の2兆1,410

億円となりました。2020年度末の保有契約高は前年度末比

100.5％の23兆7,663億円となりました。

（契約高は個人保険と個人年金保険の合計です。）

保険料等収入は、前年度比98.9％の4,415億円となりま

した。

総資産は当年度中に3,347億円増加し、当年度末には3

兆5,524億円となりました。

2020年度の経常利益は321億円となり、前年度実績

284億円に比べ36億円増加しました。

当期純利益は200億円となり、前年度実績165億円に比

べ34億円増加しました。

基礎利益は318億円となり、前年度実績272億円に比べ

45億円増加しました。

（単位：百万円）

項目 2016年度(末) 2017年度(末) 2018年度(末) 2019年度(末) 2020年度(末)

総資産 2,589,026 2,796,230 3,006,090 3,217,752 3,552,464
有価証券残高 2,434,670 2,594,537 2,805,201 2,983,851 3,260,451
責任準備金残高 2,371,198 2,557,365 2,734,761 2,919,802 3,099,850
経常収益 469,837 490,791 495,111 500,819 503,714
保険料等収入 419,507 438,487 444,443 446,510 441,549
資産運用収益 48,759 49,490 48,621 49,425 56,037
保険金等支払金 181,079 182,504 186,185 190,877 195,395
　うち解約返戻金 91,883 86,263 90,285 89,761 90,275
経常利益 16,880 16,721 26,586 28,436 32,129
当期純利益 8,319 8,117 15,394 16,583 20,049
ソルベンシー・マージン比率 1,573.0% 1,513.1% 1,507.5% 1,472.1% 1,460.4%
新契約高 2,434,139 1,484,076 4,244,311 2,475,501 2,141,022
保有契約高 22,325,529 22,125,821 23,311,012 23,658,846 23,766,355

（注）新契約高および保有契約高は個人保険・個人年金保険の契約高の合計です。なお、個人年金保険の新契約高は年金支払開始時における
年金原資です。また、個人年金保険の保有契約高は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の
責任準備金を合計したものです。

直近事業年度における事業の概況

損益の状況

主要業績の推移
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■��経営について��■

主要業績の推移

〈総資産の推移〉

総資産は3,347億円増加し、

3兆5,524億円になりました。2016年度末
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（単位：億円）
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〈保険料等収入の推移〉

保険料等収入は一般事業会

社の売上高に相当します。2020

年度は前年度比1.1%の減少と

なりました。

保有契約高は個々の被保険

者さまに対して当社が保障する

金額の総合計額です。

2020年度末は前年度末比
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〈保有契約高の推移（個人保険と個人年金保険の合計）〉
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2019年度（末） 2020年度（末） 前年度（末）比

新 契 約 高 2兆4,755億円 2兆1,410億円 86.5％

保 有 契 約 高 23兆6,588億円 23兆7,663億円 100.5％

保 険 料 等 収 入 4,465億円 4,415億円 98.9％

総 資 産 3兆2,177億円 3兆5,524億円 110.4％
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億円となりました。2020年度末の保有契約高は前年度末比

100.5％の23兆7,663億円となりました。

（契約高は個人保険と個人年金保険の合計です。）

保険料等収入は、前年度比98.9％の4,415億円となりま

した。

総資産は当年度中に3,347億円増加し、当年度末には3

兆5,524億円となりました。

2020年度の経常利益は321億円となり、前年度実績

284億円に比べ36億円増加しました。

当期純利益は200億円となり、前年度実績165億円に比

べ34億円増加しました。

基礎利益は318億円となり、前年度実績272億円に比べ

45億円増加しました。

（単位：百万円）

項目 2016年度(末) 2017年度(末) 2018年度(末) 2019年度(末) 2020年度(末)

総資産 2,589,026 2,796,230 3,006,090 3,217,752 3,552,464
有価証券残高 2,434,670 2,594,537 2,805,201 2,983,851 3,260,451
責任準備金残高 2,371,198 2,557,365 2,734,761 2,919,802 3,099,850
経常収益 469,837 490,791 495,111 500,819 503,714
保険料等収入 419,507 438,487 444,443 446,510 441,549
資産運用収益 48,759 49,490 48,621 49,425 56,037
保険金等支払金 181,079 182,504 186,185 190,877 195,395
　うち解約返戻金 91,883 86,263 90,285 89,761 90,275
経常利益 16,880 16,721 26,586 28,436 32,129
当期純利益 8,319 8,117 15,394 16,583 20,049
ソルベンシー・マージン比率 1,573.0% 1,513.1% 1,507.5% 1,472.1% 1,460.4%
新契約高 2,434,139 1,484,076 4,244,311 2,475,501 2,141,022
保有契約高 22,325,529 22,125,821 23,311,012 23,658,846 23,766,355

（注）新契約高および保有契約高は個人保険・個人年金保険の契約高の合計です。なお、個人年金保険の新契約高は年金支払開始時における
年金原資です。また、個人年金保険の保有契約高は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の
責任準備金を合計したものです。

直近事業年度における事業の概況
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■��経営について��■

主要業績の推移

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益です。生命保険会社の
場合、保険料等収入、資産運用収益、その他経常収益に区分されています。

①経常収益

ご契約者さまから払い込まれた保険料による収益で、生命保険会社の収益の大部分を占
めています。再保険収入（再保険契約による受取保険金等）もこちらに計上します。

②保険料等収入

資産運用による収益で、利息や配当金のほかに有価証券売却益なども含まれます。③資産運用収益

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する費用です。生命保険会社の
場合、保険金等支払金、責任準備金等繰入額、資産運用費用、事業費、その他経常費用に
区分されています。

④経常費用

保険金、年金、給付金、返戻金などの保険契約上の支払いを計上します。再保険料（再保
険契約による支払保険料）もこちらに計上します。

⑤保険金等支払金

有価証券売却損、有価証券評価損などを計上します。⑦資産運用費用

新契約の募集および保有契約の維持保全や保険金などの支払いに必要な経費を計上し
ます。一般事業会社の「販売費及び一般管理費」に当たります。

⑧事業費

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益（経常収益）から、毎年
継続的に発生する費用（経常費用）を差し引いた残額が経常利益です。

⑨経常利益

特別な要因で一時的に発生した損失を計上します。⑩特別損失

＊当社では、ほとんどが団体保険契約にかかわる配当準備金の繰入です。

ご契約者さまに対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額です。⑪契約者配当準備金繰入額

税効果会計を適用したことによる法人税及び住民税の当期調整額を計上します。⑫法人税等調整額

税引前当期純利益から法人税等合計を控除した金額で、会社のすべての活動によって生
じた純利益を意味します。

⑬当期純利益

責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払いに備え、積立てが義務づけられている
準備金です。毎期年度末に、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度の必要額を新たに
全額繰り入れる方法により積み立てられます。
損益計算書上は（繰入額－戻入額）の差額で表示されます。

⑥責任準備金等繰入額

〈損益計算書（抜粋）〉 （単位 ： 百万円）

科　目
2019年度 2020年度

金　額 金　額

経常収益 ① 500,819 503,714

保険料等収入 ② 446,510 441,549

保険料 444,162 438,847

再保険収入 2,347 2,701

資産運用収益 ③ 49,425 56,037

利息及び配当金等収入 45,731 47,090

有価証券売却益 3,683 3,767

特別勘定資産運用益 － 4,912

その他経常収益 4,883 6,127

経常費用 ④ 472,382 471,585

保険金等支払金 ⑤ 190,877 195,395

保険金 34,513 37,848

年金 11,193 11,208

給付金 49,332 47,781

解約返戻金 89,761 90,275

その他返戻金 2,843 4,989

再保険料 3,233 3,291

責任準備金等繰入額 ⑥ 185,041 180,048

資産運用費用 ⑦ 3,539 2,554

支払利息 76 69

有価証券売却損 998 1,966

有価証券評価損 － 8

金融派生商品費用 374 389

特別勘定資産運用損 1,925 －

事業費 ⑧ 87,627 87,288

その他経常費用 5,297 6,299

経常利益 ⑨ 28,436 32,129

特別利益 3 7

特別損失 ⑩ 2,319 892

契約者配当準備金繰入額 ⑪ 2,857 3,207

税引前当期純利益 23,262 28,036

法人税及び住民税 7,411 8,305

法人税等調整額 ⑫ △ 732 △ 318

法人税等合計 6,678 7,986

当期純利益 ⑬ 16,583 20,049
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主要業績の推移

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益です。生命保険会社の
場合、保険料等収入、資産運用収益、その他経常収益に区分されています。

①経常収益

ご契約者さまから払い込まれた保険料による収益で、生命保険会社の収益の大部分を占
めています。再保険収入（再保険契約による受取保険金等）もこちらに計上します。

②保険料等収入

資産運用による収益で、利息や配当金のほかに有価証券売却益なども含まれます。③資産運用収益

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する費用です。生命保険会社の
場合、保険金等支払金、責任準備金等繰入額、資産運用費用、事業費、その他経常費用に
区分されています。

④経常費用

保険金、年金、給付金、返戻金などの保険契約上の支払いを計上します。再保険料（再保
険契約による支払保険料）もこちらに計上します。

⑤保険金等支払金

有価証券売却損、有価証券評価損などを計上します。⑦資産運用費用

新契約の募集および保有契約の維持保全や保険金などの支払いに必要な経費を計上し
ます。一般事業会社の「販売費及び一般管理費」に当たります。

⑧事業費

生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益（経常収益）から、毎年
継続的に発生する費用（経常費用）を差し引いた残額が経常利益です。

⑨経常利益

特別な要因で一時的に発生した損失を計上します。⑩特別損失

＊当社では、ほとんどが団体保険契約にかかわる配当準備金の繰入です。

ご契約者さまに対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額です。⑪契約者配当準備金繰入額

税効果会計を適用したことによる法人税及び住民税の当期調整額を計上します。⑫法人税等調整額

税引前当期純利益から法人税等合計を控除した金額で、会社のすべての活動によって生
じた純利益を意味します。

⑬当期純利益

責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払いに備え、積立てが義務づけられている
準備金です。毎期年度末に、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度の必要額を新たに
全額繰り入れる方法により積み立てられます。
損益計算書上は（繰入額－戻入額）の差額で表示されます。

⑥責任準備金等繰入額

〈損益計算書（抜粋）〉 （単位 ： 百万円）

科　目
2019年度 2020年度

金　額 金　額

経常収益 ① 500,819 503,714

保険料等収入 ② 446,510 441,549

保険料 444,162 438,847

再保険収入 2,347 2,701

資産運用収益 ③ 49,425 56,037

利息及び配当金等収入 45,731 47,090

有価証券売却益 3,683 3,767

特別勘定資産運用益 － 4,912

その他経常収益 4,883 6,127

経常費用 ④ 472,382 471,585

保険金等支払金 ⑤ 190,877 195,395

保険金 34,513 37,848

年金 11,193 11,208

給付金 49,332 47,781

解約返戻金 89,761 90,275

その他返戻金 2,843 4,989

再保険料 3,233 3,291

責任準備金等繰入額 ⑥ 185,041 180,048

資産運用費用 ⑦ 3,539 2,554

支払利息 76 69

有価証券売却損 998 1,966

有価証券評価損 － 8

金融派生商品費用 374 389

特別勘定資産運用損 1,925 －

事業費 ⑧ 87,627 87,288

その他経常費用 5,297 6,299

経常利益 ⑨ 28,436 32,129

特別利益 3 7

特別損失 ⑩ 2,319 892

契約者配当準備金繰入額 ⑪ 2,857 3,207

税引前当期純利益 23,262 28,036

法人税及び住民税 7,411 8,305

法人税等調整額 ⑫ △ 732 △ 318

法人税等合計 6,678 7,986

当期純利益 ⑬ 16,583 20,049

収支の状況 Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
の
概
要

経
営
に
つ
い
て

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
推
進
に
向
け
た
取
組
み

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
に
つ
い
て

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
デ
ー
タ

業
績
デ
ー
タ

27　｜　SOMPOひまわり生命の現状 2021 SOMPOひまわり生命の現状 2021　｜　28
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主要業績の推移

有価証券のうち、国債、地方債、社債はそれぞれ日本国、国内の地方公共団体、国内企業
などが発行する債券への投資です。また、外国証券は米国債など、海外の国・企業などが
発行する外国債券や海外の企業が発行する外国株式など、海外の国・企業などが発行す
る有価証券への投資の総称です。

①有価証券

生命保険会社の貸付金には保険約款貸付と一般貸付があります。②貸付金

税効果会計を適用した場合に、将来の会計期間において回収が見込まれる税金の額を計
上します。

③繰延税金資産

支払義務が発生している保険金、給付金、返戻金などのうち、決算期末時点で、未払いと
なっているものについて、その支払いのために必要な金額を積み立てる準備金です。

④支払備金

＊ 当社は平準純保険料式による積立てを行っています。

将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立てが義務
づけられている準備金です。
責任準備金の積立方式の代表的なものには、「平準純保険料式」と「チルメル式」があります。

⑤責任準備金

＊ 当社の一般勘定で保有している有価証券の保有目的別の構成比は、帳簿価額ベースで満期保有目的の債券が37.5％、責任準備金対
応債券が23.6％、その他有価証券が38.9％です。

生命保険会社では保有する有価証券をその保有目的に応じて、「売買目的有価証券」、
「満期保有目的の債券」、「責任準備金対応債券」、「子会社・関連会社株式」、「その他有価
証券」の5つに区分し評価します。このうち、「その他有価証券」については、時価で評価し、
貸借対照表に計上されています。ただし、その評価損益は損益計算書には計上されずに、
評価差額金として、税効果分を除いて貸借対照表の純資産の部に計上されます。

⑥その他有価証券評価差額金

（単位 ： 百万円、％）

科　目
2019年度末 2020年度末

金　額 金　額 構成比

（資産の部）

現金及び預貯金 116,117 178,483 5.0
有価証券 ① 2,983,851 3,260,451 91.8

国債 1,902,571 2,142,389 60.3
地方債 74,127 67,662 1.9
社債 515,243 460,381 13.0
株式 7,319 10,132 0.3
外国証券 484,588 578,222 16.3
その他の証券 － 1,662 0.0

貸付金 ② 43,163 41,985 1.2
有形固定資産 1,640 1,540 0.0
代理店貸 109 93 0.0
再保険貸 1,356 1,284 0.0
その他資産 54,893 54,897 1.5

未収金 36,919 39,494 1.1
未収収益 8,416 8,788 0.2

繰延税金資産 ③ 16,731 13,804 0.4
貸倒引当金 △ 112 △ 76 △ 0.0
資産の部合計 3,217,752 3,552,464 100.0

（負債の部）

保険契約準備金 2,967,301 3,143,577 88.5
支払備金 ④ 43,152 39,293 1.1
責任準備金 ⑤ 2,919,802 3,099,850 87.3
契約者配当準備金 4,346 4,433 0.1

代理店借 3,494 4,215 0.1
再保険借 826 814 0.0
その他負債 85,548 221,891 6.2
役員賞与引当金 37 37 0.0
退職給付引当金 4,134 4,581 0.1
時効保険金等払戻引当金 584 1,041 0.0
特別法上の準備金 8,213 9,045 0.3

価格変動準備金 8,213 9,045 0.3
負債の部合計 3,070,138 3,385,204 95.3

（純資産の部）
資本金 17,250 17,250 0.5
資本剰余金 13,333 13,333 0.4
利益剰余金 82,752 94,052 2.6
株主資本合計 113,336 124,635 3.5
その他有価証券評価差額金 ⑥ 34,277 42,624 1.2
純資産の部合計 147,613 167,260 4.7
負債及び純資産の部合計 3,217,752 3,552,464 100.0

〈貸借対照表（抜粋）〉
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主要業績の推移

有価証券のうち、国債、地方債、社債はそれぞれ日本国、国内の地方公共団体、国内企業
などが発行する債券への投資です。また、外国証券は米国債など、海外の国・企業などが
発行する外国債券や海外の企業が発行する外国株式など、海外の国・企業などが発行す
る有価証券への投資の総称です。

①有価証券

生命保険会社の貸付金には保険約款貸付と一般貸付があります。②貸付金

税効果会計を適用した場合に、将来の会計期間において回収が見込まれる税金の額を計
上します。

③繰延税金資産

支払義務が発生している保険金、給付金、返戻金などのうち、決算期末時点で、未払いと
なっているものについて、その支払いのために必要な金額を積み立てる準備金です。

④支払備金

＊ 当社は平準純保険料式による積立てを行っています。

将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立てが義務
づけられている準備金です。
責任準備金の積立方式の代表的なものには、「平準純保険料式」と「チルメル式」があります。

⑤責任準備金

＊ 当社の一般勘定で保有している有価証券の保有目的別の構成比は、帳簿価額ベースで満期保有目的の債券が37.5％、責任準備金対
応債券が23.6％、その他有価証券が38.9％です。

生命保険会社では保有する有価証券をその保有目的に応じて、「売買目的有価証券」、
「満期保有目的の債券」、「責任準備金対応債券」、「子会社・関連会社株式」、「その他有価
証券」の5つに区分し評価します。このうち、「その他有価証券」については、時価で評価し、
貸借対照表に計上されています。ただし、その評価損益は損益計算書には計上されずに、
評価差額金として、税効果分を除いて貸借対照表の純資産の部に計上されます。

⑥その他有価証券評価差額金

（単位 ： 百万円、％）

科　目
2019年度末 2020年度末

金　額 金　額 構成比

（資産の部）

現金及び預貯金 116,117 178,483 5.0
有価証券 ① 2,983,851 3,260,451 91.8

国債 1,902,571 2,142,389 60.3
地方債 74,127 67,662 1.9
社債 515,243 460,381 13.0
株式 7,319 10,132 0.3
外国証券 484,588 578,222 16.3
その他の証券 － 1,662 0.0

貸付金 ② 43,163 41,985 1.2
有形固定資産 1,640 1,540 0.0
代理店貸 109 93 0.0
再保険貸 1,356 1,284 0.0
その他資産 54,893 54,897 1.5

未収金 36,919 39,494 1.1
未収収益 8,416 8,788 0.2

繰延税金資産 ③ 16,731 13,804 0.4
貸倒引当金 △ 112 △ 76 △ 0.0
資産の部合計 3,217,752 3,552,464 100.0

（負債の部）

保険契約準備金 2,967,301 3,143,577 88.5
支払備金 ④ 43,152 39,293 1.1
責任準備金 ⑤ 2,919,802 3,099,850 87.3
契約者配当準備金 4,346 4,433 0.1

代理店借 3,494 4,215 0.1
再保険借 826 814 0.0
その他負債 85,548 221,891 6.2
役員賞与引当金 37 37 0.0
退職給付引当金 4,134 4,581 0.1
時効保険金等払戻引当金 584 1,041 0.0
特別法上の準備金 8,213 9,045 0.3

価格変動準備金 8,213 9,045 0.3
負債の部合計 3,070,138 3,385,204 95.3

（純資産の部）
資本金 17,250 17,250 0.5
資本剰余金 13,333 13,333 0.4
利益剰余金 82,752 94,052 2.6
株主資本合計 113,336 124,635 3.5
その他有価証券評価差額金 ⑥ 34,277 42,624 1.2
純資産の部合計 147,613 167,260 4.7
負債及び純資産の部合計 3,217,752 3,552,464 100.0

〈貸借対照表（抜粋）〉

資産・負債の状況 Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
の
概
要

経
営
に
つ
い
て

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
推
進
に
向
け
た
取
組
み

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
に
つ
い
て

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
デ
ー
タ

業
績
デ
ー
タ

29　｜　SOMPOひまわり生命の現状 2021 SOMPOひまわり生命の現状 2021　｜　30



■��経営について��■

主要業績の推移
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〈資産運用収益・資産運用費用の状況〉

●資産運用収益

●資産運用費用

（単位：億円）

（単位：億円）

資産運用収支

資産運用収益は、国債等からの利息収入や有価証券売却
益等により511億円となる一方、資産運用費用は、有価証券
売却損等により25億円となりました。この結果、資産運用収益
から資産運用費用を控除した資産運用収支は485億円とな
りました。

財務の健全性

当社が2020年度末に保有する地方債・社債・外国債券の

残高の96.5%は、債務履行能力が高いA格以上です。残りの

債券については、BBB格3.5%となっています。

格付は当社社内格付の規程に基づき分類しています。社内格付の
規程はムーディーズ、S&Pグローバル・レーティング、格付投資情報
センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)の外部格付に基づいていま
す。なお、上記グラフには国債、政府保証債は含めていません。

BBB格
335億円
3.5％

一般勘定
地方債・社債・
外国債券
計

9,612億円

AAA格
1,208億円
12.6％

A格
2,768億円
28.8％

AA格
5,299億円
55.1％

〈一般勘定債券の信用格付別残高の構成　2020年度末〉

運用環境

2020年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症
による経済活動の停滞や訪日外国人客の消滅により大き
な影響を受けましたが、年度後半には米国・中国を中心と
した外需主導で持ち直しの兆しが見られました。

企業部門は、サービス業中心に非常に弱い動きとなりま
したが、半導体関連など一部の業種では強い動きも見られ
ました。個人消費は、巣ごもり消費の拡大や定額給付金に
よる下支えはあったものの、緊急事態宣言の影響による外
食・観光の不振などから、大きく落ち込みました。また、物価
は、光熱費や石油製品の価格下落に加えて幼児教育・保育
無償化やGoToトラベルキャンペーンの影響もあり、弱含み
となりました。

上記の経済状況を受け、金融市場は一時混乱しました
が、各国が大規模な財政・金融政策を実施したことで投資
家のリスク選好が高まり、急回復しました。為替市場では、
米国の大規模金融緩和によるドルの過剰供給感の高まり
により、一時102円台まで円高ドル安が進みましたが、米国
金利上昇に伴う日米金利差拡大が意識されると、年度末に
かけて110円台まで円安ドル高となりました。株式市場で
は、年度初めに感染拡大を受けて日経平均は一時18,000
円を下回りましたが、各国の政策対応により世界的な株高
となり、米国株は史上最高値を更新、日経平均は30,000
円を上回ってバブル後の最高値を更新しました。債券市場
では、経済対策に伴う国債増発懸念や日銀による政策点検
への警戒感により、10年国債利回りはプラス圏で推移しま
した。

当社の運用方針

生命保険会社においては、将来の保険金等の支払いに備
えて積み立てる保険契約準備金が負債の大部分を占めてい
ます。このため、当社では負債の特性を勘案し、ＡＬＭ（資産
と負債の総合管理）を重視した資産運用を行っています。

上記運用方針に基づき、当社の一般勘定資産は、高格付
けの円貨建債券を中心とした資産運用ポートフォリオを構
築することにより、長期的に安定した収益の確保を図ってい
ます。また、一部を外貨建債券に投資することにより、利回り
の向上や資産の分散を図っています。

運用実績の概況

資産配分
2020年度末の一般勘定資産は、前年度末から3,302億円

増加し3兆5,275億円となりました。主な資産構成は、有価証
券3兆2,373億円（一般勘定占率91.8％）、現預金1,767億円

（同5.0％）となっています。

有価証券計
3兆

2,373億円

国債
2兆1,381億円
66.0％

株式
6億円
0.0％

その他の証券
16億円
0.1％

地方債
672億円
2.1％

社債
4,589億円
14.2％

外国証券
5,707億円
17.6％

その他
713億円
2.0％

現預金
1,767億円
5.0％

保険約款
貸付・
一般貸付
419億円
1.2％

一般勘定
資産計
3兆

5,275億円

有価証券
3兆2,373億円
91.8％

〈一般勘定資産の構成　2020年度末〉

〈有価証券の構成　2020年度末〉
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主要業績の推移
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〈資産運用収益・資産運用費用の状況〉

●資産運用収益

●資産運用費用

（単位：億円）

（単位：億円）

資産運用収支

資産運用収益は、国債等からの利息収入や有価証券売却
益等により511億円となる一方、資産運用費用は、有価証券
売却損等により25億円となりました。この結果、資産運用収益
から資産運用費用を控除した資産運用収支は485億円とな
りました。

財務の健全性

当社が2020年度末に保有する地方債・社債・外国債券の

残高の96.5%は、債務履行能力が高いA格以上です。残りの

債券については、BBB格3.5%となっています。

格付は当社社内格付の規程に基づき分類しています。社内格付の
規程はムーディーズ、S&Pグローバル・レーティング、格付投資情報
センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)の外部格付に基づいていま
す。なお、上記グラフには国債、政府保証債は含めていません。

BBB格
335億円
3.5％

一般勘定
地方債・社債・
外国債券
計

9,612億円

AAA格
1,208億円
12.6％

A格
2,768億円
28.8％

AA格
5,299億円
55.1％

〈一般勘定債券の信用格付別残高の構成　2020年度末〉

運用環境

2020年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症
による経済活動の停滞や訪日外国人客の消滅により大き
な影響を受けましたが、年度後半には米国・中国を中心と
した外需主導で持ち直しの兆しが見られました。

企業部門は、サービス業中心に非常に弱い動きとなりま
したが、半導体関連など一部の業種では強い動きも見られ
ました。個人消費は、巣ごもり消費の拡大や定額給付金に
よる下支えはあったものの、緊急事態宣言の影響による外
食・観光の不振などから、大きく落ち込みました。また、物価
は、光熱費や石油製品の価格下落に加えて幼児教育・保育
無償化やGoToトラベルキャンペーンの影響もあり、弱含み
となりました。

上記の経済状況を受け、金融市場は一時混乱しました
が、各国が大規模な財政・金融政策を実施したことで投資
家のリスク選好が高まり、急回復しました。為替市場では、
米国の大規模金融緩和によるドルの過剰供給感の高まり
により、一時102円台まで円高ドル安が進みましたが、米国
金利上昇に伴う日米金利差拡大が意識されると、年度末に
かけて110円台まで円安ドル高となりました。株式市場で
は、年度初めに感染拡大を受けて日経平均は一時18,000
円を下回りましたが、各国の政策対応により世界的な株高
となり、米国株は史上最高値を更新、日経平均は30,000
円を上回ってバブル後の最高値を更新しました。債券市場
では、経済対策に伴う国債増発懸念や日銀による政策点検
への警戒感により、10年国債利回りはプラス圏で推移しま
した。

当社の運用方針

生命保険会社においては、将来の保険金等の支払いに備
えて積み立てる保険契約準備金が負債の大部分を占めてい
ます。このため、当社では負債の特性を勘案し、ＡＬＭ（資産
と負債の総合管理）を重視した資産運用を行っています。

上記運用方針に基づき、当社の一般勘定資産は、高格付
けの円貨建債券を中心とした資産運用ポートフォリオを構
築することにより、長期的に安定した収益の確保を図ってい
ます。また、一部を外貨建債券に投資することにより、利回り
の向上や資産の分散を図っています。

運用実績の概況

資産配分
2020年度末の一般勘定資産は、前年度末から3,302億円

増加し3兆5,275億円となりました。主な資産構成は、有価証
券3兆2,373億円（一般勘定占率91.8％）、現預金1,767億円

（同5.0％）となっています。

有価証券計
3兆

2,373億円

国債
2兆1,381億円
66.0％

株式
6億円
0.0％

その他の証券
16億円
0.1％

地方債
672億円
2.1％

社債
4,589億円
14.2％

外国証券
5,707億円
17.6％

その他
713億円
2.0％

現預金
1,767億円
5.0％

保険約款
貸付・
一般貸付
419億円
1.2％

一般勘定
資産計
3兆

5,275億円

有価証券
3兆2,373億円
91.8％

〈一般勘定資産の構成　2020年度末〉

〈有価証券の構成　2020年度末〉
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業務品質向上に向けた取組み

＜苦情対応マネジメントシステムISO10002※への自己

適合宣言＞

2012年4月2日付けで、苦情対応マネジメントの国際規格

であるISO10002（JISQ10002）への適合を宣言しました。

本宣言を契機にお客さまの声対応態勢を強化し、苦情のみ

ならず、お客さまからのお問い合わせ、ご相談、ご要望など

を含む「お客さまの声」に真摯に耳を傾けるとともに、いただ

いた声を事業活動全般に活かし、さらなるお客さま満足度の

向上を実現していくことを目指しています。

※ISO10002とは…
苦情対応の基本原則やその基本原則を達成するために必要な
苦情対応の枠組み、苦情対応プロセス手順の国際規格です。
2004年7月に「国際標準化機構（ISO）」により制定され、2005
年6月にはそれに合致した日本規格JISQ10002が「日本工業標
準調査会（JISC）」（当時）により制定されています。

＜お客さまの声対応態勢＞

1.お客さまへの適切な対応と情報管理

カスタマーセンター、各営業店、取扱代理店、公式ウェブ

サイト、外部機関、各種アンケートなどに寄せられたお客

さまの声は、お客さまの声データベースなどへ集約してい

ます。

2.お客さまの声を活かした経営

お問い合わせ、ご相談、ご要望、苦情を含めたお客さまの

声は、いただいたお申出内容や傾向、原因などを分析し、

商品開発、販売、保険金支払いなどさまざまな場面におけ

る課題として認識したあと、関連各部署と情報を共有し、

業務改善につなげています。

3.お客さまへの情報開示

お客さまの声の受付状況や概要を定期的に当社公式ウェ

ブサイト上の「お客さまの声」で開示し、お客さまの信頼に

応えるとともに、経営の透明性を高めています。

＜当社に対するご意見・ご要望受付窓口の設置＞

当社に対しご意見・ご要望をお持ちのお客さまのご相談窓

口として専用フリーダイヤルを設置しています。また、当社公

式ウェブサイト上の「お客さまの声」のご意見・ご要望フォー

ムから、お客さまのご都合にあわせ、いつでもご意見・ご要望

をいただける態勢を整えています。

＜外部機関の仲介による苦情等の解決（金融ADR制度）＞

ADRとは、身の回りで起こるトラブルを裁判でなく、中立・公

正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続

きです。一般社団法人生命保険協会は、保険業法に基づく

指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けており、当

社は一般社団法人生命保険協会と金融ADR制度を利用す

るための契約を締結し、この制度への的確な対応態勢を整

備しています。

また、一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」で

は、電話・文書（電子メール・FAXでは受け付けておりませ

ん。）・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照

会・苦情をお受けし、お客さまの疑問やお悩みを整理し、解

決に向けたアドバイスを行っています。生命保険相談所は

全国に連絡所を設置しており、無料でご利用いただけます。

当社は、お客さま視点ですべての価値判断を行い、保険を

基盤としてさらに幅広い事業活動を通じ、お客さまの安心・

安全・健康に資する最高品質のサービスを提供し、社会に貢

献することを掲げる「グループ経営理念」を共有しています。

この理念の実践をより徹底したものとするため、お客さま

からの苦情、ご相談、お問い合わせやさまざまなご意見・ご

要望を真摯に受けとめ、ご加入時から保険金・給付金のご請

求時まですべての業務プロセスにおける品質の向上に活か

しています。

お客さまの声や社会情勢など、多様な視点から業務品質

向上課題を発見し、業務品質向上策の検討、着実な実行と

その結果の検証を行っており、お客さま本位の業務運営方

針を定めたうえで、業務品質向上のPDCAサイクルを実践し

ています。

また、お客さまの声に対応する仕組みを構築し、2012年4

月2日には、苦情対応マネジメントの国際規格である

「ISO10002」への適合を宣言しました。

今後も、これまで以上に「お客さまの声」に真摯に耳を傾け

るとともに、いただいた声を事業活動全般に活かし、全社員

一丸となって、お客さま満足度の向上を実現してまいりま

す。 
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業務品質向上推進態勢図

●フリーダイヤル
当社に対するご意見・ご要望をお持ちのお客さまの窓口

 0120－273－211
受付時間：月～金 9：00～18：00
 （土・日・祝日および12/31～1/3を除く）
※携帯電話からもご利用いただけます。

●公式ウェブサイト
https://www.himawari-life.co.jp/
受付時間：24時間 365日

一般社団法人生命保険協会
生命保険相談所〔生命保険相談室：東京〕
TEL 03-3286-2648 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
受付時間:  9:00～17:00

（土・日曜、祝日、年末年始を除く） 
※詳しくは生命保険協会のホームページ
 （https://www.seiho.or.jp/）をご覧ください。
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業務品質向上に向けた取組み

＜苦情対応マネジメントシステムISO10002※への自己

適合宣言＞

2012年4月2日付けで、苦情対応マネジメントの国際規格

であるISO10002（JISQ10002）への適合を宣言しました。

本宣言を契機にお客さまの声対応態勢を強化し、苦情のみ

ならず、お客さまからのお問い合わせ、ご相談、ご要望など

を含む「お客さまの声」に真摯に耳を傾けるとともに、いただ

いた声を事業活動全般に活かし、さらなるお客さま満足度の

向上を実現していくことを目指しています。

※ISO10002とは…
苦情対応の基本原則やその基本原則を達成するために必要な
苦情対応の枠組み、苦情対応プロセス手順の国際規格です。
2004年7月に「国際標準化機構（ISO）」により制定され、2005
年6月にはそれに合致した日本規格JISQ10002が「日本工業標
準調査会（JISC）」（当時）により制定されています。

＜お客さまの声対応態勢＞

1.お客さまへの適切な対応と情報管理

カスタマーセンター、各営業店、取扱代理店、公式ウェブ

サイト、外部機関、各種アンケートなどに寄せられたお客

さまの声は、お客さまの声データベースなどへ集約してい

ます。

2.お客さまの声を活かした経営

お問い合わせ、ご相談、ご要望、苦情を含めたお客さまの

声は、いただいたお申出内容や傾向、原因などを分析し、

商品開発、販売、保険金支払いなどさまざまな場面におけ

る課題として認識したあと、関連各部署と情報を共有し、

業務改善につなげています。

3.お客さまへの情報開示

お客さまの声の受付状況や概要を定期的に当社公式ウェ

ブサイト上の「お客さまの声」で開示し、お客さまの信頼に

応えるとともに、経営の透明性を高めています。

＜当社に対するご意見・ご要望受付窓口の設置＞

当社に対しご意見・ご要望をお持ちのお客さまのご相談窓

口として専用フリーダイヤルを設置しています。また、当社公

式ウェブサイト上の「お客さまの声」のご意見・ご要望フォー

ムから、お客さまのご都合にあわせ、いつでもご意見・ご要望

をいただける態勢を整えています。

＜外部機関の仲介による苦情等の解決（金融ADR制度）＞

ADRとは、身の回りで起こるトラブルを裁判でなく、中立・公

正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続

きです。一般社団法人生命保険協会は、保険業法に基づく

指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けており、当

社は一般社団法人生命保険協会と金融ADR制度を利用す

るための契約を締結し、この制度への的確な対応態勢を整

備しています。

また、一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」で

は、電話・文書（電子メール・FAXでは受け付けておりませ

ん。）・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照

会・苦情をお受けし、お客さまの疑問やお悩みを整理し、解

決に向けたアドバイスを行っています。生命保険相談所は

全国に連絡所を設置しており、無料でご利用いただけます。

当社は、お客さま視点ですべての価値判断を行い、保険を

基盤としてさらに幅広い事業活動を通じ、お客さまの安心・

安全・健康に資する最高品質のサービスを提供し、社会に貢

献することを掲げる「グループ経営理念」を共有しています。

この理念の実践をより徹底したものとするため、お客さま

からの苦情、ご相談、お問い合わせやさまざまなご意見・ご

要望を真摯に受けとめ、ご加入時から保険金・給付金のご請

求時まですべての業務プロセスにおける品質の向上に活か

しています。

お客さまの声や社会情勢など、多様な視点から業務品質

向上課題を発見し、業務品質向上策の検討、着実な実行と

その結果の検証を行っており、お客さま本位の業務運営方

針を定めたうえで、業務品質向上のPDCAサイクルを実践し

ています。

また、お客さまの声に対応する仕組みを構築し、2012年4

月2日には、苦情対応マネジメントの国際規格である

「ISO10002」への適合を宣言しました。

今後も、これまで以上に「お客さまの声」に真摯に耳を傾け

るとともに、いただいた声を事業活動全般に活かし、全社員

一丸となって、お客さま満足度の向上を実現してまいりま

す。 
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業務品質向上推進態勢図

●フリーダイヤル
当社に対するご意見・ご要望をお持ちのお客さまの窓口

 0120－273－211
受付時間：月～金 9：00～18：00
 （土・日・祝日および12/31～1/3を除く）
※携帯電話からもご利用いただけます。

●公式ウェブサイト
https://www.himawari-life.co.jp/
受付時間：24時間 365日

一般社団法人生命保険協会
生命保険相談所〔生命保険相談室：東京〕
TEL 03-3286-2648 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
受付時間:  9:00～17:00

（土・日曜、祝日、年末年始を除く） 
※詳しくは生命保険協会のホームページ
 （https://www.seiho.or.jp/）をご覧ください。
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業務品質向上に向けた取組み

申出分類 主な内容 件数 全体に占める割合

ご加入手続き ・契約時の重要事項や商品内容の説明不足に関するもの
・契約時の承諾・同意や約款・保険証券などの受領に関するもの 1,484 19.4%

保険料関係 ・保険料の口座振替・送金の手続きや案内に関するもの
・契約の失効・復活の手続きや案内に関するもの 1,017 13.3%

契約後手続き ・契約の解約手続きにおける遅延や説明不足に関するもの
・契約の名義や住所の変更における表記誤りに関するもの 1,876 24.5%

支払い手続き ・入院などの給付金支払い手続きに関するもの
・入院などの給付金支払い時における確認業務に関するもの 1,717 22.4%

その他・サービス ・募集人・担当者のアフターサービス不足に関するもの
・募集人・担当者の態度、マナーに関するもの 1,570 20.5%

2020年度合計 7,664 100.0%

お客さまの声 改善内容

ネット口座振替の取扱範囲を広げ
てほしい

「契約者本人口座以外の登録開始・既契約口座取扱いの拡大」
ネット口座振替では契約者名義の口座のみ登録可能でしたが、配偶者または一親等以内の親族（親
子）名義の口座も登録可能になりました。今後も、ペーパーレス手続き時のお客さまの利便性の向上
を目指します。

解約書類の到着が遅い
解約手続きをもっと早くて、簡単な
方法にできないのか

「解約手続きがネットでできるようになりました」
書類の記入が不要になり、不備も大幅に抑制できます。手続き完了までの時間も大幅に短縮可能で
す。

口座変更がネットで手続きできない
なんて不便
口座変更手続きに時間が掛かりす
ぎる

「ネットで口座変更ができるようになりました」
・ マイリンククロスの口座変更の手続き方法として、ネット口座振替受付サービスの取扱いを開始しま

した。
・ネット口座振替の取扱いにより、お客さまがいつでもお手続きができる環境を整備しました。
・従来の口座振替依頼書で発生している書類不備を削減し、円滑な口座変更手続きを実現しました。

年払保険料の払込満了の案内が
ないなんて、不親切ではないか

「満了のお知らせ等を改善しました」
これまで払込方法が年払、半年払や一部保険種類の契約で、契約者あての「契約満了のお知らせ」

「払込満了のお知らせ」が作成されず、「満了になったのに連絡がない」などのお客さまの声が発生し
ていました。それを受けて、満了のお知らせの作成条件および作成時期を見直しました。

保険金請求時の必要書類が煩雑
「他社は死亡診断書コピーのみで
請求手続きが可能なのに、なぜ戸
籍謄抄本・住民票除票が必要なの
か？」

「死亡証明書の原本提出に納得が
いかない」

「必要書類の要件を緩和しました」
・ 従来、死亡保険金の請求では死亡証明書／死亡診断書のコピーの取扱いを一定の条件のもと可と

していましたが、2020年11月27日以降の請求受付分よりすべての請求でコピーの取り扱いができ
るようになりました。

・ 死亡事実を確認するために求めていた被保険者の公的書類（「戸籍謄本」「戸籍抄本」「住民票除票」
など）の提出が、不要になりました。

お客さまの声（苦情）の受付状況

2020年度にお客さまから寄せられた「お客さまの声（苦情）」の受付状況は下表のとおりです。

お客さまの声を反映した商品・サービスなどの改善・開発の取組み

当社では、さまざまな形で「お客さま視点」に基づく業務改善の仕組みを構築しています。いただいた「お客さまの声」を活かし

て、お客さまのニーズに合った商品・サービスをご提供するとともに、お客さまの利便性向上につながる業務改善に取り組んで

います。

2020年度に実施した改善取組みの事例は次のとおりです。

カスタマーセンターでは、ご契約いただいているお客さま

からの各種お手続きやお問い合わせ、資料のご請求などを

承っています。また、公式ウェブサイトの「ご契約者さま」

ページで、各種お手続きのご案内や、書類のご請求ができ

るサービスなども行っています。ぜひ、ご利用ください。

専門オペレーターによる親切・丁寧な対応

カスタマーセンターでは、専門知識を身に付けたオペ

レーターがお客さまからのお問い合わせに親切・丁寧に誠

意をもって対応させていただいています。

ご契約者さま向けウェブページ

お客さまのお役に立つ情報を、次の各ウェブページで、わ

かりやすくご案内しています。ぜひ、ご活用ください。

■「よくあるご質問」ページ

 お問い合わせの多いご質問と回答を掲載

しています。

https://faq.himawari-life.dga.jp/

■「お手続きのご案内」ページ

 お手続きの流れや必要書類のご案内などを確認すること

ができます。

■マイリンククロス（Webサービス）

 利用登録をしていただくと、いつでもご契約内容を確認する

ことができます。また、各種お手続きも受け付けいたします。

■ お手続きフォーム

 各種お手続きや書類の取り寄せを受け付けいたします。

ＬＩＮＥ公式アカウントによるチャットサービス

　給付金請求書類の発送を承っております。一定の条件を満

たす場合には、LINE上で請求手続きを完結いただけます。

24時間自動音声による対応

住所変更・保険料振替口座の変更・保険証券の再発行・

解約などのお手続きに関しては、24時間365日いつでも受

付可能な「お手続き受付ダイヤル」を設置しています。

カスタマーセンターでお受けしている
各種お手続き

カスタマーセンターでは以下のお手続き、お問い合わせ

を承ります。

●保険金・給付金のご請求 ●住所変更

●名義変更、受取人変更、改姓 ●保険証券の再発行

●保険料振替口座の変更 ●保険料払込み方法の変更

●クレジットカードの変更 ●生命保険料控除証明書の再発行

●ご契約内容の変更、解約 ●契約者貸付のお手続き

●ご契約内容のお問い合わせ ●その他お手続き

カスタマーセンター（通話料無料）

●　オペレーターによるお問い合わせ窓口 ※携帯電話からもご利用いただけます。

0120-563-5060120-563-506お手続き、お問い合わせ全般 

0120-528-1700120-528-170保険金・給付金請求のお手続き、お問い合わせ

●　自動音声によるお手続き書類の送付受付

0120-088-3120120-088-312
※携帯電話からもご利用いただけます。

※生命保険料控除証明書の再発行は、10月上旬から翌年3月まで承ります。

住所変更、保険料振替口座の変更、保険証券の再発行、解約、
生命保険料控除証明書の再発行

住所変更、保険証券の再発行、生命保険料控除証明書の再発行、給付金請求書類の郵送請求など

●　公式ウェブサイトからのお手続き書類の送付受付

https://www.himawari-life.co.jp/customer/https://www.himawari-life.co.jp/customer/

※契約者ご本人さまから
　お電話ください。

※契約者・受取人（請求権者）
　ご本人さまからお電話ください。

カスタマーセンターのご案内 Ｓ
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■��経営について��■

業務品質向上に向けた取組み

申出分類 主な内容 件数 全体に占める割合

ご加入手続き ・契約時の重要事項や商品内容の説明不足に関するもの
・契約時の承諾・同意や約款・保険証券などの受領に関するもの 1,484 19.4%

保険料関係 ・保険料の口座振替・送金の手続きや案内に関するもの
・契約の失効・復活の手続きや案内に関するもの 1,017 13.3%

契約後手続き ・契約の解約手続きにおける遅延や説明不足に関するもの
・契約の名義や住所の変更における表記誤りに関するもの 1,876 24.5%

支払い手続き ・入院などの給付金支払い手続きに関するもの
・入院などの給付金支払い時における確認業務に関するもの 1,717 22.4%

その他・サービス ・募集人・担当者のアフターサービス不足に関するもの
・募集人・担当者の態度、マナーに関するもの 1,570 20.5%

2020年度合計 7,664 100.0%

お客さまの声 改善内容

ネット口座振替の取扱範囲を広げ
てほしい

「契約者本人口座以外の登録開始・既契約口座取扱いの拡大」
ネット口座振替では契約者名義の口座のみ登録可能でしたが、配偶者または一親等以内の親族（親
子）名義の口座も登録可能になりました。今後も、ペーパーレス手続き時のお客さまの利便性の向上
を目指します。

解約書類の到着が遅い
解約手続きをもっと早くて、簡単な
方法にできないのか

「解約手続きがネットでできるようになりました」
書類の記入が不要になり、不備も大幅に抑制できます。手続き完了までの時間も大幅に短縮可能で
す。

口座変更がネットで手続きできない
なんて不便
口座変更手続きに時間が掛かりす
ぎる

「ネットで口座変更ができるようになりました」
・ マイリンククロスの口座変更の手続き方法として、ネット口座振替受付サービスの取扱いを開始しま

した。
・ネット口座振替の取扱いにより、お客さまがいつでもお手続きができる環境を整備しました。
・従来の口座振替依頼書で発生している書類不備を削減し、円滑な口座変更手続きを実現しました。

年払保険料の払込満了の案内が
ないなんて、不親切ではないか

「満了のお知らせ等を改善しました」
これまで払込方法が年払、半年払や一部保険種類の契約で、契約者あての「契約満了のお知らせ」

「払込満了のお知らせ」が作成されず、「満了になったのに連絡がない」などのお客さまの声が発生し
ていました。それを受けて、満了のお知らせの作成条件および作成時期を見直しました。

保険金請求時の必要書類が煩雑
「他社は死亡診断書コピーのみで
請求手続きが可能なのに、なぜ戸
籍謄抄本・住民票除票が必要なの
か？」

「死亡証明書の原本提出に納得が
いかない」

「必要書類の要件を緩和しました」
・ 従来、死亡保険金の請求では死亡証明書／死亡診断書のコピーの取扱いを一定の条件のもと可と

していましたが、2020年11月27日以降の請求受付分よりすべての請求でコピーの取り扱いができ
るようになりました。

・ 死亡事実を確認するために求めていた被保険者の公的書類（「戸籍謄本」「戸籍抄本」「住民票除票」
など）の提出が、不要になりました。

お客さまの声（苦情）の受付状況

2020年度にお客さまから寄せられた「お客さまの声（苦情）」の受付状況は下表のとおりです。

お客さまの声を反映した商品・サービスなどの改善・開発の取組み

当社では、さまざまな形で「お客さま視点」に基づく業務改善の仕組みを構築しています。いただいた「お客さまの声」を活かし

て、お客さまのニーズに合った商品・サービスをご提供するとともに、お客さまの利便性向上につながる業務改善に取り組んで

います。

2020年度に実施した改善取組みの事例は次のとおりです。

カスタマーセンターでは、ご契約いただいているお客さま

からの各種お手続きやお問い合わせ、資料のご請求などを

承っています。また、公式ウェブサイトの「ご契約者さま」

ページで、各種お手続きのご案内や、書類のご請求ができ

るサービスなども行っています。ぜひ、ご利用ください。

専門オペレーターによる親切・丁寧な対応

カスタマーセンターでは、専門知識を身に付けたオペ

レーターがお客さまからのお問い合わせに親切・丁寧に誠

意をもって対応させていただいています。

ご契約者さま向けウェブページ

お客さまのお役に立つ情報を、次の各ウェブページで、わ

かりやすくご案内しています。ぜひ、ご活用ください。

■「よくあるご質問」ページ

 お問い合わせの多いご質問と回答を掲載

しています。

https://faq.himawari-life.dga.jp/

■「お手続きのご案内」ページ

 お手続きの流れや必要書類のご案内などを確認すること

ができます。

■マイリンククロス（Webサービス）

 利用登録をしていただくと、いつでもご契約内容を確認する

ことができます。また、各種お手続きも受け付けいたします。

■ お手続きフォーム

 各種お手続きや書類の取り寄せを受け付けいたします。

ＬＩＮＥ公式アカウントによるチャットサービス

　給付金請求書類の発送を承っております。一定の条件を満

たす場合には、LINE上で請求手続きを完結いただけます。

24時間自動音声による対応

住所変更・保険料振替口座の変更・保険証券の再発行・

解約などのお手続きに関しては、24時間365日いつでも受

付可能な「お手続き受付ダイヤル」を設置しています。

カスタマーセンターでお受けしている
各種お手続き

カスタマーセンターでは以下のお手続き、お問い合わせ

を承ります。

●保険金・給付金のご請求 ●住所変更

●名義変更、受取人変更、改姓 ●保険証券の再発行

●保険料振替口座の変更 ●保険料払込み方法の変更

●クレジットカードの変更 ●生命保険料控除証明書の再発行

●ご契約内容の変更、解約 ●契約者貸付のお手続き

●ご契約内容のお問い合わせ ●その他お手続き

カスタマーセンター（通話料無料）

●　オペレーターによるお問い合わせ窓口 ※携帯電話からもご利用いただけます。

0120-563-5060120-563-506お手続き、お問い合わせ全般 

0120-528-1700120-528-170保険金・給付金請求のお手続き、お問い合わせ

●　自動音声によるお手続き書類の送付受付

0120-088-3120120-088-312
※携帯電話からもご利用いただけます。

※生命保険料控除証明書の再発行は、10月上旬から翌年3月まで承ります。

住所変更、保険料振替口座の変更、保険証券の再発行、解約、
生命保険料控除証明書の再発行

住所変更、保険証券の再発行、生命保険料控除証明書の再発行、給付金請求書類の郵送請求など

●　公式ウェブサイトからのお手続き書類の送付受付

https://www.himawari-life.co.jp/customer/https://www.himawari-life.co.jp/customer/

※契約者ご本人さまから
　お電話ください。

※契約者・受取人（請求権者）
　ご本人さまからお電話ください。

カスタマーセンターのご案内 Ｓ
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

〈保険金等支払管理態勢図〉

お客さま

取締役会

経営会議

お客さま窓口部門
コンタクトサービス部
　カスタマーセンター
　（東京・福岡）
・各種請求等の受付
・各種お問い合わせの受付

コンタクトサービス部
　保険金サポートセンター
・未請求フォローや請求勧奨

FD推進部
　お客さま相談グループ
・苦情対応依頼
・「お客さまの声」等の検証・分析

保険金等支払部門

指導・管理・モニタリング

審議依頼
業務報告

結果報告
改善指導

担当役員

保険金サービス部
　各支払グループ（東京・大阪）

「
お
客
さ
ま
の
声
」対
応

報告

検討指示

審査依頼
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・保険金等のお支払いが健全かつ適切に行える態勢の構築と整備
・適切な業務運営に向けた経営資源の適切な配分

保険金サービス部
　業務企画グループ　支払管理グループ

お問い合わせ

ご回答
お客さまの声 保険金等の

ご請求
保険金等の
お支払い

・お支払い手続きと保険約款の検証
・お客さまサービスに関する部門横断的協議

支払実務検討部会

・法的、医的見地による事案の適切性審査
・お客さまの再審査要請事案の審査

保険金等支払審査会
－社外専門家の判断－

・保険金・給付金のお支払い
・未請求フォローや請求勧奨

－保険金等管理会議規程に基づく下部組織－

契約サービス部
　各収納グループ　各保全グループ
・満期保険金・年金のお支払い
・解約返戻金のお支払い

契約サービス部
　業務グループ

・保険金等のお支払いに関する適切性の管理・推進・指導
・保険金等のお支払いに関するサービス・品質の向上

保険金等管理会議

・保険金等管理に関する審議・協議
・保険金等支払の適切性の検証
・課題に対する部門横断的解決の推進

－保険金等支払管理に関する関連部会議－

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

自
律
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理
を
支
援
・
牽
制

保険金等支払管理部門

保険金・給付金(以下「保険金等」といいます。)のお支払

いは、生命保険事業の根幹となる最も基本的かつ重要な業

務です。

保険金等を迅速かつ適時・適切にお支払いするとともに、

「保険契約ご加入時」「保険契約期間中」「保険金等ご請求

受付時」「保険金等お支払い後」などさまざまな場面におい

て、お客さまへ適切かつ丁寧なご案内、ご説明を実施してい

ます。

また、これらを実現するため、保険金等支払管理態勢の整

備・構築ならびに保険金等支払業務の適切性の確保に全社

をあげて取り組んでいます。

保険金等支払業務の迅速化かつ適切性確保の観点か

ら、給付金請求のデジタル化やAI活用による支払業務の自

動化など、支払管理態勢の進化と業務プロセスの改善に継

続して取り組んでいます。

さらに、「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さ

まの声を幅広く収集し各種請求利便性の向上に活かすとと

もに、保険金等支払管理態勢のさらなる充実を図っていき

ます。

（単位：件、百万円）

保険金 給付金 合計

件　数 26,834 409,708 436,542

金　額 37,848 47,781 85,629

〈保険金等をお支払いした件数・金額（2020年度）〉

2020年度に保険金等をお支払いした件数は436,542

件(うち保険金26,834件、給付金409,708件)です。一方、

お支払い対象とならなかった件数は13,210件(うち保険金

211件、給付金12,999件)でした。

■「お支払いできない理由」の説明
○詐欺による取消し

お申込み時に、契約者または被保険者等による詐欺行為があった場合

○不法取得目的による無効

保険金等を不法に取得する目的で保険に加入した場合

○告知義務違反による解除

お申込み時に、契約者または被保険者が故意または重大な過失により事実を告知しなかった場合

または告知した内容が事実と相違していた場合

○重大事由による解除

保険金などをだまし取る目的で故意に事故を起こした場合など

○免責事由に該当

ご請求内容が、約款に定めるお支払いできないケースに該当する場合

○支払事由に非該当

ご請求内容が、約款に定めるお支払いできるケースに該当しない場合

保険金等のお支払いにあたっては、今後も引き続き、

ご契約の保険約款に基づき、医学的・法律的判断などをふ

まえて適切性を確保していきます。

（単位：件）

お支払いできない理由 保険金 給付金 合計

詐欺による取消し 0 0 0

不法取得目的による無効 0 0 0

告知義務違反による解除 13 456 469

重大事由による解除 1 28 29

免責事由に該当 30 61 91

支払事由に非該当 166 12,386 12,552

その他 1 68 69

合計 211 12,999 13,210

〈保険金等のお支払い対象とならなかった件数（2020年度）〉

保険金等支払管理態勢

保険金等支払管理態勢のさらなる充実に向けて

保険金等のお支払い状況 Ｓ
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お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

〈保険金等支払管理態勢図〉

お客さま

取締役会

経営会議

お客さま窓口部門
コンタクトサービス部
　カスタマーセンター
　（東京・福岡）
・各種請求等の受付
・各種お問い合わせの受付

コンタクトサービス部
　保険金サポートセンター
・未請求フォローや請求勧奨

FD推進部
　お客さま相談グループ
・苦情対応依頼
・「お客さまの声」等の検証・分析

保険金等支払部門

指導・管理・モニタリング

審議依頼
業務報告

結果報告
改善指導

担当役員

保険金サービス部
　各支払グループ（東京・大阪）

「
お
客
さ
ま
の
声
」対
応

報告

検討指示

審査依頼

報告

取扱代理店・営業店・ライフカウンセラー

内
部
監
査
部

内
部
監
査
を
通
じ
て
業
務
の
適
切
性
を
検
証
、業
務
改
善
に
つ
い
て
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・
提
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・保険金等のお支払いが健全かつ適切に行える態勢の構築と整備
・適切な業務運営に向けた経営資源の適切な配分

保険金サービス部
　業務企画グループ　支払管理グループ

お問い合わせ

ご回答
お客さまの声 保険金等の

ご請求
保険金等の
お支払い

・お支払い手続きと保険約款の検証
・お客さまサービスに関する部門横断的協議

支払実務検討部会

・法的、医的見地による事案の適切性審査
・お客さまの再審査要請事案の審査

保険金等支払審査会
－社外専門家の判断－

・保険金・給付金のお支払い
・未請求フォローや請求勧奨

－保険金等管理会議規程に基づく下部組織－

契約サービス部
　各収納グループ　各保全グループ
・満期保険金・年金のお支払い
・解約返戻金のお支払い

契約サービス部
　業務グループ

・保険金等のお支払いに関する適切性の管理・推進・指導
・保険金等のお支払いに関するサービス・品質の向上

保険金等管理会議

・保険金等管理に関する審議・協議
・保険金等支払の適切性の検証
・課題に対する部門横断的解決の推進

－保険金等支払管理に関する関連部会議－

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

自
律
的
な
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ン
プ
ラ
イ
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ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理
を
支
援
・
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制

保険金等支払管理部門

保険金・給付金(以下「保険金等」といいます。)のお支払

いは、生命保険事業の根幹となる最も基本的かつ重要な業

務です。

保険金等を迅速かつ適時・適切にお支払いするとともに、

「保険契約ご加入時」「保険契約期間中」「保険金等ご請求

受付時」「保険金等お支払い後」などさまざまな場面におい

て、お客さまへ適切かつ丁寧なご案内、ご説明を実施してい

ます。

また、これらを実現するため、保険金等支払管理態勢の整

備・構築ならびに保険金等支払業務の適切性の確保に全社

をあげて取り組んでいます。

保険金等支払業務の迅速化かつ適切性確保の観点か

ら、給付金請求のデジタル化やAI活用による支払業務の自

動化など、支払管理態勢の進化と業務プロセスの改善に継

続して取り組んでいます。

さらに、「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さ

まの声を幅広く収集し各種請求利便性の向上に活かすとと

もに、保険金等支払管理態勢のさらなる充実を図っていき

ます。

（単位：件、百万円）

保険金 給付金 合計

件　数 26,834 409,708 436,542

金　額 37,848 47,781 85,629

〈保険金等をお支払いした件数・金額（2020年度）〉

2020年度に保険金等をお支払いした件数は436,542

件(うち保険金26,834件、給付金409,708件)です。一方、

お支払い対象とならなかった件数は13,210件(うち保険金

211件、給付金12,999件)でした。

■「お支払いできない理由」の説明
○詐欺による取消し

お申込み時に、契約者または被保険者等による詐欺行為があった場合

○不法取得目的による無効

保険金等を不法に取得する目的で保険に加入した場合

○告知義務違反による解除

お申込み時に、契約者または被保険者が故意または重大な過失により事実を告知しなかった場合

または告知した内容が事実と相違していた場合

○重大事由による解除

保険金などをだまし取る目的で故意に事故を起こした場合など

○免責事由に該当

ご請求内容が、約款に定めるお支払いできないケースに該当する場合

○支払事由に非該当

ご請求内容が、約款に定めるお支払いできるケースに該当しない場合

保険金等のお支払いにあたっては、今後も引き続き、

ご契約の保険約款に基づき、医学的・法律的判断などをふ

まえて適切性を確保していきます。

（単位：件）

お支払いできない理由 保険金 給付金 合計

詐欺による取消し 0 0 0

不法取得目的による無効 0 0 0

告知義務違反による解除 13 456 469

重大事由による解除 1 28 29

免責事由に該当 30 61 91

支払事由に非該当 166 12,386 12,552

その他 1 68 69

合計 211 12,999 13,210

〈保険金等のお支払い対象とならなかった件数（2020年度）〉

保険金等支払管理態勢

保険金等支払管理態勢のさらなる充実に向けて

保険金等のお支払い状況 Ｓ
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質
の向上に資するため、次の基本方針を取締役会において決
議し、内部統制システムを構築しています。

内部統制基本方針

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質
の向上に資するため、関連諸法令およびSOMPOホール
ディングス株式会社（以下「HD」といいます。）の定める
SOMPOグループ（以下「グループ」といいます。）の経営理
念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決
議します。

なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握お
よび検証し、体制の充実に努めます。

１．グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループの一員として業務の適正を確保するた

めに必要な体制を次のとおり整備します。
（1）グループ経営理念、SOMPOのパーパス、人材コア・

バリュー、グループサステナビリティビジョンを社内に示しま
す。
（2）HDとの間で経営管理契約を締結し、同社に対して適

切に承認を求め、報告を行うとともに、グループの統制の枠
組みを定める各種基本方針を遵守します。
（3）グループの各種基本方針に従い、これに則った体制

を整備します。また、事業実態に応じた基本方針・規程等を
策定し、これに基づく体制を整備するとともに、その整備状
況を管理します。また、当社の取締役等の職務の執行に係
る事項をHDに報告する体制を整備します。
（4）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体

制を整備するとともに、当社取締役会およびHDへの的確な
情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、グループの
経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を確保
します。
（5）「SOMPOグループ　グループ内取引管理基本方針」

に従い、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審
査し、グループ内における取引等の公正性および健全性を
確保します。

２． 職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
当社は、取締役、執行役員および使用人（以下、「役職員」

といいます。）の職務の執行が法令、定款等に適合すること
を確保するために必要な体制を次のとおり整備します。
（1）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等

を通じて、役職員の職務の執行が法令等に適合しているこ
とを確認します。
（2）「SOMPOグループ　コンプライアンス基本方針」に

従い、コンプライアンス体制を整備します。また、役職員の
行動基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、

「SOMPOグループ　コンプライアンス行動規範」とあわせ
て周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続し
て実施します。
（3）コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・
プログラムの進捗を管理します。また、コンプライアンスの
推進体制・方法等について検討するとともに、コンプライア
ンス推進状況のモニタリングを行います。
（4）不祥事件等の社内の報告、内部通報等の制度を整備

するとともに、是正等の対応を的確に行います。
（5）「SOMPOグループ　お客さまの声対応基本方針」お

よび「お客さま対応基本方針」に従い、お客さまの声を積極
的に分析し業務品質の向上に活用するなど、実効性のある
お客さまの声対応体制を構築します。
（6）「SOMPOグループ　お客さまサービス適正管理基

本方針」に従い、お客さまに提供する商品・サービスの品質
の維持・向上に努めるなど、お客さまサービスの適正を確保
する体制を構築します。
（7）「SOMPOグループ　顧客情報管理基本方針」に従

い、お客さまの情報を適正に取得・利用するなど、顧客情報
の管理を適切に行います。
（8）「SOMPOグループ　セキュリティポリシー」に従い、

情報資産のセキュリティを確保するために講じるべき基本
的な事項を明らかにするなど、情報資産に関する適切な管
理体制を確保します。
（9）「SOMPOグループ　利益相反取引管理基本方針」に

従い、お客さまの利益が不当に害されるおそれが類型的に
認められる取引を管理するなど、顧客の利益が不当に害さ
れるおそれのある利益相反取引の管理を適切に行います。
（10）「SOMPOグループ　反社会的勢力対応基本方針」

に従い、反社会的勢力からの不当要求の拒絶および関係の
遮断に向けて、外部専門機関とも連携し、組織として毅然と
対応するなど、反社会的勢力への対応体制を整備します。

3．戦略的リスク経営に関する体制
（1）当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に従

い、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活用し、
適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、グループ
の企業価値の最大化を図ります。その実現のために、ERM

「戦略的リスク経営」に関する体制を整備するとともに、リス
クの把握および評価を含む適切なリスク管理を行います。
（2）当社は、「SOMPOグループ　保険数理機能基本方

針」に従い、保険負債の適切な評価および財務の健全性確
保を図ります。

6． 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存
および管理に関する体制
当社は、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報

を適切に保存および管理するため、 取締役会等の重要会
議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員
の職務執行に係る情報を保存および管理する方法を規程
に定め、これに必要な体制を整備します。

7．内部監査の実効性を確保するための体制
当社は、「SOMPOグループ　内部監査基本方針」に従

い、規程の制定、計画の策定等の事項を明確にし、効率的か
つ実効性のある内部監査体制を整備します。

8．監査役の監査に関する体制
当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、以下

の体制を整備します。

8－１．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会事務局を設け、監査役の求めに応じ、必要な知

識・経験を有する専属の者を監査役スタッフ（監査役の職
務を補助すべき使用人）として配置します。また、監査役ス
タッフに関する規程を定め、次のとおり監査役スタッフの執
行からの独立性および監査役の監査役スタッフに対する指
示の実効性を確保します。
（1）監査役スタッフの選任、解任、処遇の決定等にあたっ

ては常勤監査役の同意を得ることとし、監査役スタッフの人
事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取締
役からの独立性を確保します。
（2）監査役スタッフはその職務に関して監査役の指揮命

令のみに服し、取締役および執行役員等から指揮命令を受
けないこととします。
（3）監査役スタッフは、監査役の命を受けた業務に関して

必要な情報の収集権限を有することとします。

8－２．監査役への報告に関する体制
（1）当社は、監査役会の同意のもと、役職員が監査役に報

告すべき事項（職務の執行に関して法令・定款に違反する
重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損
害を及ぼす可能性のある事実を含む）および時期を定める
こととし、役職員は、この定めに基づく報告、その他監査役

（HD監査委員を含む）の要請する報告を確実に行います。
（2）当社は、役職員が監査役（HD監査委員を含む）に報

告を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱
いをしないこととします。
（3）監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関し

て意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取
締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監
査役に報告します。

４． 職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保す
るための体制
当社は、役職員の職務執行が、効率的かつ的確に行われ

る体制を確保するため、次のとおり、職務執行に関する権
限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の確
立、ならびに経営資源の有効活用を行います。
（1）HDが定めるグループの経営計画に基づき自社の経

営計画を策定するとともに、これらを社内で共有します。
（2）重要な業務執行に関する事項について経営会議で

協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図
ります。
（3）取締役会の決議事項および報告事項を整備すること

で取締役会の関与すべき事項を明らかにします。
（4）規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明

らかにするとともに、組織単位ごとの職務分掌、執行責任
者、職務権限の範囲等を定めます。
（5）「SOMPOグループ　IT戦略基本方針」に従い、ITマ

ネジメント態勢を整備し、システム計画を策定、遂行するな
ど、信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため
の的確かつ正確なシステムを構築します。 
（6）「SOMPOグループ　外部委託管理基本方針」に従

い、外部委託開始から委託解除までのプロセスに応じて外
部委託に関する管理を行うなど、外部委託に伴う業務の適
正を確保します。
（7）「SOMPOグループ　資産運用基本方針」に従い、当

社の運用資金の性格を勘案し安全性・流動性・収益性をふ
まえるなど、リスク管理に十分に留意した資産運用を行いま
す。
（8）「SOMPOグループ　業務継続体制構築基本方針」

に従い、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務
の継続および早期復旧の実現を図る体制を整備するなど、
有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。

5．情報開示の適切性を確保するための体制
（1）当社は、「SOMPOグループ　ディスクロージャー基

本方針」に従い、法令等に基づく開示の統括部署を設置し、
企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制
を整備します。
（2）当社は、「SOMPOグループ　財務報告に係る内部統

制基本方針」に従い、グループの連結ベースでの財務報告
の適正性および信頼性を確保するために、財務報告に係る
内部統制の整備・運用および評価に関する枠組みを定め、
必要な体制を整備します。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質
の向上に資するため、次の基本方針を取締役会において決
議し、内部統制システムを構築しています。

内部統制基本方針

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質
の向上に資するため、関連諸法令およびSOMPOホール
ディングス株式会社（以下「HD」といいます。）の定める
SOMPOグループ（以下「グループ」といいます。）の経営理
念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決
議します。

なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握お
よび検証し、体制の充実に努めます。

１．グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループの一員として業務の適正を確保するた

めに必要な体制を次のとおり整備します。
（1）グループ経営理念、SOMPOのパーパス、人材コア・

バリュー、グループサステナビリティビジョンを社内に示しま
す。
（2）HDとの間で経営管理契約を締結し、同社に対して適

切に承認を求め、報告を行うとともに、グループの統制の枠
組みを定める各種基本方針を遵守します。
（3）グループの各種基本方針に従い、これに則った体制

を整備します。また、事業実態に応じた基本方針・規程等を
策定し、これに基づく体制を整備するとともに、その整備状
況を管理します。また、当社の取締役等の職務の執行に係
る事項をHDに報告する体制を整備します。
（4）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体

制を整備するとともに、当社取締役会およびHDへの的確な
情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、グループの
経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を確保
します。
（5）「SOMPOグループ　グループ内取引管理基本方針」

に従い、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審
査し、グループ内における取引等の公正性および健全性を
確保します。

２． 職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
当社は、取締役、執行役員および使用人（以下、「役職員」

といいます。）の職務の執行が法令、定款等に適合すること
を確保するために必要な体制を次のとおり整備します。
（1）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等

を通じて、役職員の職務の執行が法令等に適合しているこ
とを確認します。
（2）「SOMPOグループ　コンプライアンス基本方針」に

従い、コンプライアンス体制を整備します。また、役職員の
行動基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、

「SOMPOグループ　コンプライアンス行動規範」とあわせ
て周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続し
て実施します。
（3）コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・
プログラムの進捗を管理します。また、コンプライアンスの
推進体制・方法等について検討するとともに、コンプライア
ンス推進状況のモニタリングを行います。
（4）不祥事件等の社内の報告、内部通報等の制度を整備

するとともに、是正等の対応を的確に行います。
（5）「SOMPOグループ　お客さまの声対応基本方針」お

よび「お客さま対応基本方針」に従い、お客さまの声を積極
的に分析し業務品質の向上に活用するなど、実効性のある
お客さまの声対応体制を構築します。
（6）「SOMPOグループ　お客さまサービス適正管理基

本方針」に従い、お客さまに提供する商品・サービスの品質
の維持・向上に努めるなど、お客さまサービスの適正を確保
する体制を構築します。
（7）「SOMPOグループ　顧客情報管理基本方針」に従

い、お客さまの情報を適正に取得・利用するなど、顧客情報
の管理を適切に行います。
（8）「SOMPOグループ　セキュリティポリシー」に従い、

情報資産のセキュリティを確保するために講じるべき基本
的な事項を明らかにするなど、情報資産に関する適切な管
理体制を確保します。
（9）「SOMPOグループ　利益相反取引管理基本方針」に

従い、お客さまの利益が不当に害されるおそれが類型的に
認められる取引を管理するなど、顧客の利益が不当に害さ
れるおそれのある利益相反取引の管理を適切に行います。
（10）「SOMPOグループ　反社会的勢力対応基本方針」

に従い、反社会的勢力からの不当要求の拒絶および関係の
遮断に向けて、外部専門機関とも連携し、組織として毅然と
対応するなど、反社会的勢力への対応体制を整備します。

3．戦略的リスク経営に関する体制
（1）当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に従

い、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活用し、
適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、グループ
の企業価値の最大化を図ります。その実現のために、ERM

「戦略的リスク経営」に関する体制を整備するとともに、リス
クの把握および評価を含む適切なリスク管理を行います。
（2）当社は、「SOMPOグループ　保険数理機能基本方

針」に従い、保険負債の適切な評価および財務の健全性確
保を図ります。

6． 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存
および管理に関する体制
当社は、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報

を適切に保存および管理するため、 取締役会等の重要会
議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員
の職務執行に係る情報を保存および管理する方法を規程
に定め、これに必要な体制を整備します。

7．内部監査の実効性を確保するための体制
当社は、「SOMPOグループ　内部監査基本方針」に従

い、規程の制定、計画の策定等の事項を明確にし、効率的か
つ実効性のある内部監査体制を整備します。

8．監査役の監査に関する体制
当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、以下

の体制を整備します。

8－１．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会事務局を設け、監査役の求めに応じ、必要な知

識・経験を有する専属の者を監査役スタッフ（監査役の職
務を補助すべき使用人）として配置します。また、監査役ス
タッフに関する規程を定め、次のとおり監査役スタッフの執
行からの独立性および監査役の監査役スタッフに対する指
示の実効性を確保します。
（1）監査役スタッフの選任、解任、処遇の決定等にあたっ

ては常勤監査役の同意を得ることとし、監査役スタッフの人
事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取締
役からの独立性を確保します。
（2）監査役スタッフはその職務に関して監査役の指揮命

令のみに服し、取締役および執行役員等から指揮命令を受
けないこととします。
（3）監査役スタッフは、監査役の命を受けた業務に関して

必要な情報の収集権限を有することとします。

8－２．監査役への報告に関する体制
（1）当社は、監査役会の同意のもと、役職員が監査役に報

告すべき事項（職務の執行に関して法令・定款に違反する
重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損
害を及ぼす可能性のある事実を含む）および時期を定める
こととし、役職員は、この定めに基づく報告、その他監査役

（HD監査委員を含む）の要請する報告を確実に行います。
（2）当社は、役職員が監査役（HD監査委員を含む）に報

告を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱
いをしないこととします。
（3）監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関し

て意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取
締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監
査役に報告します。

４． 職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保す
るための体制
当社は、役職員の職務執行が、効率的かつ的確に行われ

る体制を確保するため、次のとおり、職務執行に関する権
限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の確
立、ならびに経営資源の有効活用を行います。
（1）HDが定めるグループの経営計画に基づき自社の経

営計画を策定するとともに、これらを社内で共有します。
（2）重要な業務執行に関する事項について経営会議で

協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図
ります。
（3）取締役会の決議事項および報告事項を整備すること

で取締役会の関与すべき事項を明らかにします。
（4）規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明

らかにするとともに、組織単位ごとの職務分掌、執行責任
者、職務権限の範囲等を定めます。
（5）「SOMPOグループ　IT戦略基本方針」に従い、ITマ

ネジメント態勢を整備し、システム計画を策定、遂行するな
ど、信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため
の的確かつ正確なシステムを構築します。 
（6）「SOMPOグループ　外部委託管理基本方針」に従

い、外部委託開始から委託解除までのプロセスに応じて外
部委託に関する管理を行うなど、外部委託に伴う業務の適
正を確保します。
（7）「SOMPOグループ　資産運用基本方針」に従い、当

社の運用資金の性格を勘案し安全性・流動性・収益性をふ
まえるなど、リスク管理に十分に留意した資産運用を行いま
す。
（8）「SOMPOグループ　業務継続体制構築基本方針」

に従い、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務
の継続および早期復旧の実現を図る体制を整備するなど、
有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。

5．情報開示の適切性を確保するための体制
（1）当社は、「SOMPOグループ　ディスクロージャー基

本方針」に従い、法令等に基づく開示の統括部署を設置し、
企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制
を整備します。
（2）当社は、「SOMPOグループ　財務報告に係る内部統

制基本方針」に従い、グループの連結ベースでの財務報告
の適正性および信頼性を確保するために、財務報告に係る
内部統制の整備・運用および評価に関する枠組みを定め、
必要な体制を整備します。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

8－３． その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

（1）監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その
他重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとし
ます。
（2）監査役が、取締役、執行役員、内部監査部門、会計監

査人およびその他監査役の職務を適切に遂行するうえで必
要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。また、
役職員は監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の
報告を行います。
（3）重要な会議の議事録その他の重要書類等（電磁的記

録を含む）の閲覧について、監査役の求めに応じて対応しま
す。
（4）監査役の求めに応じて、HD監査委員が当社監査役と

連携する機会および当社の役職員から情報収集する機会
を確保します。
（5）内部監査部門は、監査役からの求めに応じて、監査役

の監査に協力します。
（6）監査役が、その職務の執行について生ずる費用の請

求をした場合は、監査役の求めに応じて適切に処理します。

（4）戦略的リスク経営に関する体制
・当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に基づ

き、戦略的リスク経営に関する体制を整備しています。
・当社は、「SOMPOグループ　リスクアペタイトステー

トメント」をふまえる事業計画を策定するとともに、配
賦された資本をリスク許容度として事業運営を行い、
事業計画における利益目標の達成を目指しています。
また、経営環境の変化や計画の進捗状況等を定期的
に確認し、必要に応じて事業計画等の見直しを行う
PDCAサイクルに基づいて戦略的リスク経営を実践し
ています。

・当社は、リスクアセスメントを起点として、あらゆる源
泉から生じる重大なリスクを特定し、分析、評価、コント
ロールするリスクコントロールのプロセスを構築し、運
営しています。特に重大なリスクについては、担当する
役員を定め、対応策の実施、進捗状況に対する責任を
明確にし、その実効性の向上を図っています。

・当社は、経営会議において、戦略的リスク経営の実践
および高度化について経営論議を行っています。

（5）取締役職務執行体制
・当社は、経営方針、経営計画の策定等、会社の経営に

重大な影響を与える事項については経営会議で十分
に協議を行い、取締役会での審議の効率性・実効性の
向上を図っています。

・当社は、取締役会の監督機能強化を図るため、各取締
役の年度目標について取締役会に報告し、取締役間
での進捗の相互確認や意見交換を行っています。

（6）監査役の監査体制
・当社は、監査役監査の実効性を確保するため監査役

会事務局を設けることとし、取締役等の指揮命令から
独立した専任スタッフを配置しています。

・当社は、監査役への報告に関する規程を策定し、役職
員から職務の執行状況等に関して定期的に報告を
行っているほか、監査役から要請を受けた事項につい
て、随時速やかに報告を行っています。

・当社は、監査役が経営会議その他自らが必要と認めた
重要会議に出席して意見陳述を行う機会を確保して
います。

・当社は、監査役が会計監査人および内部監査部門と
監査結果等の情報交換を行う機会を確保しており、監
査役は実効的かつ効率的に監査を実施しています。

・当社は、監査役と代表取締役との定期的な会合を設
けており、両者は、課題認識等について意見交換を実
施しています。

業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要に
ついては、次のとおりです。

（１）内部統制システム（全般）
・当社は、内部統制を有効に機能させるためにグループ

共通の基本方針のもと、取締役会においてそれらの運
用状況を定期的に確認しながら関連する内部統制の
改善を継続的に行っています。

（2）グループにおける業務の適正を確保するための体制 
・当社は、グループの各種基本方針に則り規程類を体系

的に整備し、かつ、その制定、改廃および実施につい
て、経営の統制が保たれているか定期的に確認を行
い、業務の適正確保に努めています。

・当社は、グループにおける適切かつ健全な経営管理
のため、経営管理契約を遵守し、グループガバナンス
対応規程に基づき、経営会議等で十分に協議を行った
うえで、グループに対して事前承認を漏れなく実施し
ています。また、報告事項等が発生した場合には速や
かに報告をしています。

・当社は、グループ内取引の適切性を確認するため、グ
ループ内取引管理規程に基づき、定期的に、取引の有
無、適正審査の実施状況について各部から情報収集
し、その管理状況についてモニタリングを行っていま
す。

（3）コンプライアンス
・当社は、年度のグループコンプライアンス推進方針等

をふまえ、コンプライアンス・プログラムを策定し、その
プログラムに基づき計画的にコンプライアンスの推進
に取り組んでいます。

・当社は、内部通報制度および内部監査等を通じて、法
令違反その他不適切事象の早期発見に取り組んでい
ます。

・内部通報においては、社内に内部通報窓口を設けて
いるほか、グループ全体の内部通報窓口として「総合
ほっとライン」を第三者機関に設けており、内部通報
窓口とともに内部通報者の不利益取扱いの禁止を含
む内部通報制度の利用ルールを周知し、その実効性
の向上を図っています。

・当社は、不適切事象を把握したときは、適切に対応し
ています。

・当社は、コンプライアンス推進会議を定期的に開催
し、コンプライアンス・プログラムへの対応状況等、コ
ンプライアンスの推進状況について審議を行い、その
取組みの妥当性の検証を行っています。

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
の
概
要

経
営
に
つ
い
て

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
推
進
に
向
け
た
取
組
み

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
に
つ
い
て

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
デ
ー
タ

業
績
デ
ー
タ

41　｜　SOMPOひまわり生命の現状 2021 SOMPOひまわり生命の現状 2021　｜　42



■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

8－３． その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

（1）監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その
他重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとし
ます。
（2）監査役が、取締役、執行役員、内部監査部門、会計監

査人およびその他監査役の職務を適切に遂行するうえで必
要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。また、
役職員は監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の
報告を行います。
（3）重要な会議の議事録その他の重要書類等（電磁的記

録を含む）の閲覧について、監査役の求めに応じて対応しま
す。
（4）監査役の求めに応じて、HD監査委員が当社監査役と

連携する機会および当社の役職員から情報収集する機会
を確保します。
（5）内部監査部門は、監査役からの求めに応じて、監査役

の監査に協力します。
（6）監査役が、その職務の執行について生ずる費用の請

求をした場合は、監査役の求めに応じて適切に処理します。

（4）戦略的リスク経営に関する体制
・当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に基づ

き、戦略的リスク経営に関する体制を整備しています。
・当社は、「SOMPOグループ　リスクアペタイトステー

トメント」をふまえる事業計画を策定するとともに、配
賦された資本をリスク許容度として事業運営を行い、
事業計画における利益目標の達成を目指しています。
また、経営環境の変化や計画の進捗状況等を定期的
に確認し、必要に応じて事業計画等の見直しを行う
PDCAサイクルに基づいて戦略的リスク経営を実践し
ています。

・当社は、リスクアセスメントを起点として、あらゆる源
泉から生じる重大なリスクを特定し、分析、評価、コント
ロールするリスクコントロールのプロセスを構築し、運
営しています。特に重大なリスクについては、担当する
役員を定め、対応策の実施、進捗状況に対する責任を
明確にし、その実効性の向上を図っています。

・当社は、経営会議において、戦略的リスク経営の実践
および高度化について経営論議を行っています。

（5）取締役職務執行体制
・当社は、経営方針、経営計画の策定等、会社の経営に

重大な影響を与える事項については経営会議で十分
に協議を行い、取締役会での審議の効率性・実効性の
向上を図っています。

・当社は、取締役会の監督機能強化を図るため、各取締
役の年度目標について取締役会に報告し、取締役間
での進捗の相互確認や意見交換を行っています。

（6）監査役の監査体制
・当社は、監査役監査の実効性を確保するため監査役

会事務局を設けることとし、取締役等の指揮命令から
独立した専任スタッフを配置しています。

・当社は、監査役への報告に関する規程を策定し、役職
員から職務の執行状況等に関して定期的に報告を
行っているほか、監査役から要請を受けた事項につい
て、随時速やかに報告を行っています。

・当社は、監査役が経営会議その他自らが必要と認めた
重要会議に出席して意見陳述を行う機会を確保して
います。

・当社は、監査役が会計監査人および内部監査部門と
監査結果等の情報交換を行う機会を確保しており、監
査役は実効的かつ効率的に監査を実施しています。

・当社は、監査役と代表取締役との定期的な会合を設
けており、両者は、課題認識等について意見交換を実
施しています。

業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要に
ついては、次のとおりです。

（１）内部統制システム（全般）
・当社は、内部統制を有効に機能させるためにグループ

共通の基本方針のもと、取締役会においてそれらの運
用状況を定期的に確認しながら関連する内部統制の
改善を継続的に行っています。

（2）グループにおける業務の適正を確保するための体制 
・当社は、グループの各種基本方針に則り規程類を体系

的に整備し、かつ、その制定、改廃および実施につい
て、経営の統制が保たれているか定期的に確認を行
い、業務の適正確保に努めています。

・当社は、グループにおける適切かつ健全な経営管理
のため、経営管理契約を遵守し、グループガバナンス
対応規程に基づき、経営会議等で十分に協議を行った
うえで、グループに対して事前承認を漏れなく実施し
ています。また、報告事項等が発生した場合には速や
かに報告をしています。

・当社は、グループ内取引の適切性を確認するため、グ
ループ内取引管理規程に基づき、定期的に、取引の有
無、適正審査の実施状況について各部から情報収集
し、その管理状況についてモニタリングを行っていま
す。

（3）コンプライアンス
・当社は、年度のグループコンプライアンス推進方針等

をふまえ、コンプライアンス・プログラムを策定し、その
プログラムに基づき計画的にコンプライアンスの推進
に取り組んでいます。

・当社は、内部通報制度および内部監査等を通じて、法
令違反その他不適切事象の早期発見に取り組んでい
ます。

・内部通報においては、社内に内部通報窓口を設けて
いるほか、グループ全体の内部通報窓口として「総合
ほっとライン」を第三者機関に設けており、内部通報
窓口とともに内部通報者の不利益取扱いの禁止を含
む内部通報制度の利用ルールを周知し、その実効性
の向上を図っています。

・当社は、不適切事象を把握したときは、適切に対応し
ています。

・当社は、コンプライアンス推進会議を定期的に開催
し、コンプライアンス・プログラムへの対応状況等、コ
ンプライアンスの推進状況について審議を行い、その
取組みの妥当性の検証を行っています。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

当社は、「SOMPOグループ　利益相反取引管理基本方針」
に基づき、当 社または当 社グループ 金 融 機 関 が 行う
利益相反の恐れのある取引について、お客さまの利益が
不当に害されることのないよう、法令等に従い適切に管理
する態勢を構築します。

1．管理対象取引の特定
（1） 当社グループ金融機関の行う次に掲げるような類型の

取引・行為によりお客さまの利益が不当に害される恐れ
が認められる場合、管理対象会社（SOMPOホールディ
ングスおよび「別表」の当社グループ金融機関）は、当該
取引・行為を管理対象取引として指定します。
・ お客さまの利益と当社グループ金融機関の利益が相

反する取引・行為
・ お客さまの利益と当社グループ金融機関の他のお客さ

まの利益が相反する取引・行為
・ 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入

手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関
が利益を得る取引・行為

・ 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入
手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関
の他のお客さまが利益を得る取引・行為

（2） 管理対象取引は、管理対象取引の性質・構造、関連取引
の状況、管理対象取引に利用する情報の保有状況、管
理対象取引と関連取引を合算して得られる当社グルー
プおよびお客さまの利益の状況その他の事由を勘案し
て個別に指定します。

2．管理対象取引の管理
（1） 管理対象会社は、管理対象取引に係る関連取引の状況

その他の事由を勘案して必要に応じ次に掲げる措置
その他の必要な措置を講じ、お客さまの利益を確保し
ます。
ア　 管理対象取引と関連取引の実行部門を分離し、両

取引に係る情報を遮断します。
イ　 管理対象取引、関連取引のいずれかまたは両方につ

いて、取引の内容、条件、方法その他を変更します。
ウ　管理対象取引、関連取引のいずれかを中止します。
エ　 管理対象取引に伴い発生する利益相反の内容そ

の他の必要な情報をお客さまに開示し、その同意
を取り付けます。

（2） 管理対象会社は、管理対象取引と関連取引の内容、講
じた措置の実施状況その他の必要な事項を記録し、管
理対象取引の実行日から5年間、これを保存します。

3．管理体制
管理対象会社は、法令等に従い、次の体制を整備します。

（1） 管理対象取引を管理する部署（管理部署）および
管理統括者を設置します。

（2） 管理対象取引とその関連取引が同一の金融機関の中
で実行される場合にあっては当該金融機関の管理部署
が、異なる金融機関が実行する場合にあっては
SOMPOホールディングスの管理部署が、上記に定め
る措置の要否、内容その他の必要な事項を立案します。

（3） 上記に定める措置を講じる場合にあっては、管理統
括者は、上記区分に沿って講じるべき措置の内容を
決定します。

（4）利益相反管理方針の概要を公表します。
（5） 役職員等に対する利益相反管理に関する教育・研修

を実施します。
（6） 利益相反管理態勢を定期的に検証し、その改善を図

ります。

別表

①　損害保険ジャパン株式会社

②　SOMPOひまわり生命保険株式会社

③　セゾン自動車火災保険株式会社

④　キャピタル損害保険株式会社

⑤　損保ジャパンDC証券株式会社

コンプライアンス部担当役員

経　営　会　議

取　締　役　会

報告、指示報告、指示

内
部
監
査
部

各部担当役員

コンプライアンス推進会議

コンプライアンス部
（コンプライアンス統括部署）
（保険募集管理部門）

委員：本社各部長

各統括部、営業部

本社各部
（コンプライアンス担当部門）

報告

推進施策の徹底

連携

監
査
役

事務局：コンプライアンス部

相談、報告

けん制、支援

相談、報告

けん制、支援

付議、報告

コンプライアンス責任者
コンプライアンスアドバイザー

コンプライアンス責任者
内部統制スタッフ

コンプライアンス推進態勢

当社は、お客さま・社会の要望に応え信頼される企業であ

りつづけるため、コンプライアンス推進態勢の強化に努めて

います。

当社では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと

して位置づけ、コンプライアンス態勢の整備に関する

「SOMPOグループ　コンプライアンス基本方針」ならびに

「SOMPOグループ　コンプライアンス行動規範」を定めると

ともに、適正な保険募集の確保および保険募集人の業務品

質向上に向けた「保険募集管理基本方針」を定めています。

上記方針のもと、毎年、コンプライアンス推進の具体的な

実践計画としてSOMPOグループの当該年度グループコンプ

ライアンス推進方針をふまえ「コンプライアンス・プログラム」

を策定し、各部門の進捗状況の確認や改善策の策定を通じ

て、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。

また、本社においては、コンプライアンス推進会議を設置

して、部門横断での協議によるコンプライアンス推進状況

の実態把握と分析を行うとともに、コンプライアンス統括部

署（保険募集に関するコンプライアンス統括を含む）である

コンプライアンス部とコンプライアンス担当部門である本

社各部が、連携してコンプライアンス推進の強化を図って

います。

また、営業店におけるコンプライアンス推進および適正な

内部管理態勢の構築・強化に向けて、統括部・営業部ごとに

内部統制スタッフを配置するとともに、コンプライアンスに

関して集中的に議論する場として、営業部門コンプライアン

ス推進会議を設置しています。

これらのコンプライアンス推進の取組みは、定期的に取

締役会に報告され、経営トップによる評価・フォローアップ

が行われています。

利益相反取引の管理 コンプライアンス態勢 Ｓ
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お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

当社は、「SOMPOグループ　利益相反取引管理基本方針」
に基づき、当 社または当 社グループ 金 融 機 関 が 行う
利益相反の恐れのある取引について、お客さまの利益が
不当に害されることのないよう、法令等に従い適切に管理
する態勢を構築します。

1．管理対象取引の特定
（1） 当社グループ金融機関の行う次に掲げるような類型の

取引・行為によりお客さまの利益が不当に害される恐れ
が認められる場合、管理対象会社（SOMPOホールディ
ングスおよび「別表」の当社グループ金融機関）は、当該
取引・行為を管理対象取引として指定します。
・ お客さまの利益と当社グループ金融機関の利益が相

反する取引・行為
・ お客さまの利益と当社グループ金融機関の他のお客さ

まの利益が相反する取引・行為
・ 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入

手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関
が利益を得る取引・行為

・ 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入
手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関
の他のお客さまが利益を得る取引・行為

（2） 管理対象取引は、管理対象取引の性質・構造、関連取引
の状況、管理対象取引に利用する情報の保有状況、管
理対象取引と関連取引を合算して得られる当社グルー
プおよびお客さまの利益の状況その他の事由を勘案し
て個別に指定します。

2．管理対象取引の管理
（1） 管理対象会社は、管理対象取引に係る関連取引の状況

その他の事由を勘案して必要に応じ次に掲げる措置
その他の必要な措置を講じ、お客さまの利益を確保し
ます。
ア　 管理対象取引と関連取引の実行部門を分離し、両

取引に係る情報を遮断します。
イ　 管理対象取引、関連取引のいずれかまたは両方につ

いて、取引の内容、条件、方法その他を変更します。
ウ　管理対象取引、関連取引のいずれかを中止します。
エ　 管理対象取引に伴い発生する利益相反の内容そ

の他の必要な情報をお客さまに開示し、その同意
を取り付けます。

（2） 管理対象会社は、管理対象取引と関連取引の内容、講
じた措置の実施状況その他の必要な事項を記録し、管
理対象取引の実行日から5年間、これを保存します。

3．管理体制
管理対象会社は、法令等に従い、次の体制を整備します。

（1） 管理対象取引を管理する部署（管理部署）および
管理統括者を設置します。

（2） 管理対象取引とその関連取引が同一の金融機関の中
で実行される場合にあっては当該金融機関の管理部署
が、異なる金融機関が実行する場合にあっては
SOMPOホールディングスの管理部署が、上記に定め
る措置の要否、内容その他の必要な事項を立案します。

（3） 上記に定める措置を講じる場合にあっては、管理統
括者は、上記区分に沿って講じるべき措置の内容を
決定します。

（4）利益相反管理方針の概要を公表します。
（5） 役職員等に対する利益相反管理に関する教育・研修

を実施します。
（6） 利益相反管理態勢を定期的に検証し、その改善を図

ります。

別表

①　損害保険ジャパン株式会社

②　SOMPOひまわり生命保険株式会社

③　セゾン自動車火災保険株式会社

④　キャピタル損害保険株式会社

⑤　損保ジャパンDC証券株式会社

コンプライアンス部担当役員

経　営　会　議

取　締　役　会

報告、指示報告、指示

内
部
監
査
部

各部担当役員

コンプライアンス推進会議

コンプライアンス部
（コンプライアンス統括部署）
（保険募集管理部門）

委員：本社各部長

各統括部、営業部

本社各部
（コンプライアンス担当部門）

報告

推進施策の徹底

連携

監
査
役

事務局：コンプライアンス部

相談、報告

けん制、支援

相談、報告

けん制、支援

付議、報告

コンプライアンス責任者
コンプライアンスアドバイザー

コンプライアンス責任者
内部統制スタッフ

コンプライアンス推進態勢

当社は、お客さま・社会の要望に応え信頼される企業であ

りつづけるため、コンプライアンス推進態勢の強化に努めて

います。

当社では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと

して位置づけ、コンプライアンス態勢の整備に関する

「SOMPOグループ　コンプライアンス基本方針」ならびに

「SOMPOグループ　コンプライアンス行動規範」を定めると

ともに、適正な保険募集の確保および保険募集人の業務品

質向上に向けた「保険募集管理基本方針」を定めています。

上記方針のもと、毎年、コンプライアンス推進の具体的な

実践計画としてSOMPOグループの当該年度グループコンプ

ライアンス推進方針をふまえ「コンプライアンス・プログラム」

を策定し、各部門の進捗状況の確認や改善策の策定を通じ

て、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。

また、本社においては、コンプライアンス推進会議を設置

して、部門横断での協議によるコンプライアンス推進状況

の実態把握と分析を行うとともに、コンプライアンス統括部

署（保険募集に関するコンプライアンス統括を含む）である

コンプライアンス部とコンプライアンス担当部門である本

社各部が、連携してコンプライアンス推進の強化を図って

います。

また、営業店におけるコンプライアンス推進および適正な

内部管理態勢の構築・強化に向けて、統括部・営業部ごとに

内部統制スタッフを配置するとともに、コンプライアンスに

関して集中的に議論する場として、営業部門コンプライアン

ス推進会議を設置しています。

これらのコンプライアンス推進の取組みは、定期的に取

締役会に報告され、経営トップによる評価・フォローアップ

が行われています。

利益相反取引の管理 コンプライアンス態勢 Ｓ
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

コンプライアンス推進の具体的取組み 内部通報制度

コンプライアンスの定着・徹底のため、役員、コンプライア

ンス責任者である各部門長、本社各部室などから時宜に応

じたコンプライアンスメッセージを継続的に発信するととも

に、社員に「コンプライアンスマニュアル」「コンプライアンス

ポケットブック」を公開して研修などで活用することにより

行動規範、保険業法等の基本的な知識の徹底を図っていま

す。

また、社員のコンプライアンスに関する理解を深め、コンプ

ライアンスの問題をすべての社員がオープンに話し合える

職場風土の醸成のためにコンプライアンスミーティングを

実施し、さらに重要な会議やその他の社員研修においても

必ず「コンプライアンス研修」の時間を設けて意識の徹底を

図っています。さらに定期的に「コンプライアンステスト」

（確認テスト）を実施して知識の定着を図っています。

コンプライアンス教育の充実と保険募集に関与する取扱

代理店および保険募集人の意識向上を図るため「代理店 

コンプライアンスマニュアル」などのツールを作成、適宜改

定して、研修・指導に活用しています。

また、金融商品販売法に基づき「勧誘方針」（P.46）を

制定し、その周知・徹底を図っています。

法令に違反する行為やコンプライアンス上の問題が、組

織を通じた相談・報告では改善できない、あるいは報告自

体ができない事情がある場合に、社員が直接、相談・通報で

きる窓口として、社内および社外に「内部通報窓口（ホットラ

イン）」を設置し、運営しています。2019年度には、内部通

報制度の実効性向上を円滑に図っていくため、消費者庁所

管の「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）」（※）の

認証基準に沿って自己評価に取り組み、登録事業者として

登録されました。

2020年度は、上記の窓口で17件の通報・相談を受け付

け、関連部門間で連携し事実確認・調査など適切に対応し

ています。

※ 認証制度のシンボルマーク

SOMPOひまわり生命の勧誘方針

　当社は、「金融商品の販売等に関する法律」（2000年法律第101号）に基づき、保険商品の販売等に係る勧誘に関する
方針を次のとおり定めています。

保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
■保険業法、保険法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、その他各種法令等を遵守し、お

客さまの立場に立った勧誘に努めます。
■保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努

めます。
未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。

お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた適切
な勧誘に努めます。
■ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます。
■ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分にご理解いただけるよう配慮し

て参ります。
■変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
■わかりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らしお客さまにご理解いただけるよう努めます。
■保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を、正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めま

す。
■お客さまに重大な不利益が生じないように、わかりやすいサポート資料等を使用して、お客さまの健康状態を正しく告知

していただけるよう努めます。
■販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所等について十分に配慮して参ります。

お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。
■お客さまに関する情報については、適正な管理と保護に努めます。
■保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。
■勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。
■お客さまからのご相談、ご意見等、お気づきの点がございましたら、最寄りの店舗または下記の〔お問い合わせ窓口〕ま

でご連絡ください。

取引時確認に関するお客さまへのお願い

生命保険会社では、犯罪収益移転防止法に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事
項（氏名、住所、生年月日等）、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を
行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に
利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

コンプライアンス推進の具体的取組み 内部通報制度

コンプライアンスの定着・徹底のため、役員、コンプライア

ンス責任者である各部門長、本社各部室などから時宜に応

じたコンプライアンスメッセージを継続的に発信するととも

に、社員に「コンプライアンスマニュアル」「コンプライアンス

ポケットブック」を公開して研修などで活用することにより

行動規範、保険業法等の基本的な知識の徹底を図っていま

す。

また、社員のコンプライアンスに関する理解を深め、コンプ

ライアンスの問題をすべての社員がオープンに話し合える

職場風土の醸成のためにコンプライアンスミーティングを

実施し、さらに重要な会議やその他の社員研修においても

必ず「コンプライアンス研修」の時間を設けて意識の徹底を

図っています。さらに定期的に「コンプライアンステスト」

（確認テスト）を実施して知識の定着を図っています。

コンプライアンス教育の充実と保険募集に関与する取扱

代理店および保険募集人の意識向上を図るため「代理店 

コンプライアンスマニュアル」などのツールを作成、適宜改

定して、研修・指導に活用しています。

また、金融商品販売法に基づき「勧誘方針」（P.46）を

制定し、その周知・徹底を図っています。

法令に違反する行為やコンプライアンス上の問題が、組

織を通じた相談・報告では改善できない、あるいは報告自

体ができない事情がある場合に、社員が直接、相談・通報で

きる窓口として、社内および社外に「内部通報窓口（ホットラ

イン）」を設置し、運営しています。2019年度には、内部通

報制度の実効性向上を円滑に図っていくため、消費者庁所

管の「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）」（※）の

認証基準に沿って自己評価に取り組み、登録事業者として

登録されました。

2020年度は、上記の窓口で17件の通報・相談を受け付

け、関連部門間で連携し事実確認・調査など適切に対応し

ています。

※ 認証制度のシンボルマーク

SOMPOひまわり生命の勧誘方針

　当社は、「金融商品の販売等に関する法律」（2000年法律第101号）に基づき、保険商品の販売等に係る勧誘に関する
方針を次のとおり定めています。

保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
■保険業法、保険法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、その他各種法令等を遵守し、お

客さまの立場に立った勧誘に努めます。
■保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努

めます。
未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。

お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた適切
な勧誘に努めます。
■ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます。
■ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分にご理解いただけるよう配慮し

て参ります。
■変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
■わかりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らしお客さまにご理解いただけるよう努めます。
■保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を、正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めま

す。
■お客さまに重大な不利益が生じないように、わかりやすいサポート資料等を使用して、お客さまの健康状態を正しく告知

していただけるよう努めます。
■販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所等について十分に配慮して参ります。

お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。
■お客さまに関する情報については、適正な管理と保護に努めます。
■保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。
■勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。
■お客さまからのご相談、ご意見等、お気づきの点がございましたら、最寄りの店舗または下記の〔お問い合わせ窓口〕ま

でご連絡ください。

取引時確認に関するお客さまへのお願い

生命保険会社では、犯罪収益移転防止法に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事
項（氏名、住所、生年月日等）、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を
行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に
利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

反社会的勢力対応基本方針

近年、暴力団や総会屋さらにはえせ同和団体など、いわゆ

る反社会的勢力の活動は、従前に比べて巧妙化・多様化が

進み、社会に悪質な影響をもたらしています。

当社およびグループ会社は従来からこの問題には敢然と

立ち向かっており、反社会的勢力に対しては、「金を出さな

い」「利用しない」「恐れない」を基本原則に対応し、毅然と

した態度でこれらを拒絶し関係を遮断することに努め、公共

の信頼を維持し健全な企業経営を実現するため「SOMPO

グループ　反社会的勢力対応基本方針」（P.160）を制定し

公開しています。

そしてこの基本方針に基づき反社会的勢力への対応に関

する社内態勢を整備し、有事対応態勢を構築しています。

保険約款への暴力団排除条項の導入

当社では、暴力団などの反社会的勢力との関係遮断の

取組みの一環として、2012年４月から、個人保険の普通

保険約款および特約条項について暴力団排除条項を導入

しています。（団体保険については2012年10月から導入）

各保険約款では、「重大事由による解除」の条項に次の

内容を規定しています。

●保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会

的勢力に該当する場合その他所定の事由に該当する

場合には、当該保険契約を将来に向かって解除できる

こと

●保険金等の支払事由発生後であっても、保険契約者、

被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力に該当

すること、その他所定の事由に該当することが判明した

場合には当該保険契約を解除できること

●保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が反社会的

勢力に該当する場合その他所定の事由に該当する

場合には、保険金等を支払わないこと

個人情報保護宣言

当社は、「SOMPOグループ　プライバシー・ポリシー」

に基づき、個人情報の保護に関する法律その他の関連法

令等を遵守し、お客さまの情報の適切な取扱いを実践す

るために、個人情報保護の方針として「個人情報保護宣

言」を定め、お客さま情報の保護のための態勢の整備や

社員の教育などに取り組んでいます。 「個人情報保護宣

言」は、当社公式ウェブサイト上に公表しています。

基本的な考え方
当社は、SOMPOグループの一員として、「SOMPOグループ　プライバシー・ポリシー」のもと、個人情報を適正に取り

扱うことが社会的責務であり重要であると認識し、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律」その他の関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」、

「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」その他
のガイドライン等を遵守して、個人情報の保護に努めてまいります。

1．当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。また、法令に定める場合を除
き、個人情報の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内で取り扱います。

2．当社は、法令に定める場合を除き、本人の同意なく個人データ（個人番号および特定個人情報を除きます。）を第三者
に提供することはありません。なお、個人番号および特定個人情報については、法令に定める場合を除き、第三者に提
供することはありません。

3．当社は、SOMPOグループの経営管理およびお客さまへの商品・サービスの案内・提供等のため、グループ内で個人
データ（個人番号および特定個人情報を除きます。）を共同利用することがあります。

4．当社は、個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な安全管理措置を実施します。また、個人
データの取扱いを委託する場合は、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

5．当社は、個人データの取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底します。また、個人情報保護のため
の管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいります。

6．当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。また、個人情報の保護に関する法律
に基づく保有個人データの開示、訂正等の請求に適切に対応します。

※個人情報、個人データ、保有個人データ等の用語の定義は、本基本方針に定めがある場合を除き、個人情報保護法およ
び同施行令等関係法令に準拠します。

※開示等の手続きにつきましては、当社のホームページをご覧ください。

個人情報の取扱い
当社における個人情報の取扱いは、以下のとおりです。

※本取扱いにおける「個人情報」および「個人データ」とは、個人番号および特定個人情報を除くものをいいます。個人番
号および特定個人情報の取扱いについては、「特定個人情報の取扱い」が適用されます。

1． 個人情報の適正な取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。当社では、例えば、次に掲げ

る方法で個人情報を取得することがあります。
（取得方法の例）
・ 保険契約の申込書、保険金請求書などお客さまにご記入・ご提出いただく書類やお客さまにWeb等の画面へご入力

いただくことなどにより取得する場合
・ 各店舗やコールセンターにいただくお問い合わせへ対応するためにお電話の内容を記録または録音する場合
・一般社団法人生命保険協会等の共同利用者から個人情報が提供される場合

反社会的勢力への対応 お客さま情報の保護 Ｓ
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Ｍ
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お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

反社会的勢力対応基本方針

近年、暴力団や総会屋さらにはえせ同和団体など、いわゆ

る反社会的勢力の活動は、従前に比べて巧妙化・多様化が

進み、社会に悪質な影響をもたらしています。

当社およびグループ会社は従来からこの問題には敢然と

立ち向かっており、反社会的勢力に対しては、「金を出さな

い」「利用しない」「恐れない」を基本原則に対応し、毅然と

した態度でこれらを拒絶し関係を遮断することに努め、公共

の信頼を維持し健全な企業経営を実現するため「SOMPO

グループ　反社会的勢力対応基本方針」（P.160）を制定し

公開しています。

そしてこの基本方針に基づき反社会的勢力への対応に関

する社内態勢を整備し、有事対応態勢を構築しています。

保険約款への暴力団排除条項の導入

当社では、暴力団などの反社会的勢力との関係遮断の

取組みの一環として、2012年４月から、個人保険の普通

保険約款および特約条項について暴力団排除条項を導入

しています。（団体保険については2012年10月から導入）

各保険約款では、「重大事由による解除」の条項に次の

内容を規定しています。

●保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会

的勢力に該当する場合その他所定の事由に該当する

場合には、当該保険契約を将来に向かって解除できる

こと

●保険金等の支払事由発生後であっても、保険契約者、

被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力に該当

すること、その他所定の事由に該当することが判明した

場合には当該保険契約を解除できること

●保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が反社会的

勢力に該当する場合その他所定の事由に該当する

場合には、保険金等を支払わないこと

個人情報保護宣言

当社は、「SOMPOグループ　プライバシー・ポリシー」

に基づき、個人情報の保護に関する法律その他の関連法

令等を遵守し、お客さまの情報の適切な取扱いを実践す

るために、個人情報保護の方針として「個人情報保護宣

言」を定め、お客さま情報の保護のための態勢の整備や

社員の教育などに取り組んでいます。 「個人情報保護宣

言」は、当社公式ウェブサイト上に公表しています。

基本的な考え方
当社は、SOMPOグループの一員として、「SOMPOグループ　プライバシー・ポリシー」のもと、個人情報を適正に取り

扱うことが社会的責務であり重要であると認識し、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律」その他の関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」、

「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」その他
のガイドライン等を遵守して、個人情報の保護に努めてまいります。

1．当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。また、法令に定める場合を除
き、個人情報の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内で取り扱います。

2．当社は、法令に定める場合を除き、本人の同意なく個人データ（個人番号および特定個人情報を除きます。）を第三者
に提供することはありません。なお、個人番号および特定個人情報については、法令に定める場合を除き、第三者に提
供することはありません。

3．当社は、SOMPOグループの経営管理およびお客さまへの商品・サービスの案内・提供等のため、グループ内で個人
データ（個人番号および特定個人情報を除きます。）を共同利用することがあります。

4．当社は、個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な安全管理措置を実施します。また、個人
データの取扱いを委託する場合は、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

5．当社は、個人データの取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底します。また、個人情報保護のため
の管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいります。

6．当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。また、個人情報の保護に関する法律
に基づく保有個人データの開示、訂正等の請求に適切に対応します。

※個人情報、個人データ、保有個人データ等の用語の定義は、本基本方針に定めがある場合を除き、個人情報保護法およ
び同施行令等関係法令に準拠します。

※開示等の手続きにつきましては、当社のホームページをご覧ください。

個人情報の取扱い
当社における個人情報の取扱いは、以下のとおりです。

※本取扱いにおける「個人情報」および「個人データ」とは、個人番号および特定個人情報を除くものをいいます。個人番
号および特定個人情報の取扱いについては、「特定個人情報の取扱い」が適用されます。

1． 個人情報の適正な取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。当社では、例えば、次に掲げ

る方法で個人情報を取得することがあります。
（取得方法の例）
・ 保険契約の申込書、保険金請求書などお客さまにご記入・ご提出いただく書類やお客さまにWeb等の画面へご入力

いただくことなどにより取得する場合
・ 各店舗やコールセンターにいただくお問い合わせへ対応するためにお電話の内容を記録または録音する場合
・一般社団法人生命保険協会等の共同利用者から個人情報が提供される場合

反社会的勢力への対応 お客さま情報の保護 Ｓ
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お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

2． 個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を次の〈1〉から〈4〉まで、および4．に掲げる目的に必要な範囲で利用し、法令で定める場

合を除き、目的外には利用しません。
また、当社は、利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努め

ます。
利用目的を変更する場合には、その内容を本人に通知するか、ホームページ等により公表します。

〈1〉生命保険業
（1）各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
（2）再保険契約の締結、再保険金の請求 
（3）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供 
（4）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
（5）代理店委託・管理、社員採用等に関する業務 
（6）各種イベント、キャンペーン、セミナーの案内、各種情報の提供 
（7）当社が有する債権の回収 
（8）市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの開発・研究
（9）問い合わせ・依頼等への対応 
（10）その他保険に関連・付随する業務

〈2〉CSR活動
CSRレポート、講座・セミナー等の案内の発送、各種情報の提供

〈3〉電話応対―通話録音
（1）お問い合わせ、ご相談内容、ご契約内容等の事実確認 
（2）ご案内、資料発送等のサービス提供を正確に行うためのご連絡先の確認
（3）電話応対を含む業務品質向上にむけた研修やデータ分析の実施等への活用

〈4〉その他
その他、上記〈1〉から〈3〉までに付随する業務ならびにお客さまとの取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に
履行するために行う業務 

3． 第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。

〈1〉法令に基づく場合等、個人情報保護法第23条第1項に掲げる場合
〈2〉当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
〈3〉グループ会社・提携企業との間で共同利用を行う場合
〈4〉生保協会および生命保険会社等の間で共同利用を行う場合
〈5〉個人情報の第三者提供について本人の同意がある場合
※団体保険における第三者への提供の詳細につきましては、当社のホームページをご覧ください。

〈再保険契約について〉
当社は、引受リスクを適切に分散するために再保険契約を締結することがあります。この場合、当社は再保険取引
会社における契約の引受審査、引受け、履行および管理、再保険金の支払いに必要な範囲内で、保険契約に関する
個人データを国内外の再保険取引会社に提供することがあります。

4． 個人データの共同利用
〈1〉一般社団法人生命保険協会および生命保険会社等

当社は、生命保険制度の健全な運営を目的とした次の制度に基づき、生命保険会社等との間で、個人デ－タを共同
利用します。 
※詳細につきましては当社のホームページをご覧ください。

〈保険契約等に関する情報の共同利用制度〉 
・契約内容登録制度 
・契約内容照会制度 
・医療保障保険契約内容登録制度 
・支払査定時照会制度 

〈生命保険会社職員・代理店・募集人等に関する情報の共同利用制度〉
・募集人登録情報照会制度 
・合格情報照会制度 
・廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度 
・変額保険販売資格者制度 

〈2〉グループ会社との間の共同利用
（1）SOMPOホールディングス株式会社によるグループとしての経営管理業務の遂行のために、SOMPOホール

ディングス株式会社とSOMPOグループ各社との間で、次のとおり、個人データを共同して利用することがあり
ます。
A.個人データの項目 

〈A〉SOMPOグループ各社の株主の皆さまの個人データ：氏名、住所、株式数等に関する情報
〈Ｂ〉SOMPOグループ各社が保有する個人データ：氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生

年月日、その他申込書等に記載された契約内容および保険事故に関する内容など、取引に関する情
報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者
SOMPOホールディングス株式会社

（2）－1 SOMPOグループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社またはSOMPOグループ各社が取り扱う商
品・サービス等のお客さまへのご案内・ご提供およびその判断のために、当社とSOMPOグループ各社との
間で、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあります。
A.個人データの項目 

SOMPOグループ各社が保有する個人データ：氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月
日、その他契約申込書等に記載された契約内容および保険事故等に関する内容など、お取引に関する
情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者 
SOMPOホールディングス株式会社

（2）－2 SOMPOグループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社またはSOMPOグループ各社が取り扱う
商品･サービス等のお客さまへのご案内・ご提供およびその判断、データ分析等、お客さまへの付加価
値向上に資する各種業務のために、当社とSOMPOグループ各社との間で、以下のとおり、個人データ
を共同して利用することがあります。
A.個人データの項目

SOMPOグループ各社が保有する個人データ： 
・ 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、お問合せ内容、アプリ等サービスの利

用内容、位置情報、名刺情報（会社名、部署名、肩書き等を含む名刺から読み取れる情報）など、お取
引に関する情報以外でSOMPOグループにご提供いただいた情報、その他対面・電話・WEB・電
子メール・アプリ、第三者提供等の手段を含みSOMPOグループ各社が取得した情報

・ お取引に関わらず、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、お問合せ内容な
ど、お客さまがHPでの見積り試算や、コールセンターへのお問合せなどによってSOMPOグルー
プ各社にご提供いただいた情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。
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お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

2． 個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を次の〈1〉から〈4〉まで、および4．に掲げる目的に必要な範囲で利用し、法令で定める場

合を除き、目的外には利用しません。
また、当社は、利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努め

ます。
利用目的を変更する場合には、その内容を本人に通知するか、ホームページ等により公表します。

〈1〉生命保険業
（1）各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
（2）再保険契約の締結、再保険金の請求 
（3）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供 
（4）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
（5）代理店委託・管理、社員採用等に関する業務 
（6）各種イベント、キャンペーン、セミナーの案内、各種情報の提供 
（7）当社が有する債権の回収 
（8）市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの開発・研究
（9）問い合わせ・依頼等への対応 
（10）その他保険に関連・付随する業務

〈2〉CSR活動
CSRレポート、講座・セミナー等の案内の発送、各種情報の提供

〈3〉電話応対―通話録音
（1）お問い合わせ、ご相談内容、ご契約内容等の事実確認 
（2）ご案内、資料発送等のサービス提供を正確に行うためのご連絡先の確認
（3）電話応対を含む業務品質向上にむけた研修やデータ分析の実施等への活用

〈4〉その他
その他、上記〈1〉から〈3〉までに付随する業務ならびにお客さまとの取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に
履行するために行う業務 

3． 第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。

〈1〉法令に基づく場合等、個人情報保護法第23条第1項に掲げる場合
〈2〉当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
〈3〉グループ会社・提携企業との間で共同利用を行う場合
〈4〉生保協会および生命保険会社等の間で共同利用を行う場合
〈5〉個人情報の第三者提供について本人の同意がある場合
※団体保険における第三者への提供の詳細につきましては、当社のホームページをご覧ください。

〈再保険契約について〉
当社は、引受リスクを適切に分散するために再保険契約を締結することがあります。この場合、当社は再保険取引
会社における契約の引受審査、引受け、履行および管理、再保険金の支払いに必要な範囲内で、保険契約に関する
個人データを国内外の再保険取引会社に提供することがあります。

4． 個人データの共同利用
〈1〉一般社団法人生命保険協会および生命保険会社等

当社は、生命保険制度の健全な運営を目的とした次の制度に基づき、生命保険会社等との間で、個人デ－タを共同
利用します。 
※詳細につきましては当社のホームページをご覧ください。

〈保険契約等に関する情報の共同利用制度〉 
・契約内容登録制度 
・契約内容照会制度 
・医療保障保険契約内容登録制度 
・支払査定時照会制度 

〈生命保険会社職員・代理店・募集人等に関する情報の共同利用制度〉
・募集人登録情報照会制度 
・合格情報照会制度 
・廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度 
・変額保険販売資格者制度 

〈2〉グループ会社との間の共同利用
（1）SOMPOホールディングス株式会社によるグループとしての経営管理業務の遂行のために、SOMPOホール

ディングス株式会社とSOMPOグループ各社との間で、次のとおり、個人データを共同して利用することがあり
ます。
A.個人データの項目 

〈A〉SOMPOグループ各社の株主の皆さまの個人データ：氏名、住所、株式数等に関する情報
〈Ｂ〉SOMPOグループ各社が保有する個人データ：氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生

年月日、その他申込書等に記載された契約内容および保険事故に関する内容など、取引に関する情
報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者
SOMPOホールディングス株式会社

（2）－1 SOMPOグループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社またはSOMPOグループ各社が取り扱う商
品・サービス等のお客さまへのご案内・ご提供およびその判断のために、当社とSOMPOグループ各社との
間で、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあります。
A.個人データの項目 

SOMPOグループ各社が保有する個人データ：氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月
日、その他契約申込書等に記載された契約内容および保険事故等に関する内容など、お取引に関する
情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者 
SOMPOホールディングス株式会社

（2）－2 SOMPOグループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社またはSOMPOグループ各社が取り扱う
商品･サービス等のお客さまへのご案内・ご提供およびその判断、データ分析等、お客さまへの付加価
値向上に資する各種業務のために、当社とSOMPOグループ各社との間で、以下のとおり、個人データ
を共同して利用することがあります。
A.個人データの項目

SOMPOグループ各社が保有する個人データ： 
・ 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、お問合せ内容、アプリ等サービスの利

用内容、位置情報、名刺情報（会社名、部署名、肩書き等を含む名刺から読み取れる情報）など、お取
引に関する情報以外でSOMPOグループにご提供いただいた情報、その他対面・電話・WEB・電
子メール・アプリ、第三者提供等の手段を含みSOMPOグループ各社が取得した情報

・ お取引に関わらず、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、お問合せ内容な
ど、お客さまがHPでの見積り試算や、コールセンターへのお問合せなどによってSOMPOグルー
プ各社にご提供いただいた情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

C.個人データ管理責任者
SOMPOホールディングス株式会社

（3）当社は、生命保険代理店等およびその従業者の監督、管理、指導、教育のために、当社とSOMPOホールディン
グス株式会社およびSOMPOグループ各社との間で、次のとおり、生命保険代理店等およびその従業者に係る
個人データを共同して利用することがあります。
A.個人データの項目

氏名、住所、生年月日、生命保険代理店等またはその従業者の登録申請および届出に係る事項、その他生命
保険代理店等またはその従業者の管理のための情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者
SOMPOひまわり生命保険株式会社

5． センシティブ情報の取扱い
当社は、保険業法施行規則第53条の10等にもとづき、健康状態・病歴等のセンシティブ情報を、次に掲げる場合を

除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。

（注） センシティブ情報とは、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条」に定める機微情報（個人
情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報を含みます）をいいます。

〈1〉保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情
報を取得、利用または第三者提供する場合  

〈2〉相続手続きを伴う保険金支払い事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者
提供する場合  

〈3〉保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関
する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合  

〈4〉法令に基づく場合 
〈5〉人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 
〈6〉公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 
〈7〉国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合  

6．匿名加工情報の取扱い
当社は、匿名加工情報を作成する場合は、法令で定める基準に従い適正に加工します。作成したときは、加工方法等

の安全管理措置を講じるとともに、匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表します。また、匿名加工情報を自ら利用
するときは、作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為はしません。
（注） 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情

報であって、個人情報保護法第2条第9項に定める匿名加工情報をいいます。

7． 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等 の請求
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求について

は、〈お問い合わせ窓口〉にお願いいたします。
当社は、ご請求者がご本人または代理人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただ

いたうえで手続きを行い、後日、原則として書面で回答いたします。開示等請求については、回答にあたり、当社所定の
手数料をいただきます。
※ 開示、訂正等の手続きの詳細については、当社ホームページをご覧ください。

8. 安全管理の取組み
当社は、業務上取り扱う個人データの漏えい・滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のために、個

人情報保護の全社的な推進体制を整えるとともに、個人情報保護規程等の社内規程を定め、個人情報を取り扱う部署
における個人情報の適正な取扱いを確保します。

9. 個人情報の取扱いの委託について 
当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを国内外の他の事業者に委託する場合があり

ます。委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、個人情報の安全
管理が図られるよう必要かつ適切に監督いたします。当社では、例えば、次のような場合に個人データの取扱いを委託
しています。 

（委託する業務の例） 
・保険証券等の発送に関する事務 
・各種送付物の発送に関する事務 
・情報システムの運用・保守に関する業務

10. 認定個人情報保護団体
当社は認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

11．日本以外の在住者の個人情報の取り扱い
日本以外の在住者の個人情報について、当社から第三者提供先（上記3．）、委託先（上記9．）、共同利用先（上記4．）

へ転送され、日本国または日本国外のサーバーに保存される場合があります。当社は提供された個人データを十分な
安全管理の下で適切に管理いたします。

顧客情報統括管理責任者
SOMPOひまわり生命保険株式会社
コンプライアンス部担当役員

〈お問い合わせ窓口〉
当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
ご加入いただいた保険契約の内容や保険金・給付金のお支払に関するご質問、ご照会等は、取扱代理店または最寄

りの営業店にお問い合わせください。
その他の当社の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、次の連絡先にお問い合

わせください。
また、当社からの商品・サービスのセールスに関するダイレクトメールの送付や電話等での案内を希望されない場合

も、次の問い合わせ先までご連絡ください。
ただし、満期案内等への同封物や書類余白への印刷等による案内は、中止することはできません。

（一社）生命保険協会　生命保険相談室 
TEL 03-3286-2648
〒100-0005　千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階 
受付時間: 9:00～17:00（土曜・日曜・祝日などの生命保険協会休業日を除く） 
ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/

SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626　東京都新宿区西新宿6-13-1　新宿セントラルパークビル
 0120－100－127
受付時間 9：00～18：00（土曜・日曜・祝日および12/31～1/3を除く）
ホームページアドレス　https://www.himawari-life.co.jp/
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

C.個人データ管理責任者
SOMPOホールディングス株式会社

（3）当社は、生命保険代理店等およびその従業者の監督、管理、指導、教育のために、当社とSOMPOホールディン
グス株式会社およびSOMPOグループ各社との間で、次のとおり、生命保険代理店等およびその従業者に係る
個人データを共同して利用することがあります。
A.個人データの項目

氏名、住所、生年月日、生命保険代理店等またはその従業者の登録申請および届出に係る事項、その他生命
保険代理店等またはその従業者の管理のための情報

B.共同利用するグループ会社の範囲
SOMPOホールディングス株式会社およびグループ会社
グループ会社の範囲はSOMPOホールディングス株式会社のホームページをご参照ください。

C.個人データ管理責任者
SOMPOひまわり生命保険株式会社

5． センシティブ情報の取扱い
当社は、保険業法施行規則第53条の10等にもとづき、健康状態・病歴等のセンシティブ情報を、次に掲げる場合を

除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。

（注） センシティブ情報とは、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条」に定める機微情報（個人
情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報を含みます）をいいます。

〈1〉保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情
報を取得、利用または第三者提供する場合  

〈2〉相続手続きを伴う保険金支払い事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者
提供する場合  

〈3〉保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関
する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合  

〈4〉法令に基づく場合 
〈5〉人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 
〈6〉公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 
〈7〉国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合  

6．匿名加工情報の取扱い
当社は、匿名加工情報を作成する場合は、法令で定める基準に従い適正に加工します。作成したときは、加工方法等

の安全管理措置を講じるとともに、匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表します。また、匿名加工情報を自ら利用
するときは、作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為はしません。
（注） 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情

報であって、個人情報保護法第2条第9項に定める匿名加工情報をいいます。

7． 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等 の請求
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求について

は、〈お問い合わせ窓口〉にお願いいたします。
当社は、ご請求者がご本人または代理人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただ

いたうえで手続きを行い、後日、原則として書面で回答いたします。開示等請求については、回答にあたり、当社所定の
手数料をいただきます。
※ 開示、訂正等の手続きの詳細については、当社ホームページをご覧ください。

8. 安全管理の取組み
当社は、業務上取り扱う個人データの漏えい・滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のために、個

人情報保護の全社的な推進体制を整えるとともに、個人情報保護規程等の社内規程を定め、個人情報を取り扱う部署
における個人情報の適正な取扱いを確保します。

9. 個人情報の取扱いの委託について 
当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを国内外の他の事業者に委託する場合があり

ます。委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、個人情報の安全
管理が図られるよう必要かつ適切に監督いたします。当社では、例えば、次のような場合に個人データの取扱いを委託
しています。 

（委託する業務の例） 
・保険証券等の発送に関する事務 
・各種送付物の発送に関する事務 
・情報システムの運用・保守に関する業務

10. 認定個人情報保護団体
当社は認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

11．日本以外の在住者の個人情報の取り扱い
日本以外の在住者の個人情報について、当社から第三者提供先（上記3．）、委託先（上記9．）、共同利用先（上記4．）

へ転送され、日本国または日本国外のサーバーに保存される場合があります。当社は提供された個人データを十分な
安全管理の下で適切に管理いたします。

顧客情報統括管理責任者
SOMPOひまわり生命保険株式会社
コンプライアンス部担当役員

〈お問い合わせ窓口〉
当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
ご加入いただいた保険契約の内容や保険金・給付金のお支払に関するご質問、ご照会等は、取扱代理店または最寄

りの営業店にお問い合わせください。
その他の当社の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、次の連絡先にお問い合

わせください。
また、当社からの商品・サービスのセールスに関するダイレクトメールの送付や電話等での案内を希望されない場合

も、次の問い合わせ先までご連絡ください。
ただし、満期案内等への同封物や書類余白への印刷等による案内は、中止することはできません。

（一社）生命保険協会　生命保険相談室 
TEL 03-3286-2648
〒100-0005　千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階 
受付時間: 9:00～17:00（土曜・日曜・祝日などの生命保険協会休業日を除く） 
ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/

SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626　東京都新宿区西新宿6-13-1　新宿セントラルパークビル
 0120－100－127
受付時間 9：00～18：00（土曜・日曜・祝日および12/31～1/3を除く）
ホームページアドレス　https://www.himawari-life.co.jp/
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

特定個人情報の取扱い
当社における個人番号および特定個人情報の取扱いは、以下のとおりです。

1．個人番号および特定個人情報の適正な取得
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの個人番号および特定個人情報を取得します。また、法令で定められた

場合を除き、個人番号および特定個人情報の提供を求めることはありません。
（取得方法の例）
・書面に記載いただく方法または個人番号もしくは特定個人情報が記載された書面をご提出いただく方法など

2．個人番号および特定個人情報の取扱い、利用・第三者提供の範囲
当社では、取得した個人番号および特定個人情報を法令で限定された利用範囲内でのみ取り扱います。当社におけ

る利用・第三者提供の範囲は以下のとおりであり、その範囲外で、利用または第三者提供を行うことはありません。
〈1〉法令に定められた以下の個人番号関係事務を行う場合

（1）保険取引等に関する支払調書等の作成事務
（2）報酬・料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
（3）不動産等取引に関する支払調書の作成事務
(4)その他法令に定められた個人番号関係事務

〈2〉法令に基づき、以下の場合に利用を行うことがあります。
(1)激甚災害時等に保険金等の支払を行う場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得

ることが困難である場合

3．安全管理措置に関する事項
当社は、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他、特定個人情報の安全管理のため、

取扱規程および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。

4．個人番号および特定個人情報取扱いの委託
当社は、個人番号関係事務の一部を他の事業者に委託することがあります。個人番号および特定個人情報の取扱い

を委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必
要かつ適切な監督を行います。

5. 個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止
等の請求

個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停
止等に関するご請求については、「7．お問い合わせ窓口」にお願いいたします。

6．認定個人情報保護団体
当社は認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

（一社）生命保険協会　生命保険相談室
TEL 03-3286-2648 
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
受付時間: 9:00～17:00（土曜・日曜・祝日などの生命保険協会休業日を除く） 
ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/

サイバーセキュリティに関する取組み

近年のインターネットの利用拡大やサイバー攻撃の高度

化（手口の巧妙化）によって、サイバーテロの脅威が高まっ

ています。当社では、サイバーセキュリティ対策を重要な経

営課題と認識して、次のような取組みを通じてサイバーセ

キュリティ強化に取り組んでいます。

1.システム対策
外部からの不正アクセスによる情報漏えい等を防止す

るため、不正侵入防御システムやウィルス対策ソフト等を

導入しています。また、お客さまの情報にアクセスできる

者を必要最小限の範囲に限定し、漏えい等防止に努めて

います。

2.緊急時のための態勢整備
緊急時の対応態勢を整備し、社内にサイバーインシデ

ント対応の専門班を設置するとともに、サイバー攻撃を受

けた場合の報告ルートや対応手順を明確にしています。

3.社員への教育・訓練
情報セキュリティに関する意識向上と適切な管理を促

進するため、従業者に対し、マニュアルや訓練による教育

を定期的に実施しています。

7．お問い合わせ窓口
当社は、個人番号および特定個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
当社の個人番号および特定個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、次の連絡先にお問い合わせくだ

さい。

SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626　東京都新宿区西新宿6-13-1　新宿セントラルパークビル
 0120－100－127
受付時間 9：00～18：00（土曜・日曜・祝日および12/31～1/3を除く）
ホームページアドレス　https://www.himawari-life.co.jp/
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■��経営について��■

お客さまから「信頼される」生命保険会社を目指して

特定個人情報の取扱い
当社における個人番号および特定個人情報の取扱いは、以下のとおりです。

1．個人番号および特定個人情報の適正な取得
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの個人番号および特定個人情報を取得します。また、法令で定められた

場合を除き、個人番号および特定個人情報の提供を求めることはありません。
（取得方法の例）
・書面に記載いただく方法または個人番号もしくは特定個人情報が記載された書面をご提出いただく方法など

2．個人番号および特定個人情報の取扱い、利用・第三者提供の範囲
当社では、取得した個人番号および特定個人情報を法令で限定された利用範囲内でのみ取り扱います。当社におけ

る利用・第三者提供の範囲は以下のとおりであり、その範囲外で、利用または第三者提供を行うことはありません。
〈1〉法令に定められた以下の個人番号関係事務を行う場合

（1）保険取引等に関する支払調書等の作成事務
（2）報酬・料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
（3）不動産等取引に関する支払調書の作成事務
(4)その他法令に定められた個人番号関係事務

〈2〉法令に基づき、以下の場合に利用を行うことがあります。
(1)激甚災害時等に保険金等の支払を行う場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得

ることが困難である場合

3．安全管理措置に関する事項
当社は、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他、特定個人情報の安全管理のため、

取扱規程および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。

4．個人番号および特定個人情報取扱いの委託
当社は、個人番号関係事務の一部を他の事業者に委託することがあります。個人番号および特定個人情報の取扱い

を委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必
要かつ適切な監督を行います。

5. 個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止
等の請求

個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停
止等に関するご請求については、「7．お問い合わせ窓口」にお願いいたします。

6．認定個人情報保護団体
当社は認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

（一社）生命保険協会　生命保険相談室
TEL 03-3286-2648 
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
受付時間: 9:00～17:00（土曜・日曜・祝日などの生命保険協会休業日を除く） 
ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/

サイバーセキュリティに関する取組み

近年のインターネットの利用拡大やサイバー攻撃の高度

化（手口の巧妙化）によって、サイバーテロの脅威が高まっ

ています。当社では、サイバーセキュリティ対策を重要な経

営課題と認識して、次のような取組みを通じてサイバーセ

キュリティ強化に取り組んでいます。

1.システム対策
外部からの不正アクセスによる情報漏えい等を防止す

るため、不正侵入防御システムやウィルス対策ソフト等を

導入しています。また、お客さまの情報にアクセスできる

者を必要最小限の範囲に限定し、漏えい等防止に努めて

います。

2.緊急時のための態勢整備
緊急時の対応態勢を整備し、社内にサイバーインシデ

ント対応の専門班を設置するとともに、サイバー攻撃を受

けた場合の報告ルートや対応手順を明確にしています。

3.社員への教育・訓練
情報セキュリティに関する意識向上と適切な管理を促

進するため、従業者に対し、マニュアルや訓練による教育

を定期的に実施しています。

7．お問い合わせ窓口
当社は、個人番号および特定個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
当社の個人番号および特定個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、次の連絡先にお問い合わせくだ

さい。

SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626　東京都新宿区西新宿6-13-1　新宿セントラルパークビル
 0120－100－127
受付時間 9：00～18：00（土曜・日曜・祝日および12/31～1/3を除く）
ホームページアドレス　https://www.himawari-life.co.jp/
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戦略的リスク経営（ERM）

監
査
役

監査

内部監査

取　締　役　会

経　営　会　議

リスク管理担当部門

リスク管理統括部門（リスク管理部）
内
部
監
査
部

S O M P Oグ ル ープ の「 戦 略 的リスク経 営（ E R M：

Enterprise Risk Management）」は、不測の損失を極小

化 するとともに、資 本 を 有 効 活 用し、適 切 なリスク

コントロールのもと収益を向上させ、グループの企業価値の

最大化を図ることを目的としています。

当社は、グループの中核生命保険会社として、グループの

利益目標の達成に貢献すべく、戦略的リスク経営を推進し

ています。

SOMPOホールディングスは、グループベースの戦略的リ

スク経営に関する「SOMPOグループ　ERM基本方針」を

定めるとともに、経営戦略をERMの観点から体系化・明確

化するため、リスクテイクの指針となる「SOMPOグループ　

リスクアペタイトステートメント」を定めています。

当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に基づき、

戦略的リスク経営の枠組みや体制などを整備するとともに、

必要な組織体制、業務遂行に関する重要な事項について、

「リスク管理規程」などで定めています。

取締役会は、「リスク管理規程」を制定するほか、「SOMPO

グループ　リスクアペタイトステートメント」をふまえ、事業

計画およびリスクテイク計画を策定します。

社長は、経営会議の協議を経て、リスク許容度に関する対

応方針を決定します。また、経営会議では、経営陣が当社の

リスク状況を把握したうえで、リスク管理に関する重要な事

項を審議し、適切な意思決定を行います。

リスク管理部は、戦略的リスク経営に係るリスク計測・評価・

教育などを担い、リスク管理態勢の整備を推進しています。ま

た、商品開発部門・資産運用部門などとは独立した組織とし

て、業務執行を牽制する態勢を確保しています。各リスク管理

担当部門は、経営に重大な影響を及ぼし得るリスクについ

て、定性・定量の両面から評価し、適切にコントロールしてい

ます。

資　本

リスク リターン

財務健全性（ESR）
の確保

資本効率（ROE）
の向上

リスク対比のリターン
（ROR）の向上

戦略的リスク経営のPDCAサイクル

SOMPOホールディングスは、資本を有効活用するため

に、グループ全体を事業単位に区分し、各事業の成長性や

収益性などをふまえて資本配賦を行っています。

当社は、「SOMPOグループ　リスクアペタイトステートメ

ント」に基づき事業計画を策定し（Plan）、配賦された資本の

範囲内でリスクテイクを行い（Do）、定期的に計画の進捗状

況を確認のうえ（Check）、必要に応じて事業計画の見直し

などを行う（Action）PDCAサイクルで戦略的リスク経営を

運営することで、利益目標の達成を目指しています。戦略的

リスク経営の運営では、グループ全体最適の観点から、資本・

リスク・リターンのバランスを適切にコントロールしており、

商品開発、資産運用計画などの個別施策においても、経営

の意思決定に活用しています。

リスクコントロールシステム

SOMPOホールディングスは、リスクアセスメントを起点とし

て、グループを取り巻くリスクを網羅的に把握し、対応すること

ができるよう、強固なリスクコントロールシステムを構築して

います。当社はグループの枠組みに沿って、運営しています。

（1）重大リスク管理
「事業に重大な影響を及ぼす可能性があるリスク」を重大リ

スクと定義し、事業の抱えるリスクを網羅的に把握・評価してい

ます。各重大リスクの管理態勢の十分性を確認し、リスクの状

況を継続的にモニタリングします。管理が不足していると判断

した場合には、責任者を定めて対応策を実施します。

また、「現時点では重大リスクではないが、環境変化などによ

り新たに発現または変化し、今後、グループに大きな影響を及

ぼす可能性のあるリスク」をエマージングリスクと定め、重大リ

スクへの変化の予兆をとらえて適切に管理します。エマージン

グリスクは、損失軽減の観点だけでなく、新たな保険商品・サー

ビスなどのビジネス機会の観点からも重要であり、グループ横

断でモニタリング、調査研究を進めています。

（2）自己資本管理
当社は、保険引受リスク、資産運用リスクおよびオペレー

ショナル・リスクを統一的な尺度(VaR：Value at Risk)で定

量化したうえで、リスクと資本の状況を定期的にモニタリン

グし、リスク許容度に抵触する恐れが生じた場合に、リスク

削減または資本増強などの対応策を策定・実施する態勢を

整備しています。

リスクの種類 内容

保険引受リスク

保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被
るリスクをいいます。
当社は、保険商品の開発または改定などを行う場合、商品企画部から独立した組織であるリスク管理部が保険事故発
生率などに照らした保険料水準の適切性や会社業績・財務状況に及ぼし得る影響などを検証しています。また、保険事
故発生率などの実績の把握・分析を行い、必要に応じて保険料率や販売方針の見直しなどの措置を講じる態勢を整備
しています。

資産運用リスク

資産運用リスクとは、金利、為替等の変動や信用供与先の財務状況の悪化などにより、保有する資産・負債（オフ・バラ
ンスを含みます。）の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
当社は、資産運用リスクモデルにより、資産運用利回りが保有契約の予定利率を下回るリスクを含め、市場リスク、信用
リスクを一元的に管理しています。市場の変化に対し適時に対応できるよう、週次で資産情報を把握し、資産運用リス
ク量を計測しています。

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員もしくは保険募集人の活動、システムが不適切であること、または
外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。
当社は、オペレーショナル・リスクをさらに事務リスク、システムリスク、労務リスクおよび風評リスクに分類し、それぞれ
リスク管理担当部門を定めてリスク発現の防止および損失の最小化に努めています。
オペレーショナル・リスクの発現は、経営の健全性を損なう可能性があるだけでなく、お客さまの信頼を損なうものであ
ることを全役職員が認識し、責任ある管理をしています。

流動性リスク

流動性リスクとは、新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加、およ
び巨大災害での多額の保険金支払いにより資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引を余
儀なくされることにより損失を被るリスクや、市場の混乱などで取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で
の取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
当社は、日々の資金繰り管理のほかに、大量解約の発生など、流動性リスク・シナリオ発現に伴う解約返戻金支払いな
どの資金流出額を予想し、それに対応できる流動性資産が十分に確保されるように管理しています。

戦略的リスク経営（ERM）の運営

戦略的リスク経営（ERM）に関する体制
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■��経営について��■

戦略的リスク経営（ERM）

監
査
役

監査

内部監査

取　締　役　会

経　営　会　議

リスク管理担当部門

リスク管理統括部門（リスク管理部）
内
部
監
査
部

S O M P Oグ ル ープ の「 戦 略 的リスク経 営（ E R M：

Enterprise Risk Management）」は、不測の損失を極小

化 するとともに、資 本 を 有 効 活 用し、適 切 なリスク

コントロールのもと収益を向上させ、グループの企業価値の

最大化を図ることを目的としています。

当社は、グループの中核生命保険会社として、グループの

利益目標の達成に貢献すべく、戦略的リスク経営を推進し

ています。

SOMPOホールディングスは、グループベースの戦略的リ

スク経営に関する「SOMPOグループ　ERM基本方針」を

定めるとともに、経営戦略をERMの観点から体系化・明確

化するため、リスクテイクの指針となる「SOMPOグループ　

リスクアペタイトステートメント」を定めています。

当社は、「SOMPOグループ　ERM基本方針」に基づき、

戦略的リスク経営の枠組みや体制などを整備するとともに、

必要な組織体制、業務遂行に関する重要な事項について、

「リスク管理規程」などで定めています。

取締役会は、「リスク管理規程」を制定するほか、「SOMPO

グループ　リスクアペタイトステートメント」をふまえ、事業

計画およびリスクテイク計画を策定します。

社長は、経営会議の協議を経て、リスク許容度に関する対

応方針を決定します。また、経営会議では、経営陣が当社の

リスク状況を把握したうえで、リスク管理に関する重要な事

項を審議し、適切な意思決定を行います。

リスク管理部は、戦略的リスク経営に係るリスク計測・評価・

教育などを担い、リスク管理態勢の整備を推進しています。ま

た、商品開発部門・資産運用部門などとは独立した組織とし

て、業務執行を牽制する態勢を確保しています。各リスク管理

担当部門は、経営に重大な影響を及ぼし得るリスクについ

て、定性・定量の両面から評価し、適切にコントロールしてい

ます。

資　本

リスク リターン

財務健全性（ESR）
の確保

資本効率（ROE）
の向上

リスク対比のリターン
（ROR）の向上

戦略的リスク経営のPDCAサイクル

SOMPOホールディングスは、資本を有効活用するため

に、グループ全体を事業単位に区分し、各事業の成長性や

収益性などをふまえて資本配賦を行っています。

当社は、「SOMPOグループ　リスクアペタイトステートメ

ント」に基づき事業計画を策定し（Plan）、配賦された資本の

範囲内でリスクテイクを行い（Do）、定期的に計画の進捗状

況を確認のうえ（Check）、必要に応じて事業計画の見直し

などを行う（Action）PDCAサイクルで戦略的リスク経営を

運営することで、利益目標の達成を目指しています。戦略的

リスク経営の運営では、グループ全体最適の観点から、資本・

リスク・リターンのバランスを適切にコントロールしており、

商品開発、資産運用計画などの個別施策においても、経営

の意思決定に活用しています。

リスクコントロールシステム

SOMPOホールディングスは、リスクアセスメントを起点とし

て、グループを取り巻くリスクを網羅的に把握し、対応すること

ができるよう、強固なリスクコントロールシステムを構築して

います。当社はグループの枠組みに沿って、運営しています。

（1）重大リスク管理
「事業に重大な影響を及ぼす可能性があるリスク」を重大リ

スクと定義し、事業の抱えるリスクを網羅的に把握・評価してい

ます。各重大リスクの管理態勢の十分性を確認し、リスクの状

況を継続的にモニタリングします。管理が不足していると判断

した場合には、責任者を定めて対応策を実施します。

また、「現時点では重大リスクではないが、環境変化などによ

り新たに発現または変化し、今後、グループに大きな影響を及

ぼす可能性のあるリスク」をエマージングリスクと定め、重大リ

スクへの変化の予兆をとらえて適切に管理します。エマージン

グリスクは、損失軽減の観点だけでなく、新たな保険商品・サー

ビスなどのビジネス機会の観点からも重要であり、グループ横

断でモニタリング、調査研究を進めています。

（2）自己資本管理
当社は、保険引受リスク、資産運用リスクおよびオペレー

ショナル・リスクを統一的な尺度(VaR：Value at Risk)で定

量化したうえで、リスクと資本の状況を定期的にモニタリン

グし、リスク許容度に抵触する恐れが生じた場合に、リスク

削減または資本増強などの対応策を策定・実施する態勢を

整備しています。

リスクの種類 内容

保険引受リスク

保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被
るリスクをいいます。
当社は、保険商品の開発または改定などを行う場合、商品企画部から独立した組織であるリスク管理部が保険事故発
生率などに照らした保険料水準の適切性や会社業績・財務状況に及ぼし得る影響などを検証しています。また、保険事
故発生率などの実績の把握・分析を行い、必要に応じて保険料率や販売方針の見直しなどの措置を講じる態勢を整備
しています。

資産運用リスク

資産運用リスクとは、金利、為替等の変動や信用供与先の財務状況の悪化などにより、保有する資産・負債（オフ・バラ
ンスを含みます。）の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
当社は、資産運用リスクモデルにより、資産運用利回りが保有契約の予定利率を下回るリスクを含め、市場リスク、信用
リスクを一元的に管理しています。市場の変化に対し適時に対応できるよう、週次で資産情報を把握し、資産運用リス
ク量を計測しています。

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員もしくは保険募集人の活動、システムが不適切であること、または
外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。
当社は、オペレーショナル・リスクをさらに事務リスク、システムリスク、労務リスクおよび風評リスクに分類し、それぞれ
リスク管理担当部門を定めてリスク発現の防止および損失の最小化に努めています。
オペレーショナル・リスクの発現は、経営の健全性を損なう可能性があるだけでなく、お客さまの信頼を損なうものであ
ることを全役職員が認識し、責任ある管理をしています。

流動性リスク

流動性リスクとは、新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加、およ
び巨大災害での多額の保険金支払いにより資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引を余
儀なくされることにより損失を被るリスクや、市場の混乱などで取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で
の取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
当社は、日々の資金繰り管理のほかに、大量解約の発生など、流動性リスク・シナリオ発現に伴う解約返戻金支払いな
どの資金流出額を予想し、それに対応できる流動性資産が十分に確保されるように管理しています。

戦略的リスク経営（ERM）の運営

戦略的リスク経営（ERM）に関する体制
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生命保険契約者保護機構戦略的リスク経営（ERM）

（3）ストレステスト
当社の経営に重大な影響を及ぼし得る事象を的確に把

握・管理するために、シナリオ・ストレステスト、リバース・ス

トレステストおよび感応度分析を実施し、資本およびリスク

への影響度を分析して、必要に応じ対応策を実施する態勢

を整備しています。

シナリオ・
ストレステスト

大規模な自然災害や金融市場の混乱
など、経営に重大な影響を及ぼすスト
レスシナリオが顕在化した際の影響を
評価し、資本の十分性やリスク軽減策
の有効性検証などに活用することを目
的として実施しています。なお、環境変
化などに適切に対応するため、ストレス
シナリオの妥当性を定期的に検証して
います。

リバース・
ストレステスト

リスク許容度などに抵触する具体的な事
象を把握し、あらかじめアクションに備え
ることを目的として実施しています。

感応度分析
主なリスク要因の変動が資本とリスク
に与える影響を把握することを目的と
して実施しています。

（4）リミット管理
当社は与信リスク、出再リスクについてSOMPOホール

ディングスが定めるリミットの範囲内で、リスク許容度と整

合的に設定したリミットをそれぞれ超過しないように管理し

ています。

再保険に係る方針
当社は、リスク分散または収益安定の観点から、再

保険を活用しています。

再保険取引においては、格付けをもとに信用力を

重視して出再先を選定するとともに、特定の再保険会

社に過度に取引が集中しないように、格付けに応じた

リミットを設定して管理しています。

大規模災害等への対応
当社は、「SOMPOグループ　業務継続体制構築基

本方針」に沿って、経営基盤の安定と健全性を確保

し、大規模自然災害や感染症などの危機発生時にお

いても主要業務の継続を実現し、社会・経済活動の維

持に資することを目的として「業務継続体制構築基本

規程」を定めています。

この規程に従い、災害や感染症などの危機発生か

ら終息に至る有事に適切に対応し、継続すべき重要

業務および危機対応を計画などに定め、これを継続

的に見直すことにより、業務継続および早期復旧を実

現する業務継続体制を構築しています。

○救済保険会社が現れた場合

補償対象保険金支払いに
係る資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

補償対象保険金の支払い（注2）

保険金請求権等の買取り
（注2）

保険金等の支払い

資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）
保険契約者等 救済保険会社

○救済保険会社が現れない場合

保 護 機 構 会員保険会社

民間金融機関等

国

破綻保険会社

補償対象保険金支払いに
係る資金援助

保険契約の引受け

保険契約の承継

補償対象保険金の支払い（注2）

保険金請求権等の買取り
（注2）

保険金等の支払い

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）
保険契約者等

会員保険会社

民間金融機関等

国

破綻保険会社 保 護 機 構

承継保険会社

（注1） 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで
資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注2） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この
場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約については、※2に記載の率となります。）

◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により
変更される可能性があります。

・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構　TEL.03-3286-2820　　　ホームページアドレス　https：//www.seihohogo.jp/

〈月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時〉

〈仕組みの概略図〉

当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」）

に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。

・ 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、

保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場

合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度

として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等にお

ける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引

受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保

険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の

保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持す

ることを目的としています。

・ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻

保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になる

こともあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が

保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加

入している保険契約の継続を図ることにしています。

・ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連

動型保険契約の特定特別勘定（※1）に係る部分を除い

た国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予

定利率契約（※2）を除き、責任準備金等（※3）の90％と

することが、保険業法等で定められています（保険金・年

金等の90％が補償されるものではありません。）。

・ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に

加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契

約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予

定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これに伴

い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせ

て、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続

を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な

解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

※1  特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証
（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契
約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分
についての責任準備金を削減しない更生計画を作成すること
が可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の
中で確定することとなります）。

※2  破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超え
ていた契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備
金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社
に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
 高予定利率契約の補償率 ＝ 90％ － {（過去5年間における
各年の予定利率 － 基準利率）の総和 ÷ 2}

（注1） 基準利率は、保護機構のホームページで確認できます。
（注2） 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が

異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独
立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当する
か否かを判断することになります。また、企業保険等に
おいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険
者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独
立の保険契約が締結されているものとみなして高予定
利率契約に該当するか否かの判断をすることになりま
す。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険
者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保
険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断す
ることになります。

※3   責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備
え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金
等をいいます。

システムリスクへの対応
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン

または誤作動など、システムの不備などに伴い損失を

被るリスク、およびコンピュータが不正に使用されるこ

とにより損失を被るリスクをいいます。

インターネットの利用拡大やサイバー攻撃の手口

の巧妙化によるサイバーテロの脅威が高まっており、

当社はサイバー攻撃によるリスクについてシステムリ

スク管理計画のなかでシステム対策、緊急時のため

の態勢整備、社員への教育・訓練などに関して具体的

な対策を定め定期的なモニタリングを行うとともに、

重大リスクとして重点的に管理しています。

生命保険契約者保護機構とは Ｓ
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■��経営について��■

生命保険契約者保護機構戦略的リスク経営（ERM）

（3）ストレステスト
当社の経営に重大な影響を及ぼし得る事象を的確に把

握・管理するために、シナリオ・ストレステスト、リバース・ス

トレステストおよび感応度分析を実施し、資本およびリスク

への影響度を分析して、必要に応じ対応策を実施する態勢

を整備しています。

シナリオ・
ストレステスト

大規模な自然災害や金融市場の混乱
など、経営に重大な影響を及ぼすスト
レスシナリオが顕在化した際の影響を
評価し、資本の十分性やリスク軽減策
の有効性検証などに活用することを目
的として実施しています。なお、環境変
化などに適切に対応するため、ストレス
シナリオの妥当性を定期的に検証して
います。

リバース・
ストレステスト

リスク許容度などに抵触する具体的な事
象を把握し、あらかじめアクションに備え
ることを目的として実施しています。

感応度分析
主なリスク要因の変動が資本とリスク
に与える影響を把握することを目的と
して実施しています。

（4）リミット管理
当社は与信リスク、出再リスクについてSOMPOホール

ディングスが定めるリミットの範囲内で、リスク許容度と整

合的に設定したリミットをそれぞれ超過しないように管理し

ています。

再保険に係る方針
当社は、リスク分散または収益安定の観点から、再

保険を活用しています。

再保険取引においては、格付けをもとに信用力を

重視して出再先を選定するとともに、特定の再保険会

社に過度に取引が集中しないように、格付けに応じた

リミットを設定して管理しています。

大規模災害等への対応
当社は、「SOMPOグループ　業務継続体制構築基

本方針」に沿って、経営基盤の安定と健全性を確保

し、大規模自然災害や感染症などの危機発生時にお

いても主要業務の継続を実現し、社会・経済活動の維

持に資することを目的として「業務継続体制構築基本

規程」を定めています。

この規程に従い、災害や感染症などの危機発生か

ら終息に至る有事に適切に対応し、継続すべき重要

業務および危機対応を計画などに定め、これを継続

的に見直すことにより、業務継続および早期復旧を実

現する業務継続体制を構築しています。

○救済保険会社が現れた場合

補償対象保険金支払いに
係る資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

補償対象保険金の支払い（注2）

保険金請求権等の買取り
（注2）

保険金等の支払い

資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）
保険契約者等 救済保険会社

○救済保険会社が現れない場合

保 護 機 構 会員保険会社

民間金融機関等

国

破綻保険会社

補償対象保険金支払いに
係る資金援助

保険契約の引受け

保険契約の承継

補償対象保険金の支払い（注2）

保険金請求権等の買取り
（注2）

保険金等の支払い

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）
保険契約者等

会員保険会社

民間金融機関等

国

破綻保険会社 保 護 機 構

承継保険会社

（注1） 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで
資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注2） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この
場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約については、※2に記載の率となります。）

◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により
変更される可能性があります。

・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構　TEL.03-3286-2820　　　ホームページアドレス　https：//www.seihohogo.jp/

〈月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時〉

〈仕組みの概略図〉

当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」）

に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。

・ 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、

保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場

合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度

として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等にお

ける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引

受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保

険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の

保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持す

ることを目的としています。

・ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻

保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になる

こともあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が

保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加

入している保険契約の継続を図ることにしています。

・ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連

動型保険契約の特定特別勘定（※1）に係る部分を除い

た国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予

定利率契約（※2）を除き、責任準備金等（※3）の90％と

することが、保険業法等で定められています（保険金・年

金等の90％が補償されるものではありません。）。

・ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に

加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契

約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予

定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これに伴

い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせ

て、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続

を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な

解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

※1  特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証
（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契
約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分
についての責任準備金を削減しない更生計画を作成すること
が可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の
中で確定することとなります）。

※2  破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超え
ていた契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備
金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社
に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
 高予定利率契約の補償率 ＝ 90％ － {（過去5年間における
各年の予定利率 － 基準利率）の総和 ÷ 2}

（注1） 基準利率は、保護機構のホームページで確認できます。
（注2） 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が

異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独
立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当する
か否かを判断することになります。また、企業保険等に
おいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険
者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独
立の保険契約が締結されているものとみなして高予定
利率契約に該当するか否かの判断をすることになりま
す。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険
者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保
険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断す
ることになります。

※3   責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備
え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金
等をいいます。

システムリスクへの対応
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン

または誤作動など、システムの不備などに伴い損失を

被るリスク、およびコンピュータが不正に使用されるこ

とにより損失を被るリスクをいいます。

インターネットの利用拡大やサイバー攻撃の手口

の巧妙化によるサイバーテロの脅威が高まっており、

当社はサイバー攻撃によるリスクについてシステムリ

スク管理計画のなかでシステム対策、緊急時のため

の態勢整備、社員への教育・訓練などに関して具体的

な対策を定め定期的なモニタリングを行うとともに、

重大リスクとして重点的に管理しています。

生命保険契約者保護機構とは Ｓ
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■��経営について��■

役員一覧

執行役員 （2021年7月1日現在）

取締役
副社長執行役員

川　浩
コウ

一
イチ

1963年2月23日生まれ

取締役
副社長執行役員

川　浩
コウ

一
イチ

1963年2月23日生まれ

代表取締役社長
社長執行役員

大
オオ

場
バ

　康
ヤス

弘
ヒロ

1965年9月30日生まれ

代表取締役社長
社長執行役員

大
オオ

場
バ

　康
ヤス

弘
ヒロ

1965年9月30日生まれ

1988年  4月

2014年  7月
2016年  4月
2018年  4月

2018年  6月
2019年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社取締役執行役員経営企画部長
当社取締役常務執行役員
当社代表取締役社長社長執行役員（現職）
SOMPOホールディングス株式会社国内生命保険事業
オーナー執行役員
同社国内生命保険事業オーナー取締役
同社国内生命保険事業オーナー執行役（現職）

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

1985年  4月

2014年  4月
2016年  4月

2016年  6月

2017年  4月
2018年  4月
2021年  4月

興亜火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員企業営業第七部長
同社取締役常務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）常務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）取締役常務執行役員
同社グループCACO取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員
当社取締役副社長執行役員（現職）

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

ヨ シ カ ワ ヨ シ カ ワ

取締役
（非常勤）

辻
ツジ

　伸
シン

治
ジ

1956年12月10日生まれ

取締役
執行役員

中
ナカ

原
ハラ

　徹
トオル

1967年6月15日生まれ

2017年  5月

2017年  7月
2020年  4月
2021年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
執行役員
当社執行役員情報システム部長
当社取締役執行役員経営企画部長
当社取締役執行役員（現職）

略歴

1979年  4月

2008年  4月
2009年  4月
2011年  6月

2012年  4月
2014年  4月
2016年  4月
2017年  4月

2019年  1月
2019年  4月
2019年  6月
2021年  4月
2021年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員カスタマーサービス部長
同社常務執行役員
NKSJホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
当社取締役（現職）
SOMPOホールディングス株式会社
グループCFO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCFO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCBO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCBO取締役代表執行役副社長
同社グループCOO取締役代表執行役副社長（現職）
SOMPOケア株式会社　取締役（現職）

略歴

取締役
常務執行役員

田
タ

村
ムラ

　和
カズ

久
ヒサ

1965年7月18日生まれ

取締役の欄をご参照ください。

略歴

常務執行役員

森
モリ

田
タ

　智
トモ

之
ユキ

1966年9月13日生まれ

1995年  6月

2016年  4月
2017年  2月
2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員営業企画部長
当社執行役員営業企画部長兼トレーニングセンター室長
当社執行役員保険金サービス部長
当社執行役員関西第一統括部長
当社常務執行役員（現職）

略歴取締役
執行役員

菅
カン

野
ノ

　文
フミ

雄
オ

1967年12月5日生まれ

取締役
常務執行役員

田
タ

村
ムラ

　和
カズ

久
ヒサ

1965年7月18日生まれ

1990年  4月

2018年  4月
2019年  4月
2021年  4月

日本火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員経理財務部長
当社取締役執行役員
当社取締役常務執行役員（現職）

略歴

2002年  5月

2016年  4月
2017年  9月
2020年  4月
2020年  7月

安田火災ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員経営企画部長
当社執行役員商品企画部長
当社取締役執行役員商品企画部長
当社取締役執行役員（現職）

略歴

取締役
執行役員

中
ナカ

原
ハラ

　徹
トオル

1967年6月15日生まれ

取締役
執行役員

菅
カン

野
ノ

　文
フミ

雄
オ

1967年12月5日生まれ

取締役の欄をご参照ください。

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

取締役 （2021年7月1日現在）

常務執行役員

島
シマ

﨑
ザキ

　浩
コウ

一
イチ

1963年5月18日生まれ

1997年  9月

2017年  4月
2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中国営業部長
当社執行役員営業企画部長
当社執行役員首都圏開発営業部長
当社常務執行役員（現職）

略歴

常務執行役員

岩
イワ

切
キリ

　健
ケン

一
イチ

1967年1月26日生まれ

1995年  1月

2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員首都圏開発営業部長
当社執行役員営業企画部長
当社常務執行役員営業企画部長（現職）

略歴
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■��経営について��■

役員一覧

執行役員 （2021年7月1日現在）

取締役
副社長執行役員

川　浩
コウ

一
イチ

1963年2月23日生まれ

取締役
副社長執行役員

川　浩
コウ

一
イチ

1963年2月23日生まれ

代表取締役社長
社長執行役員

大
オオ

場
バ

　康
ヤス

弘
ヒロ

1965年9月30日生まれ

代表取締役社長
社長執行役員

大
オオ

場
バ

　康
ヤス

弘
ヒロ

1965年9月30日生まれ

1988年  4月

2014年  7月
2016年  4月
2018年  4月

2018年  6月
2019年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社取締役執行役員経営企画部長
当社取締役常務執行役員
当社代表取締役社長社長執行役員（現職）
SOMPOホールディングス株式会社国内生命保険事業
オーナー執行役員
同社国内生命保険事業オーナー取締役
同社国内生命保険事業オーナー執行役（現職）

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

1985年  4月

2014年  4月
2016年  4月

2016年  6月

2017年  4月
2018年  4月
2021年  4月

興亜火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員企業営業第七部長
同社取締役常務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）常務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）取締役常務執行役員
同社グループCACO取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員
当社取締役副社長執行役員（現職）

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

ヨ シ カ ワ ヨ シ カ ワ

取締役
（非常勤）

辻
ツジ

　伸
シン

治
ジ

1956年12月10日生まれ

取締役
執行役員

中
ナカ

原
ハラ

　徹
トオル

1967年6月15日生まれ

2017年  5月

2017年  7月
2020年  4月
2021年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
執行役員
当社執行役員情報システム部長
当社取締役執行役員経営企画部長
当社取締役執行役員（現職）

略歴

1979年  4月

2008年  4月
2009年  4月
2011年  6月

2012年  4月
2014年  4月
2016年  4月
2017年  4月

2019年  1月
2019年  4月
2019年  6月
2021年  4月
2021年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員カスタマーサービス部長
同社常務執行役員
NKSJホールディングス株式会社

（現 SOMPOホールディングス株式会社）取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
当社取締役（現職）
SOMPOホールディングス株式会社
グループCFO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCFO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCBO代表取締役副社長執行役員
同社グループCOO兼グループCBO取締役代表執行役副社長
同社グループCOO取締役代表執行役副社長（現職）
SOMPOケア株式会社　取締役（現職）

略歴

取締役
常務執行役員

田
タ

村
ムラ

　和
カズ

久
ヒサ

1965年7月18日生まれ

取締役の欄をご参照ください。

略歴

常務執行役員

森
モリ

田
タ

　智
トモ

之
ユキ

1966年9月13日生まれ

1995年  6月

2016年  4月
2017年  2月
2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員営業企画部長
当社執行役員営業企画部長兼トレーニングセンター室長
当社執行役員保険金サービス部長
当社執行役員関西第一統括部長
当社常務執行役員（現職）

略歴取締役
執行役員

菅
カン

野
ノ

　文
フミ

雄
オ

1967年12月5日生まれ

取締役
常務執行役員

田
タ

村
ムラ

　和
カズ

久
ヒサ

1965年7月18日生まれ

1990年  4月

2018年  4月
2019年  4月
2021年  4月

日本火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員経理財務部長
当社取締役執行役員
当社取締役常務執行役員（現職）

略歴

2002年  5月

2016年  4月
2017年  9月
2020年  4月
2020年  7月

安田火災ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員経営企画部長
当社執行役員商品企画部長
当社取締役執行役員商品企画部長
当社取締役執行役員（現職）

略歴

取締役
執行役員

中
ナカ

原
ハラ

　徹
トオル

1967年6月15日生まれ

取締役
執行役員

菅
カン

野
ノ

　文
フミ

雄
オ

1967年12月5日生まれ

取締役の欄をご参照ください。

略歴

取締役の欄をご参照ください。

略歴

取締役 （2021年7月1日現在）

常務執行役員

島
シマ

﨑
ザキ

　浩
コウ

一
イチ

1963年5月18日生まれ

1997年  9月

2017年  4月
2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中国営業部長
当社執行役員営業企画部長
当社執行役員首都圏開発営業部長
当社常務執行役員（現職）

略歴

常務執行役員

岩
イワ

切
キリ

　健
ケン

一
イチ

1967年1月26日生まれ

1995年  1月

2018年  4月
2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員首都圏開発営業部長
当社執行役員営業企画部長
当社常務執行役員営業企画部長（現職）

略歴
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役員一覧

監査役 （2021年7月1日現在）

常勤監査役

近
コン

藤
ドウ

　充
ミツ

弘
ヒロ

1961年1月23日生まれ

執行役員

佐
サ

藤
トウ

　孝
タカ

司
シ

1965年12月8日生まれ

常勤監査役

大
オオ

山
ヤマ

　敬
ケイ

三
ゾウ

1959年12月21日生まれ

2000年  1月

2018年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中国統括部長
当社執行役員契約サービス部長（現職）

略歴

1983年  4月

2016年  4月
2018年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員関東本部長
当社監査役（現職）

略歴

1984年  4月

2016年  4月
2018年  4月
2020年  4月
2020年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員関東営業部長
当社取締役常務執行役員
当社顧問
当社監査役（現職）

略歴

執行役員

下
シモ

川
カワ

　亮
リョウ

子
コ

1971年8月15日生まれ

2016年  7月

2019年  4月
2020年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員人財開発部長
当社執行役員（現職）
SOMPOホールディングス株式会社
ヘルスケア事業開発部 特命部長（現職）

略歴

監査役

吉
ヨシ

田
ダ

　尚
ナオ

子
コ

1966年7月17日生まれ

1989年  4月
1999年  4月
2000年  4月
2008年  4月
2020年  6月

株式会社サンリオ入社
弁護士登録（第二東京弁護士会）
澤井法律事務所 弁護士
山本・吉田法律事務所 弁護士（現職）
当社監査役（現職）

略歴

執行役員

小
コ

林
バヤシ

　滋
シゲル

1964年9月8日生まれ

1988年  4月

2020年  4月

日本火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員コンプライアンス部長（現職）

略歴

執行役員

河
カワ

合
イ

　佐
サ

知
チ

子
コ

1967年8月20日生まれ

1991年  8月

2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員事務改革推進部長
当社執行役員コンタクトサービス部長（現職）

略歴

執行役員

中
ナカ

川
ガワ

　ゆ
ユ

う
ウ

子
コ

1972年10月15日生まれ

2016年  3月

2020年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員事業企画部長（現職）

略歴

執行役員

邨
ムラ

上
カミ

　英
ヒデ

彰
アキ

1969年3月16日生まれ

1997年11月

2020年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員人財開発部長（現職）

略歴

執行役員

小
コ

林
バヤシ

　伸
ノブ

行
ユキ

1968年8月22日生まれ

2003年  4月

2021年  4月

損保ジャパンひまわり生命保険株式会社　
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中部統括部長（現職）　　　

略歴
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■��経営について��■

役員一覧

監査役 （2021年7月1日現在）

常勤監査役

近
コン

藤
ドウ

　充
ミツ

弘
ヒロ

1961年1月23日生まれ

執行役員

佐
サ

藤
トウ

　孝
タカ

司
シ

1965年12月8日生まれ

常勤監査役

大
オオ

山
ヤマ

　敬
ケイ

三
ゾウ

1959年12月21日生まれ

2000年  1月

2018年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中国統括部長
当社執行役員契約サービス部長（現職）

略歴

1983年  4月

2016年  4月
2018年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
同社執行役員関東本部長
当社監査役（現職）

略歴

1984年  4月

2016年  4月
2018年  4月
2020年  4月
2020年  6月

安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員関東営業部長
当社取締役常務執行役員
当社顧問
当社監査役（現職）

略歴

執行役員

下
シモ

川
カワ

　亮
リョウ

子
コ

1971年8月15日生まれ

2016年  7月

2019年  4月
2020年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員人財開発部長
当社執行役員（現職）
SOMPOホールディングス株式会社
ヘルスケア事業開発部 特命部長（現職）

略歴

監査役

吉
ヨシ

田
ダ

　尚
ナオ

子
コ

1966年7月17日生まれ

1989年  4月
1999年  4月
2000年  4月
2008年  4月
2020年  6月

株式会社サンリオ入社
弁護士登録（第二東京弁護士会）
澤井法律事務所 弁護士
山本・吉田法律事務所 弁護士（現職）
当社監査役（現職）

略歴

執行役員

小
コ

林
バヤシ

　滋
シゲル

1964年9月8日生まれ

1988年  4月

2020年  4月

日本火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン株式会社）入社
当社執行役員コンプライアンス部長（現職）

略歴

執行役員

河
カワ

合
イ

　佐
サ

知
チ

子
コ

1967年8月20日生まれ

1991年  8月

2020年  4月
2021年  4月

アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員事務改革推進部長
当社執行役員コンタクトサービス部長（現職）

略歴

執行役員

中
ナカ

川
ガワ

　ゆ
ユ

う
ウ

子
コ

1972年10月15日生まれ

2016年  3月

2020年  4月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員事業企画部長（現職）

略歴

執行役員

邨
ムラ

上
カミ

　英
ヒデ

彰
アキ

1969年3月16日生まれ

1997年11月

2020年  4月

アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員人財開発部長（現職）

略歴

執行役員

小
コ

林
バヤシ

　伸
ノブ

行
ユキ

1968年8月22日生まれ

2003年  4月

2021年  4月

損保ジャパンひまわり生命保険株式会社　
（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）入社
当社執行役員中部統括部長（現職）　　　

略歴
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Ｏ
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Ｏ
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